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○ 基本計画の名称：長岡市中心市街地活性化基本計画 

 

○ 作成主体：新潟県長岡市 

 

○ 計画期間：平成 31年４月から令和７年３月まで（６年間） 

 

１．中心市街地の活性化に関する基本的な方針 

［１］長岡市の概要 

本市は、新潟県のほぼ中央、大河信濃川に沿って開かれた広大な新潟平野の南端に位置する

中越地方の中核都市である。市の中央を南北に信濃川が流れ、東は福島県境近くの守門岳に、

西は佐渡を望む日本海にまで達する市域は、新潟県中部を横断する形となっている。夏は高温

多湿で、冬は季節風が強く、降雪のある日本海側特有の気候である。 

人口は、平成 17 年４月１日の近隣５町村（中之島町、越路町、三島町、山古志村、小国町）、

平成 18 年１月１日の近隣４市町村（和島村、寺泊町、栃尾市、与板町）、平成 22 年３月 31 日

の近隣１町（川口町）との３度の市町村合併により、27 万 5,133 人（平成 27 年国勢調査）とな

った。これは、新潟市に次ぐ県内２番目の人口規模である。一方、11 地域からなる市域は面積

約 891 ㎢に及び、海岸部から山間部までの美しく豊かな自然と歴史、伝統文化、産業など、多

様な地域資源を有している。 

また、毎年８月の２日、３日に開催している長岡まつり大花火大会は、70 年の歴史があり、

２日間で約 100 万人が訪れる大規模なものとなり、花火のまちとして知られるようになった。 

歴史的には、江戸時代初めの元和４年に牧野忠成が初代長岡藩主として入封してから明治の

初めまで、約 250 年間にわたり譜代大名の牧野家のもとで７万４千石の城下町として栄えた。

明治 39 年に市制を施行し、大正から昭和 30 年代にかけての編入合併で市域が広がり、昭和 50

年代には上越新幹線や関越・北陸両自動車道の高速交通網が開通するなど、都市基盤の整備に

伴って都市化が進み市街地を拡大してきた。 

長岡市の中心市街地（手前がＪＲ長岡駅、その奥に信濃川、西山連峰を望む。） 
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この間、長岡のまちは、明治維新の北越戊辰戦争、そして昭和 20 年の長岡空襲と、二度にわ

たる戦禍により壊滅的な被害を受けた。さらに、平成 16 年には「7.13 水害」及び「10.23 新潟

県中越大震災」という未曾有の大災害に見舞われたが、市民の不断の努力で立ち上がり、まち

の復興を成し遂げてきた。これらの復興の原動力となったのは、「まちづくりは人づくり」と

いう人材育成の大切さを説いた「米百俵の精神」である。 

今日の長岡市は、精密機械工業などの製造業が集積し、また、商圏人口約 61 万人の消費を支

える広域的な商業拠点が形成されるなど、県内屈指の商工業都市として成長した。また一方で、

優良な米産地としても大きな役割を担い、これらの活力ある産業を基盤に中越地方の中心都市

として発展を続けている。 

平成 18年に市制施行100周年を迎え、また平成19年４月には「特例市」の指定を受けた本市

は、「市役所機能のまちなか回帰」をはじめとした「まちなか型公共サービスの展開」に取り組

み、平成 24 年４月には、まちなかの新たな市民協働の拠点として、「シティーホールプラザ・

アオーレ長岡」が誕生した。 

現在、長岡市総合計画（平成 28 年３月策定）において「前より前へ！長岡～志を未来に活か

し輝き続けるまち～」を将来像とし、若者はもちろん経験豊かな世代も含めた全市民が一致団

結して、誰もが健やかに暮らすことのできる、快適な暮らしと活気あるまちをつくり、オール

長岡で輝き続ける長岡を目指している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■面 積 

891.06 km2  

■広ぼう 

東西 42.6 km 

南北 59.3 km 

中心市街地として 

位置付ける区域 

長岡市及び中心市街地の位置 
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［２］中心市街地の現状分析 

（１）中心市街地の成り立ちと変遷 

本市の中心市街地のまちづくりは、江戸時代はじめの長岡城の築城とともに始まる。当時の

長岡城の本丸は、現在のＪＲ長岡駅の位置にあり、ここを中心に形成された城下町が市街地と

して発展した。 

北越戊辰戦争により長岡城と城下は灰燼に帰したが、人々は不断の努力でまちの復興を進め

ていった。明治 31 年、長岡城の本丸跡に北越鉄道（後の信越本線）の長岡駅が開設されると、

長岡駅と停車場通り（現在の大手通り）付近に商業や業務機能が次第に集積し始め、中心市街

地として近代化への歩みを始めた。 

しかし、昭和 20 年８月１日の長岡空襲でまちは再び焦土と化した。この空襲で 1,488 名もの

尊い命が失われ、市街地の約８割が焼失したが、翌年の昭和 21 年から始まった戦災復興土地区

画整理事業により街区の整備が行われ、昭和 28 年には全国の戦災都市の中でもトップの早さで

復興都市計画事業が完工。中心市街地とその周辺部は、広い幅員の幹線道路を中心に、街区が

並ぶ整然とした街並みに生まれ変わった。この時築かれた都市基盤が、現在の中心市街地の骨

格を形づくっている。 

昭和 30 年代から 40 年代には、大型店舗が次々に開店した。さらに、昭和 57 年の上越新幹線

の開業を受け、駅前広場の整備や城内地区に再開発ビルが完成するなど、昭和 60 年代前半にか

けての中心市街地は、商業、業務、文化、娯楽、宿泊など多様な機能やサービスが集積する、

本市の中心として大いに賑わいを見せた。 

しかし、平成に入るとモータリゼーションの進展や郊外部での土地区画整理事業による市街

地の拡大に合わせて、人口や都市機能の郊外化が進み、大型店の郊外出店や中心市街地の大

型・小売店の閉店が相次ぎ、徐々に中心市街地の衰退が進行し、その活力低下が問題となった。 

このような状況に鑑み、本市は、中心市街地の構造を抜本的に見直すため、「長岡市中心市街

地構造改革会議」を設置。平成 16 年３月、同会議より「まちなか型公共サービス」の幅広い導

入・展開を進める「長岡市中心市街地の構造改革に関する提言」を受け、長岡広域市民の「ハ

レ」の場となる新しい長岡の「顔」づくりに取り組んできた。 

平成20年 11月には、「長岡市中心市街地活性化基本計画（第１期計画）」が中心市街地の活性

化に関する法律に基づく内閣総理大臣の認定を受け、「まちなか型公共サービスの展開」と「市

民協働によるまちづくり」の一体的な推進を目指して、アオーレ長岡の整備、大手通中央地区

市街地再開発事業、大手スカイデッキの整備など、中心市街地における都市機能の更新と再集

積に取り組み、市役所機能のまちなか移転が完了した。 

さらに、これまでの取組を検証するとともに、今後のまちづくりの方向性について検討する

「長岡まちなか創造会議」を設置。平成 26 年２月、同会議より「中心市街地の価値の創造につ

いて」の提案を受け、今後 10 年間のまちづくりのテーマを「みんなが創るまちなかの価値～誰

もが楽しみ安心できる場所、誰もがつながり育てるまち～」と定めた。 

同年３月には、そのテーマをまちづくりの目標とする「長岡市中心市街地活性化基本計画

（第２期計画）」の認定を受け、アオーレ長岡を中心にさまざまな集客イベントや市民活動が幅

広く展開され、まちなかは「文化・情報・交流の場」として生まれ変わった。平成 28 年９月に

大手通表町西地区市街地再開発事業によって福祉の拠点となる「社会福祉センター トモシア」

が整備され、幅広い世代の市民に使われることにより、中心市街地が市民の憩い集う「心のよ

りどころ」になるとともに、本市の「顔」、「シンボル」として浸透している。
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◆中心市街地の成り立ちと変遷 

長岡駅

大手通り

公会堂
（現アオーレ長岡）

旧市役所

長岡駅

大手通り

長崎屋

丸大
イチムラ

丸専

大和

○江戸時代初期：長岡城築城（本丸は

現在の JR長岡駅） 

○慶応 4年(1868 年）：北越戊辰戦争 

○明治 31年：長岡駅開設 

 ⇒商業・業務機能が集積 

 

○昭和 20年：長岡空襲 ⇒ 

（市街地の８割が焼失） 

○昭和 21年～38 年 

戦災復興土地区画整理事業の施行 

○平成に入り、車社会の進展と郊外化 

○まちなかの空洞化の顕在化 

○大規模商業施設の閉店 

⇒ 現在の中心市街地の骨格が形成 

中心市街地の 
衰退 

活性化に向けた 
中心市街地の構造改革 

江戸時代 正保年間 

昭和 18 年（戦前） 

昭和 50 年頃 

現 在 

空き店舗が目立つ大手通り

（平成 10 年頃） 

 

アーケード内は来街者で賑わう大手通（昭和 47 年） 

昭和 30～40 年：大型デパートの進出 

昭和 57 年：上越新幹線の開通 

① 

② 

③ 

 ④ 

再開発事業地区（完了） 

（大手通表町西地区） 

大手口駅前広場（完了） 

厚生会館地区（完了） 

（アオーレ長岡） 

再開発事業地区（完了） 

（大手通中央地区） 

再開発事業地区【事業中】 

（大手通坂之上町地区） 

現在 

本丸 

（現長岡駅） 

二之丸 

（現アオーレ長岡） 

（大手通り）

米百俵によって建てられた 

国漢学校 

越後国古志郡之内長岡城之図 



 

5 

 

（２）中心市街地に蓄積される既存ストックの状況 

①歴史的・文化的資源、景観資源 

中心市街地には、戦禍で失われた長岡城の城址や、「米百俵」の故事で知られる国漢学校

の跡地など、まちの歴史そのものが史跡や史実、地名などの形で残されている。連合艦隊司

令長官山本五十六の記念館や、長岡空襲を後世に伝える戦災資料館、平成18年 12月にオープ

ンした河井継之助記念館を訪れる人も多く、これらの施設を巡り、まちなかの回遊を高める

取組として「まちなか歴史館めぐり」などの事業も実施している。 

また、中心市街地には、雪国ならではの雁木通りが残り、市街地を流れる柿川では、かつ

て舟運で栄えた川として船着き場のある親水空間が整備され、毎年８月１日に戦災殉難者慰

霊のための灯籠流しが行われるなど、地域の特色ある都市景観が形成されている。 

このほか、市民の力で守られてきた福島江の桜並木や街の背景に望む東山連邦の山並みな

ど、中心市街地から望む美しい景観もその資源といえる。 

平成 16 年３月の「長岡市中心市街地の構造改革に関する提言」を踏まえ、本市は「まちな

か型公共サービス」の幅広い展開を推進してきた。その結果、アオーレ長岡やまちなかキャ

ンパス長岡などの公共施設が新たに整備されたことにより、まちなかの公共施設利用者は 193

万人（平成 24 年度）を超えた。これらの公共施設は、さまざまな市民の文化交流の場となる

「文化的資源」であるとともに、市民協働まちづくりの歴史の礎となる施設である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市民交流の拠点として整備された 

シティホールプラザ「アオーレ長岡」 
年間を通じて市民活動等が行われる 

屋根付き広場「ナカドマ」 

５千人を収容する「アリーナ」 
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②社会資本・産業資源 

本市の中心市街地は、上越新幹線の停車駅であるＪＲ長岡駅を中心に、鉄道及びバスの路

線が集結する交通の結節点であり、合併により広域化した市域にあって、だれもが訪れやす

いという利点を有している。平成９年には大手通り地下駐車場、商店街のアーケード、シン

ボルロードのいわゆる３点セットのハード整備が完了している。 

「まちなか型公共サービスの展開」として、アオーレ長岡の整備に併せ、長岡駅東西自由

通路及びこれに接続する「大手スカイデッキ」をはじめ、長岡駅大手口駅前広場において、

地下自転車駐車場が整備されている。 

また、定期露店市場の「五・十の市」の開催日には、多くの買い物客で賑わうほか、長岡

まつり、米百俵まつりなどの集客力の高いイベントも中心市街地で行われている。 

 

 

  

子育て世代の交流の場として整備された 

「子育ての駅 ちびっこ広場」 

（大手通中央西地区市街地再開発事業） 

 

市民活動や学生の自習室、高齢者等の憩いの場として 

利用されている「まちなかキャンパス長岡」 

（大手通中央東地区市街地再開発事業） 

JR 長岡駅と中心市街地を結ぶ 

「大手スカイデッキ」 

毎月、五・十の日に開催される「露店市場」 
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［３］長岡市及び中心市街地の現状に関する統計的データの把握・分析 

（１）人口動態等 

①居住人口 

 

◆長岡市及び中心市街地の人口の推移 

 
■出典：住民基本台帳（各年度３月末現在） 

・ 外国人を含む 

・ 中心市街地のエリアに該当する町丁目の値の合計値 
（町丁目がまたがる一部地域においては、面積按分している） 

◆長岡市及び中心市街地の 30 代以下人口の推移 

 
■出典：住民基本台帳（各年度３月末現在）以下、上記と同様  

5,953 5,905 5,779 5,692 5,758 5,712

281,100 279,507 277,373 275,361 273,881 272,016

200,000

220,000

240,000

260,000

280,000

300,000

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

H24 H25 H26 H27 H28 H29

長
岡
市
の
人
口
（
人
）

中
心
市
街
地
の
人
口
（
人
）

中心市街地 長岡市

1,978 1,911 1,827 1,758 1,746 1,656

3,975 3,993 3,952 3,934 4,013 4,056

33.2% 32.4% 31.6% 30.9% 30.3%
29.0%

40.0% 39.4% 38.8% 38.2% 37.6% 37.1%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

45.0%

0

3,000

6,000

9,000

H24 H25 H26 H27 H28 H29

（人）

中心市街地の30代以下人口 中心市街地の40代以上人口

中心市街地の30代以下人口の割合 長岡市の30代以下人口の割合

・ 本市全体の人口は減少傾向にあるが、中心市街地の居住人口は、概ね横ばいの状況

にある。２つの市街地再開発事業などの取組が一定の効果を生んでいるものだと考

えられる。 

・ 30 代以下人口は、本市全体及び中心市街地ともに減少傾向にある。 
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②世帯 

 

◆長岡市及び中心市街地の世帯数の推移 

 

■出典：住民基本台帳（各年度３月末現在） 

・ 外国人を含む 

・ 中心市街地のエリアに該当する町丁目の値の合計値 
（町丁目がまたがる一部地域においては、面積按分している） 

◆長岡市及び中心市街地の１世帯当たり人口の推移 

 

■出典：住民基本台帳（各年度３月末現在）以下、上記と同様  

2,856 2,954 2,940 2,929 2,925 2,994 

102,946 103,586 104,105 104,882 105,813 106,718 

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

H24 H25 H26 H27 H28 H29

長
岡
市
の
世
帯
数
（
世
帯
）

中
心
市
街
地
の
世
帯
数
（
世
帯
）

中心市街地の世帯数 長岡市の世帯数

2.08 2.00 1.97 1.94 1.97 1.91

2.73 2.70 2.66 2.63 2.59 2.55

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

H24 H25 H26 H27 H28 H29

（人/世帯）

中心市街地の１世帯当たり人口 長岡市全体の１世帯当たり人口

・ 本市全体及び中心市街地における世帯数は、民間事業者によるマンション供給など

により、ほぼ横ばいを維持している。 

・ １世帯当たりの人口についても、本市全体及び中心市街地ともにほぼ横ばい。 
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③老年人口 

 

◆中心市街地の高齢化率の推移 

 

■出典：住民基本台帳（各年度３月末現在） 

・ 外国人を含む 

・ 中心市街地のエリアに該当する町丁目の値の合計値 
（町丁目がまたがる一部地域においては、面積按分している） 

 

④転入・転出 

 

◆年齢階級別移動者数の長期トレンド 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■出典：地域経済分析システム（RESAS）データに基づき作成  

5,953 5,905 5,779 5,692 5,758 5,712

1,756 1,807 1,827 1,836 1,896 1,926

29.5%
30.6%

31.6% 32.3% 32.9% 33.7%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

0

2,000

4,000

6,000

8,000

H24 H25 H26 H27 H28 H29

中
心
市
街
地
の
高
齢
化
率
（
％
）

中
心
市
街
地
の
人
口
（
人
）

中心市街地 中心市街地の老年人口 中心市街地の高齢化率

・ 中心市街地の人口がほぼ横ばいの状況であるなか、高齢化率は増加傾向にある。 

・ いずれの年齢階級においても、社会移動の幅が縮小傾向にある。 

・ 一方、「10～14 歳→15～19 歳」及び「15～19 歳→20～24 歳」の若年層における社会

減については、縮小傾向である。 
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（２）経済活力関係 

①商店街・企業活動等の状況 

 

 

◆小売業年間販売額の推移           ◆小売業売場面積の推移 

 

■出典：商業統計調査、経済センサス活動調査に基づくデータを集計(経済産業省) 

・ 平成 19 年度までの中心市街地の値は、商業統計調査立地環境特別編に示されている 11 の商業集積地区

の合計値 

・ 平成 24 年度の中心市街地の値は、中心市街地活性化基本計画の区域に該当する調査区の合計値 

◆小売業従業員数の推移 

 
■出典：商業統計調査、経済センサス活動調査に基づくデータを集計(経済産業省) 

・ 平成 19 年度までの中心市街地の値は、商業統計調査立地環境特別編に示されている 11 の商業集積地区

の合計値 

・ 平成 24 年度の中心市街地の値は、中心市街地活性化基本計画の区域に該当する調査区の合計値 

 

  

計16,083

計19,340
計18,921

計17,766

計12,632

計14,880

（3,028） （2,858） （2,769） （2,050） （1,321） （1,101）
0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

H9 H14 H16 H19 H24 H26

従
業
員
数
（
人
）

長岡市 中心市街地

・ 中心市街地における小売業の年間販売額及び売場面積は減少傾向。一方、本市全体

では年間販売額及び売場面積ともに減少傾向にあったものの、平成 26 年には回復傾

向にある。 

・ 小売業の従業員数は、本市全体では減少傾向にあったものの、平成 26 年には回復傾

向にある。一方、中心市街地では減少傾向。 

計358,351

計323,538

計306,050

計335,536

計244,364

計277,151

（67,243）（42,805）（37,349）（32,045）（11,147）
（15,211）

0

100,000

200,000

300,000

400,000

H9 H14 H16 H19 H24 H26

年
間
販
売
額
（
百
万
円
）

長岡市 中心市街地

計321,548

計364,249
計376,476

計393,061

計330,048

計346,594

（76,350）（65,838）（60,240）（48,664）（20,508）（18,217）
0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

H9 H14 H16 H19 H24 H26

売
場
面
積
（
㎡
）

長岡市 中心市街地
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・ 長岡市全体の法人市民税のうち、中心市街地に多く集積している金融・保険業が平

成 27 年度より減少しており、サービス業及び卸・小売業は横ばい。 

・ アオーレ長岡等の整備により、宿泊業、飲食サービス業の事業所数は増加したもの

の、商店街振興組合の会員数の増加にはつながっていない。 

(旧)長岡駅東口台町商店会 

長岡市スズラン通 

商店街振興組合 

長岡市大手通商店街振興組合 
（旧）長岡銀座商店街 

振興組合 

（H26.5.31 解散） 

長岡市東坂之上一丁

目商店街振興組合 

殿町通商店街組合 

長岡新天街商店街連盟 

長岡駅前商店街組合 

◆中心市街地の商店街の分布図 

計1,478 計1,505

477 496

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

平成24年 平成28年

（箇所数）

長岡市 中心市街地

◆宿泊業、飲食サービス業の事業所数 

■出典：経済センサス基礎調査、活動調査 
・ 中心市街地のエリアに該当する町丁目の値の合

計値（町丁目がまたがる一部地域においては、
面積按分） 

・ 平成 24 年は、町丁目単位で把握できるのは大分
類のみ。ただし、長岡市は宿泊業、飲食サービ
ス業のうち、飲食サービス業が9割以上を占めて
いる。 

■出典：長岡市商店街連合会のヒアリング結果 
・ 中心市街地にある 7 つの商店街組合の会員数合

計値 
・ 組合名：長岡市大手通商店街振興組合他６商店

街 
・ 主な活動：販売促進事業他 

◆中心市街地の商店街組合の会員数 

265 263 250 225 220 222 230 227

0

50

100

150

200
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（人）

◆長岡市全体における法人市民税の税収 

■出典：長岡市市民税課 
・ 課税方法：会社の規模により決定される税額(均等割)と法人税額に応じて

負担する(法人税割)の合計額を課税する。 
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長岡市 卸売・小売業（長岡市） 金融・保険業（長岡市） サービス業（長岡市）



 

12 

②空き店舗の状況 

 

◆中心市街地における店舗数・空き店舗率の推移 

 

 平成 24 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

建物棟数 517 棟 497 棟 471 棟 485 棟 484 棟 

店舗総数 1,238 箇所 1,255 箇所 1,279 箇所 1,376 箇所 1,390 箇所 

入居済み店舗数 1,044 箇所 1,092 箇所 1,112 箇所 1,174 箇所 1,158 箇所 

空き店舗数 194 箇所 163 箇所 167 箇所 202 箇所 232 箇所 

 

◆雑居ビル等の使用許可件数 

 
■出典：雑居ビル等の防火対象物使用開始検査数を集計（長岡市消防本部） 

※新規に雑居ビル等を使用する場合、防火対象物の使用開始検査を消防

本部が実施する。  

194 163 167 202 232

1,044 1,092 1,112 1,174 1,158
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計162 計159
計149

計177 計178 計180 計174
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（39） （35） （48） （47） (49) （47） （48） (40) (57)
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長岡市 中心市街地

・ 空き店舗数及び空き店舗率は、アオーレ長岡開業後、一時的に減少したものの、平成

27 年度から再び増加傾向にある。 

・ 営業店舗数も増えており、店舗の総数は年々増加している。 

・ 雑居ビル等の使用許可件数は、長岡市全体で平成 24 年度から横ばい傾向であったも

のの、平成 28 年度に増加に転じており、中心市街地では平成 29 年度に増加に転じて

いる。空き店舗があっても、すぐに入居していることが分かる。 
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③大規模小売店舗の出退状況 

 

◆中心市街地における大規模小売店舗等の出退状況        （平成 31 年４月現在） 

No. 名称 所在地 開業・閉店 店舗面積 現在の状況 

① 丸大 
大手通 2丁目 

2-6 

昭和 27 年 2 月 

～平成 12年 8 月閉店 
5,798 ㎡ 

ながおか市民

センター 

② イチムラ 
大手通 2丁目 

1-5 

昭和 29 年 4 月 

～平成 9年 2月閉店 
6,140 ㎡ 

第四銀行（再

開発事業） 

③ 大和 
大手通 2丁目 

3-1 

昭和 33 年 10 月 

～平成 22年 4 月閉店 
4,640 ㎡ 

NaDeCBASE（R2

～再開発事業

予定） 

④ 丸専 
大手通 2丁目 

1-8 

昭和 35 年 12 月 

～平成 19年 4 月閉店 
6,587 ㎡ 

市役所大手通

庁舎等（再開

発事業） 

⑤ 長崎屋 
大手通 1丁目 

1-2 

昭和 46 年 5 月 

～平成 7年 1月閉店 
5,610 ㎡ 

長岡駅 CoCoLo

駐 車 場 （ 解

体） 

⑥ 
原信 

プリーズ店 

坂之上町1丁目

4-3 

昭和 51 年 7 月 

～平成 20年 9 月閉店 
998 ㎡ 

民間コインパ

ーキング 

（解体） 

⑦ ダイエー 
台町 2丁目 

4-56 

昭和 60 年 9 月 

～平成 17年 8 月閉店 
13,093 ㎡ Ｅプラザ 

⑧ 
イトーヨー

カドー丸大 

城内町 2丁目 

3-12 

昭和 63 年 11 月 

～平成 31年 2 月閉店 
13,000 ㎡  

◆中心市街地における大規模小売店舗等の出退分布図 

 

  

・ 中心市街地おける大規模小売店舗は、平成に入って８店舗が開店していたが、平成７

年の長崎屋閉店後、次々と閉店している。 

① 

② 

③ 

④ 

⑤ ⑥ 

⑦ 
⑧ 
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④まちなか観光施設等の利用状況 

ⅰ）まちなか観光プラザ 

 
◆まちなか観光プラザ来館者及び販売額の推移 

 
■概要 
・ 観光案内及び合併地域の特産品の販売施設 

■運営：長岡観光コンベンション協会 
■平成 19年度開店 
■出典：まちなか観光プラザ集計(長岡市観光企画課) 

ⅱ）カーネーションプラザ 

 

◆カーネーションプラザ来館者数及び販売額の推移 

 
■概要 
・ 合併 11 地域の特産品を扱う物産店 
・ 大手通商店街振興組合が運営 
・ 旧大和長岡店１階を活用 

■平成 22年８月開店、平成 30年３月閉店 
■出典：来館者及び販売額集計（長岡市産業支援課） 
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・ 平成 24 年度は、アオーレ長岡開業や施設が隣接している立地条件も相まって、来館

者数、販売額とも増加した。 

・ 平成 29 年度には、来館者数は減少しているが、販売額は増加している。 

・ 来館者数は平成 22 年 8 月に開店以降、施設の知名度も上がり、憩いの場として利用

されているが、横ばいにある。販売額は、平成 24 年度から施設の休館日を設けたた

め一時減少し、平成 25 年度は一時的に増加したものの、平成 26 年度以降は再び減少

傾向にある。平成 30 年３月に閉店。 
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ⅲ）まちなか歴史館めぐり 

 
◆まちなか歴史館めぐり参加者数の推移 

 
■概要 
・ まちなか観光を推進するため、まちなかに点在する歴史的観光施設をつなぎ、スタ

ンプラリー形式で実施することで、回遊性の促進につなげていくイベント。 
■主催：「越後長岡」観光振興委員会(長岡市観光企画課) 
■平成 22年度から実施 
■出典：まちなか歴史館めぐり参加者集計（長岡観光コンベンション協会） 

 

ⅳ）歩行者天国 

 

◆歩行者天国イベント集客数の推移 

 
■出典：中心商店街合同ソフト事業の実施状況の集計（長岡市産業支援課） 

  

173,000
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・ まちなか観光を推進するため、回遊性を高める手段として実施した。参加者は、平成

24 年度に急増し、中心市街地を歩いて回る観光コースとして定着した。平成 26 年度

には観光施設を増やしたため、さらに参加者が増えた。 
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・ 歩行者天国イベント集客数は、平成 22 年をピークに減少傾向にあったが、平成 24 年

からは増減を繰り返し、平成 29 年度はほぼ横ばいの状況となっている。 
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ⅴ）定期露店市場「五・十の市」 

 
 

◆定期露店市場「五・十の市」出店数の推移 

 

■出典：定期露店市場「五・十の市」出店数集計（長岡市産業支援課） 

 

 

 

  

・ 出店数は、露店組合員の高齢化と後継者不足等により年々減少しつつある。 

・ 平成 20 年度の店舗数は、55 店舗あったが、毎年減少を続け、平成 26 年度には 35 店

舗まで落ち込み、平成 29 年度には 33 店舗に減少している。 
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（３）交通の状況 

①公共交通の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

・ 中心市街地への交通手段について、７割以上の市民が自動車で来街しており、公共交

通の利用頻度は１割未満である。 

・ 公共交通のうち鉄道については、ＪＲ長岡駅の乗車人員が平成 24 年度から平成 25 年

度で約 1,000 人増加し、その後は横ばいで推移している。 

・ また、主要路線バスの輸送人員は、平成 20 年度から減少傾向が続いていたが、平成

25 年度以降は横ばいで推移している。 

■出典：長岡市の中心市街地に関する市 

民アンケート調査（平成 29 年度） 

■出典：東日本旅客鉄道(株)新潟支社 

■出典：バス事業者からの報告を集計 (長岡

市交通政策課) 

◆市内主要バス路線の 1日当たり輸送人員の推移 

◆中心市街地を訪れる交通手段 ◆JR 長岡駅乗車人員の推移 

◆バス路線網 

0  3Km 

基幹路線（17路線） 

基幹路線のうち

動脈的な路線 
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計9,112

計8,416 計7,847
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②自動車交通量 

 

◆主要渋滞箇所・主要渋滞区間 

 

 

■出典：長岡都市圏交通円滑化総合計画（平成 27 年３月策定） 

  

・ 長岡市の中心部に渋滞箇所や渋滞区間が集中している。 

・ 特に、中心市街地内において、主要渋滞箇所や渋滞区間が集中している。また、鉄道

横断部においても、渋滞が発生している。 
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③歩行者通行量 

 

 

 

 

◆平日の歩行者・自転車通行量の推移（16 地点） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■出典：長岡市 

・ 調 査 日：平成 29年 10 月 13 日（金）午前 7時～午後 8時、10月 15 日（日）午前 7時～
午後 8 時 

・ 調査地点：長岡駅周辺 16 地点 
・ 調査対象：歩行者、自転車（大人、子ども、男女別に観測） 

  

・ 歩行者通行量は、中心市街地全体では、平成 29 年に 10 万人を突破したが、その大半

が、中心市街地の東側（アオーレ長岡や JR 長岡駅周辺）に集中しており、大手通交

差点より西側のエリアでは、大幅な増加は見られない。 
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④駐車場の状況 

 
 

◆市営及び提携駐車場マップ      ◆市営駐車場の１日当たりの駐車台数の推移 

  

 

 

 

■施設概要 
・ 市役所に用事のある方の利用は１時間無料 
・ 市営駐車場：合計 524 台 

（アオーレ長岡地下 103 台、大手通地下 190 台、大手口 191 台、表町 40 台） 
※旧・市役所本庁舎の駐車場台数：321 台 

■出典：市営駐車場による集計(長岡市道路管理課、アオーレ交流課) 

 

◆市営駐車場にみる平均滞在時間（平成 29 年度） 

駐車場 
台数 

(台/年)※１ 

料金 

(円/年)※１ 

1 台当たりの

料金（円） 
備考 

平均滞在時

間（分）※２ 

アオーレ地下

駐車場 
206,166 23,634,900 114.64 

料金（現金売上金額＋免
除金額＋割引券利用金
額） 

34.39 

市営大手口 

駐車場 
60,186 30,682,430 509.79 

料金（現金＋共通券＋ア
オーレ券＋定期券＋回数
券＋議員利用分＋30 分無
料分料金換算額） 

152.93 

市営表町 

駐車場 
48,038 16,464,250 342.73 

料金（現金＋共通券＋ア
オーレ券＋回数券＋議員
利用分） 

102.82 

大手通り地下

駐車場 
171,545 73,520,220 428.57 

料金（現金＋共通券＋ア
オーレ券＋回数券＋議員
利用分） 

128.57 

※１ 免除金額、無料分についても、台数及び料金に含む 
※２ 駐車料金 30分 100 円として計算 
 
■出典：市営駐車場による集計(長岡市道路管理課、アオーレ交流課) 

・ １日当たりの駐車台数は、平成 24年度以降、横ばいに推移している。 

・ 市営駐車場利用者の平均滞在時間は、アオーレ地下駐車場で約 30 分、その他の駐車

場では１時間 40分～２時間 30 分程度となっている。 

303 309 
259 

345 

507 499 484 486 485 469 

138 
185 

214 

219

220
191 188 181 173 

164 
141 

126 
108 

134 

157
155 

141 135 139 
131 

481 
524 

525 555 570 
563 

0

400

800

1,200

1,600

H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29

（台/日）

アオーレ地下駐車場 長岡市営表町駐車場 長岡市営大手口駐車場 長岡市営大手通地下駐車場

計582

計620

計581

計698

計1,365

計1,369

計1,338

計1,357

計1,367

計1,327



 

21 

（４）都市機能関係 

①土地利用の状況 

 

◆土地利用現況図 

 

■出典：平成 29 年度都市計画基礎調査（長岡市都市計画課） 

◆建物用途現況図 

 

 

 

 

 

  

・ 中心市街地は、商業・業務系の土地利用が中心であったが、21.3％が住宅用地、次

いで 18.5％が商業・業務系と、平成 25年度の前回調査と比べ商業・業務系の土地利

用が減少している。 

・ 中心市街地の建物用途は、39％が住居系建物、次いで 36％が商業・業務系建物であ

る。平成 25 年度の前回調査と比べ、住居系建物の割合が減少し、商業・業務系、公

共公益系建物が増加している。 

■出典：平成 29 年度都市計画基礎調査（長岡市都市計画課） 
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②まちなか公共施設の利用状況 

 

平成 29 年度のまちなか公共施設の利用者総数は、約 172 万６千人に上り、多くの市民

が施設を利用している。各施設の利用状況は、以下のとおり。 

 

◆中心市街地の公共施設配置図 

 

 

  

平成 29 年度まちなか公共施設利用者総数：約 172 万 6 千人 

アオーレ長岡（市民協働センターを除く）（1,111,268 人）、市民協働センター（189,900

人）、まちなかキャンパス長岡（109,864人）、社会福祉センタートモシア（89,871人）、市民

センター（80,846 人）、ちびっこ広場（42,197 人）、互尊文庫（30,809 人）、山本五十六記念

館（25,286 人）、戦災資料館（17,350 人）、きおくみらい（16,313 人）、河井継之助記念館

（12,819 人） 

※大手通庁舎、市民センター庁舎を除く 

ⅰ）アオーレ長岡 

ⅱ）ながおか市民センター 

ⅳ）市民協働センター 

長岡駅 

ⅲ）まちなかキャンパス長岡 

ⅴ）ちびっこ広場 

ⅵ）互尊文庫 

ⅸ）長岡戦災資料館 

ⅶ）山本五十六記念館 

ⅷ）河井継之助記念館 

ⅹ）きおくみらい 

大
手
通
り 

ⅺ）社会福祉センタートモシア 
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ⅰ）アオーレ長岡の利用状況 

 

◆アオーレ長岡の総利用者数の推移 

 
■施設概要：シティホールプラザアオーレ長岡 
・ 設置年度：平成 24 年４月 
・ ナカドマ、アリーナ、市民交流ホール、市民協働センター、議場、市役所本庁舎 
・ 構造：鉄筋コンクリート造、一部鉄骨造   規模：地上４階、地下１階 
・ 延床面積：35,458 ㎡   総事業費：約 132 億円 

■出典：長岡市市民窓口サービス課 

ⅱ）市民センター 

 

◆市民センター利用者数の推移 

 
■施設概要 
・ 大型空き店舗を活用した施設 
・ 国際交流センター「地球広場」、男女平等推進センター「ウィルながおか」、消費生活セン

ター、ハローワークプラザ長岡、学習コーナー、市役所分庁舎 
■出典：市民センター利用者集計（長岡市国際交流課） 
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・ 平成 24 年 4 月の開業以来、平成 25 年度は約 120 万人と一時的に利用者数が減少し

たものの、翌年には回復し 130 万人を超える状況が続いている。 

・ 市民センター内にあった各種機能が、まちなかキャンパス、ちびっこ広場、アオー

レ長岡へ移転・拡充したため、全体的に来場者数が減少した。平成 23 年度に比べ、

約 19 万人減少した。 

平成 23年度に比べ約 19万人減少 
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ⅲ）まちなかキャンパス長岡 

 

◆まちなかキャンパス利用者数の推移 

 
■施設概要：平成 23 年９月開業 
・ 延床面積：2,979.77 ㎡ 
・ 施設機能：市民協働による「ひとづくり」「ものづくり」「まちづくり」をコンセプトに、

３大学１高専連携による各種講座を実施。「まちなかカフェ」「まちなか大学」等を開催。 
・ 事業費：９億９千万円 

■出典：まちなかキャンパス長岡利用者集計（長岡市） 
 

ⅳ）市民協働センター 

 

◆市民協働センター利用者数の推移 

 
■出典：市民協働センター利用者を集計(長岡市) 
・ 市民センター内の「市民活動センター」（平成 23 年度まで）がアオーレ長岡に移転・拡充

し、「市民協働センター」となる。 
・ 平成 23 年度までは、市民センターにあった「市民活動センター」と「会議室」の利用人

数を集計。 
・ 平成 24 年度以降は、アオーレ長岡西棟３階の「市民協働センター」利用者を集計 

計47,673 

計123,910 

計145,100 
計137,776 計126,327

計117,666
計109,864

(3,454) (10,003) (6,610) (5,868) (5,067) (3,515) (3,869)
 -

 40,000

 80,000

 120,000

 160,000

H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29

(人)

まちなかキャンパス利用者数(自習室利用者を除く) 自習室利用者数

・ 市民講座の充実や、まちなかで“無料でゆっくり滞在できる場所”として、利用者

から好評であり、多くの市民に使われているが、利用者数は減少傾向にある。 

・ 市民活動団体への相談のほか、貸館スペース、休憩スペースも完備しており、学生

などが気軽に立ち寄れる場所として定着したため、平成 24 年度の利用者が約 14 万

人増加した。その後、横ばい傾向である。 

60,762 57,687 

109,399 

75,759 

214,800 
207,100 

241,900 

196,400 
196,700

189,900

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29

(人)

市民センター設置（市民活動センター） アオーレ長岡設置（市民協働センター）

平成 23 年度に比
べ約 14 万人増加 
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Ⅴ）ちびっこ広場 

 

◆ちびっこ広場利用者の推移 

 
■施設概要 平成 22 年８月移転 
・ 延床面積：1,925.57 ㎡ 
・ 施設機能：子育て相談、親子のふれあいの場、一時保育、まちなか絵本館等 ※保育士が

常駐 
・ 事業費：６億６千万円 

■出典：ちびっこ広場利用者を集計(長岡市) 

ⅵ）互尊文庫 

 

◆互尊文庫利用者の推移 

 
■施設概要 大正 7年開館(戦災、移転、改築を経て S42 年に現在の建物となる) 
・ １階：閲覧室 28 席（一般、児童コーナー） 
・ ２階：新聞雑誌コーナー、閲覧席 67 席、文書資料室 
・ ３階：学習室 107 席 
・ 蔵書数：55,463 点・延床面積：1,600.75 ㎡ 

■出典：互尊文庫の書籍貸出者数を集計(中央図書館)  

101,036

108,137

103,057

99,601

99,120

94,728

92,479

90,584

87,847
84,255

31,502

33,603

33,380

32,462

32,761

32,088

31,829

32,900

31,763 30,809

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

0

40,000

80,000

120,000

H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29

利
用
者
数
（
人
）

貸
出
数
（
点
）

貸出数 利用者数

・ まちなか絵本館の併設などによる施設・機能面の充実により、利便性が高まったた

め、平成 21 年度に比べ、平成 29年度には利用者が約 1万 7 千人増加している。 

29,824

25,201

6,740

25,972 39,330 38,832 38,957 41,140 43,112 45,238 42,197

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29

(人)

市民センター設置 フェニックス大手ウエスト設置

平成 21 年度に比べ
約 1.7 万人増加 

・ 昔からまちなかに立地する図書館でリピーターも多いため、利用者数はほぼ横ばい

で推移している。貸出数は、平成 21 年度をピークに年々減少している。 
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ⅶ）山本五十六記念館 

 

◆山本五十六記念館入館者数の推移 

 
■施設概要 
・ 延床面積：292 ㎡ 
・ 太平洋戦争開戦反対への意思に反し、連合艦隊の指揮をとった山本五十六の人物像を後世

に伝える記念館 
■出典：山本五十六記念館入館者集計（山本元帥景仰会） 

 

ⅷ）河井継之助記念館 

 

◆河井継之助記念館入館者数の推移 

 
■施設概要 
・ 延床面積：462 ㎡ 
・ 開館：平成 18 年 12 月 
・ 市政 100 周年を記念して、当市出身の先人 河井継之助を紹介する施設を整備。司馬遼太

郎著「峠」の主人公。 
■出典：河井継之助記念館入館者集計（河井継之助記念館）  

12,921

11,989

10,419
11,144

11,892

13,688

12,187

13,999

11,695
12,819

0

4,000

8,000

12,000

16,000

H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29

(人)

・ 平成 23 年 12 月に映画「聯合艦隊司令長官 山本五十六」が公開されたことで、平

成 23 年度の後半から、平成 24 年度までの入館者数が飛躍的に増加した。その後、

概ね横ばいで推移している。 

19,066

22,047

17,137

22,942

28,462
26,743 26,186

27,695

24,155 25,286

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29

(人)

・ 平成 22 年度以降、入館者数は増加傾向にあったが、平成 25 年度以降は増減を繰り

返しながらも、横ばい傾向にある。今後は、新規の企画や特別展の充実と周辺施設

と連携した回遊性を高める施策を講じる必要がある。 
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ⅸ）長岡戦災資料館 

 

◆長岡戦災資料館入館者数の推移 

 
■施設概要 
・ 長岡空襲関連資料の展示、映像資料閲覧コーナー、市民活動コーナー 

■出典：長岡戦災資料館入館者集計（長岡戦災資料館） 

 

ⅹ）きおくみらい 

 

◆きおくみらい来館者数の推移 

 

■施設概要 
・ 中越大震災を風化させず、次の世代へ伝えるための施設 
・ 平成 23 年 10 月 22 日開館 

■出典：きおくみらい来館者集計（中越防災安全推進機構） 
・ 平成 23 年度は、10月 23 日から年度末までのデータを集計 
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16,615
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・ 定期的な企画展等を実施しながら、入館者の増加に努め、平成 20 年度からほぼ横ば

いの状況が続いている。 

・ 今後は、展示内容の充実により、幅広い年代の来街者を取り込む必要がある。 

・ 平成 23 年 10 月のオープンから、企画展や講演会、中心市街地の各施設と連携した

イベント等を開催したことにより、来館者数は安定している。 
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ⅺ）社会福祉センター トモシア 

 
 

◆社会福祉センター「トモシア」利用者数の推移 

 
■出典：社会福祉センター利用者数集計（長岡市福祉総務課） 

 
 
 
 

  

43,398 39,572 43,156 45,003 

25,813 

22,149 

89,871 

 -

 20,000

 40,000

 60,000

 80,000
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移転前（～H28.10） 移転後（H28.11～）

(人)

・ 平成 28 年 11 月のオープンから、中心市街地の新たな公共施設として福祉関係団体

などを中心に、移転前の約２倍の利用がある。 
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③医療・福祉施設 

 

 

 

 
 

◆医療施設の立地状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆社会福祉施設の立地状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 中心市街地には、医療施設が 35 件、福祉施設が 12 件立地している。 

・ 医療施設のうち、６割が歯科医院、残りの４割が診療所となっており、総合病院、

病院は区域内に立地していない。 

・ 福祉施設は、子育て支援施設はあるものの、保育所が認可外保育所１件のみとなっ

ている。 

■出典：長岡市立地適正化計画（平成 29 年３月策定）を基に作成 
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④まちなか居住の状況 

 

◆中心市街地とその周辺部及び長岡市全体の人口の推移 

 
■出典：住民基本台帳（長岡市市民課） 

※平成 24 年８月から外国人を含む 
※中心市街地のエリアに該当する町丁目の値の合計値（一部、地域が跨る場合は、面積按分

により算出） 

 

◆中心市街地と周辺部の関係 

 

  

5,808 5,738 5,848 5,831 5,953 5,905 5,779 5,692 5,758 5,712

19,144 19,103 19,017 18,974 19,029 18,883 18,869 18,717 18,506 18,314 
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・ 長岡市全体の居住人口が減少する中、市街地再開発事業などの取組が一定の効果を

生み、中心市街地内の居住人口はほぼ横ばいである。 

・ 住宅系建物（店舗併用を含む）は、商業・業務エリアを取り囲むように分布してい

るが、共同住宅（店舗併用を含む）は商業・業務エリア内に増加している。 

・ 中心市街地の空き家は、平成 28 年度に 18 棟となっており、平成 25 年度に比べ、増

加している。 

※大手通り十字路か
ら、概ね半径1kmのエ
リアで、中活区域の
周辺部を指す。 
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◆中心市街地（第 2期計画）の住宅系建物・空き家の分布状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■出典：平成 28 年度空き家実態調査（長岡市） 

・ 目視による空き家と思われるものを調査 

※住宅地図、目視調査 

 

  

中心市街地 
面積：90.5ha 

商業・業務エリア 

独立住宅（店舗併用含む） 

共同住宅（店舗併用含む） 

青空駐車場（※1） 

空き家 (ふだん人が住んでいないと思われる住宅) 

・平成 28 年度 空き家総数：18 棟 

(平成 25 年度調査時の空き家数：８棟) 

平成 28 年度調査時 現存：２棟 

平成 28 年度調査時 新たに確認：16 棟 
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⑤地価などの状況 

 

 

◆地価公示の推移 

 

■出典：毎年 1月 1日現在の地価公示（総務省） 

◆路線価の推移 

 

■出典：長岡市資産税課 

※固定資産税の標準宅地（地価公示地点等を含む）から算出  
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大手通り近傍の賃料：8,000～10,000 円/月・坪

・ バブル期の平成 4年をピークに現在まで地価の下落傾向は続いている。 

・ 中心市街地における路線価が下落傾向にある中、店舗・オフィステナント賃料は、

ヒアリングの結果横ばいとなっており、土地が下落した部分が賃料に反映されてい

ない。 
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［４］地域住民のニーズ等の把握・分析 

（１）長岡市の中心市街地に関する市民アンケート調査（平成 29 年度） 

①調査の目的 

長岡市中心市街地活性化基本計画（第２期計画）に基づく取組について、市民意識の変

化や市民ニーズ、中心市街地の回遊状況を把握し、これまでの取組の評価及び検証の基礎

資料とすることを目的としている。 

 

②調査の実施概要 

◆調査の対象及び方法など 

項目 内容 

調査対象 長岡市全域の 18歳以上の市民 2,000 人（無作為抽出） 

配布・回収方法 郵送による配布・回収 

調査期間 平成 30 年３月５日（月）～３月 20 日（火） 

回収数 1,071 件（回収率：53.6%） 

 

③調査結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

男性

43.2%女性

56.2%

無回答

0.6%

20歳未満

0.1%

20～29歳

12.3%

30～39歳

18.0%

40～49歳

18.6%50～59歳

16.1%

60～69歳

19.4%

70歳以上

15.0%

無回答

0.5%

◆男女比 ◆年齢比 

◆居住地域 

長岡（川東）

48.6%

長岡（川西）

22.3%中之島

4.1%

越路

4.9%

三島

3.0%

山古志

0.3%

小国

2.0%

和島

1.6%

寺泊

2.8%

栃尾

6.5%

与板

1.8%

川口

1.7%
無回答・不明

0.5%
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◎中心市街地のイメージについて 

・ アオーレ長岡開業後の中心市街地のイメージについて、「長岡市のイメージが良くな

った」と思う人が６割程度いる。一方で、開業当時に比べ「まちが賑やかで楽しく

なった」と思う人が４割と半数に満たない結果となっており、開業当時のインパク

トは薄れてきている。 

12.9%

2.9%

3.8%

13.6%

3.3%

2.1%

0.7%

2.3%

1.2%

2.0%

6.1%

1.6%

47.7%

23.1%

31.7%

22.5%

18.6%

16.2%

4.6%

19.6%

11.8%

12.0%

25.0%

9.2%

23.7%

45.2%

34.5%

32.6%

40.9%

38.2%

32.7%

37.4%

40.6%

35.1%

27.8%

36.8%

5.8%

20.4%

16.3%

23.8%

19.0%

22.0%

31.5%

28.0%

36.8%

38.7%

16.7%

37.9%

6.3%

4.4%

9.2%

4.9%

14.8%

18.0%

25.4%

8.8%

5.6%

7.7%

20.5%

10.8%

3.5%

4.1%

4.4%

2.6%

3.5%

3.5%

5.1%

3.8%

4.0%

4.6%

3.8%

3.7%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

長岡市のイメージが良くなった

中心市街地に出かけるようになった

まちが賑やかで楽しくなった

市役所が移転して便利になった

新しい店舗が増えた

中心市街地に若者が増えた

中心市街地で働く機会が増えた

中心市街地での飲食が増えた

中心市街地での買い物が増えた

中心市街地で活動することが増えた

駐車場（コインパーキング等）が増えた

公共交通の利用が増えた

とても思う 少し思う あまり思わない 

全く思わない わからない 無回答・不明 

＜凡例＞ 

（n=1,071） 



 

35 

 

 

 

  

◎中心市街地を活性化するために重要なこと 

・ 長岡市の中心市街地を活性化するためには、「駐車場の整備」「公共交通の充実」を重

視する人が８割程度、まちなかの魅力を高める要素である「若者が集う魅力づく

り」「おしゃれで魅力的な店舗・飲食店」「起業支援、ビジネスチャンスの創出」が

重要だと思う人は６～７割強となった。 

重要 やや重要 どちらでもない 

あまり重要でない 重要でない 無回答・不明 

＜凡例＞ 

（n=1,071） 
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25.5%

13.8%

22.3%
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22.5%

39.3%

23.9%

12.0%

8.3%

12.2%

5.4%

3.5%

6.0%

4.4%

12.3%

8.6%

5.1%

12.1%

7.5%

3.6%

2.1%

4.5%

3.0%

2.1%

2.3%

2.0%

3.3%

2.6%

2.7%

5.1%

3.4%

1.5%

1.5%

4.9%

4.0%

4.1%

5.8%

4.0%

4.4%

4.2%

4.9%

4.8%

4.5%

4.2%

3.3%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

暮らしやすい居住環境の整備

イベント・催事などの開催

若者が集う魅力づくり

起業支援、ビジネスチャンスの創出

おしゃれで魅力的な店舗・飲食店

スーパーなど日用品を取り扱う店舗

健康・医療・福祉施設の充実

子育て環境の充実

歴史・文化施設の充実

公園・広場など憩いの空間の充実

公共交通の充実

駐車場の整備
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◆中心市街地で主に訪れる場所 

 

  

◎回遊の状況 

・ 長岡市の中心市街地で主に行く場所を、「ＪＲ長岡駅」「駅ビルＣｏＣｏＬｏ」「アオーレ

長岡」と４～５割強の人が回答している。大手通交差点より東側に集中しており、

回遊が限定的である。 

0.7%

0.8%

2.1%

2.1%

2.6%

4.1%

4.5%

6.2%

6.8%

9.1%

13.2%

16.2%

16.5%

24.6%

29.9%

38.9%

52.1%

52.7%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

商工会議所

互尊文庫

ちびっ子広場

社会福祉センター「トモシア」

五・十の市

まちなかキャンパス長岡

学校、学習塾、習い事

市民センター

その他

医療機関（病院、診療所など）

金融機関（銀行、証券会社など）

長岡郵便局

Ｅ・ＰＬＡＺＡ

イトーヨーカドー

飲食店（カフェ、居酒屋など）

アオーレ長岡

駅ビルＣｏＣｏＬｏ

ＪＲ長岡駅

（n=1,071） 
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◆中心市街地への来訪頻度 

 

 

◆中心市街地への居住意向 

 

  

◎中心市街地への来訪頻度・居住意向 

・ 長岡市の中心市街地に「月に１回以上」訪れている人は、30 代以下が６割程度、40

代以上が５割強。比較的、若者の方が、中心市街地へ訪れている。 

・ また、長岡市の中心市街地への居住意向については、「中心市街地に住むことは考え

ていない」30 代以下が８割となっており、住まう場所としても魅力を高めることが

求められる。 

週に１回 

ほとんど行かない 

7.4%

4.9%

7.4%

7.3%

16.9%

13.5%

28.8%

30.5%

19.6%

22.8%

18.1%

18.1%

1.2%

1.6%

0.6%

1.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

30代以下(n=324)

40代以上(n=740)

中心市街地への来訪頻度

週に２～３回 

年に２～３回 

無回答 

ほぼ毎日 

月に１回 

すでに住んでいる 

ほぼ

1.2%

0.0%

0.6%

0.3%

12.0%

6.1%

79.1%

88.0%

6.4%

4.6%

0.6%

1.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

30代以下(n=324)

40代以上(n=740)

３年以内に住みたい ３～５年後に住みたい

時期はわからないが住みたい 中心市街地に住むことは考えていない

すでに住んでいる 無回答・不明

3年以内に住みたい 

時期はわからないが住みたい 

すでに住んでいる 

３～５年後に住みたい 

中心市街地に住むことは考えていない 

無回答・不明 
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（２）市内の大学・高専・専門学校に在籍する若者へのアンケート調査（平成 28 年度） 

①調査の目的 

次代を担う若者の将来に関する意向や、必要とする情報や情報発信方法等、率直な意見や

長岡に対する想いなどを把握するため、市内の大学・高専・専門学校に在籍する若者を対象

としたアンケートを実施。 

 

②調査の実施概要 

 

◆調査の対象及び方法など 

項目 内容 

調査対象 市内の大学・高専・専門学校に在籍する若者 

配布・回収方法 市内の大学・高専・専門学校に協力を依頼し、調査票を配布

し、記入後、各機関を通じて直接回収 

調査期間 平成 28 年１月～平成 28年３月 

回収数 3,240 件 

 

③調査結果 

 

 

◆就職先として希望する地域 

 

  

27.1%

22.3%

17.9%

13.0%

11.6%

1.8%

1.2%

3.6%

1.4%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0%

県内（長岡市・新潟市以外）(n=878)

長岡市内(n=724)

首都圏(n=581)

県外（首都圏、関西圏以外）(n=422)

新潟市内(n=375)

海外(n=58)

関西圏(n=39)

その他(n=118)

不明・無回答(n=45)

◎就職先として希望する地域 

・ 就職先として希望する地域について、「県内（長岡市・新潟市以外）」を挙げる割合

が 27.1％と最も高く、「長岡市内」の 22.3％を上回る結果となった。 
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（３）市内の企業に在籍する 10 代～30 代の若者へのアンケート調査（平成 28 年度） 

①調査の目的 

若者の率直な意見や長岡に対する想いなどを把握するため、市内の企業に勤務する 10 代

～30 代の若者を対象としたアンケート調査を実施 

 

②調査の実施概要 

 

◆調査の対象及び方法など 

項目 内容 

調査対象 市内の企業に勤務する 10 代～30代の若者 

配布・回収方法 市内の企業に協力を依頼し、調査票を配布し、記入後、郵送回収 

調査期間 平成 28 年２月～平成 28年３月 

回収数 1,936 件 

 

③調査結果 

 

 

◆遊ぶ・イベント（よく行く地域）    ◆買い物（よく行く地域） 

 

34.0%

21.2%

11.3%

11.1%

5.0%

6.0%

11.4%

0.0% 20.0% 40.0%

川西地域(n=658)

新潟市(n=411)

県内（長岡市・新潟市

以外）(n=218)

長岡駅周辺(n=214)

川東地域(n=97)

その他(n=117)

不明・無回答(n=221)

44.3%

27.0%

5.5%

4.9%

4.4%

4.8%

9.2%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

川西地域(n=857)

新潟市(n=522)

県内（長岡市・新潟市

以外）(n=107)

川東地域(n=94)

長岡駅周辺(n=86)

その他(n=92)

不明・無回答(n=178)

◎普段の行動範囲 

・ 「遊ぶ・イベント」や「買い物（ファッション）」のそれぞれの場面で普段良く行く

地域として「川西地域」を挙げる回答割合が３割程度と「長岡駅周辺」の１割程度

を大きく上回る結果となった。 

・ 上記の結果より、10 代～30 代の若者が中心市街地を十分に使っているとは言い難い

状況にある。 
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［５］これまでの中心市街地活性化に対する取組の検証 

（１）長岡市中心市街地活性化基本計画（第２期計画）の概要 

①計画期間 

平成 26 年４月から平成 31 年３月（５年間） 

 

②区域面積 

約 90.5ha 

 

③基本的な方針及び目標 

◎まちづくりのテーマ 

「みんなが創るまちなかの価値～誰もが楽しみ安心できる場所、誰もがつなが

り育てるまち～」 

 

目標 目標指標 
基準値 

（H25 年度） 

目標値 

（H30 年度） 

最新値 

（H29 年度） 

目標① 

まちに「来る人」 

を増やす 

平日歩行者通行量※１ 95,033 人 100,000 人 104,353 人 

目標② 

まちに「住む人」 

を増やす 

まちなか居住人口※２ 5,677 人 5,900 人 5,577 人 

目標③ 

まちを「使う人」 

を増やす 

まちなか公共・公益

施設の利用者人数※３ 
1,500,000 人 1,600,000 人 1,461,394 人 

※１：大手通周辺の 16地点を測定 

※２：中心市街地における居住者 

※３：アオーレ長岡、市民センター、まちなかキャンパス長岡、ちびっこ広場、なが

おか町口御門（社会福祉センタートモシア） 

（２）事業の進捗状況 

◎実施事業 55 事業／57 事業（完了 7事業 実施中 48 事業） 

分野 事業数 実施数 

４章：市街地の整備改善のための事業 14 13 

５章：都市福利施設を整備する事業 16 16 

６章：まちなか居住を推進する事業 5 5 

７章：商業を活性化する事業 21 21 

８章：公共交通の利便性、その他 6 5 

（重複する事業があるため、各章の事業数の合計と全事業数（57 事業）は、一致しない） 
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◆長岡市中心市街地活性化基本計画（第２期計画）の進捗状況（平成 30年４月時点） 

事業

番号 
事業名 完了 実施中 未着手 

１ 大手通表町西地区第一種市街地再開発事業 ○   

２ 大手通表町東地区第一種市街地再開発事業  ○  

３ まちなか駐車場整備検討事業  ○  

４ まちなか型公共サイン整備事業  ○  

５ ボトルネック踏切改良事業 ○   

６ 市道東幹線１号線歩道改築事業   ○ 

７ 大手通（国道 351 号）道路改善事業  ○  

８ 中心市街地浸水対策事業  ○  

９ 優良建築物等整備事業  ○  

１０ 自転車利用環境等整備事業  ○  

１１ 柿川放水路整備事業  ○  

１２ 市街地再開発事業化検討調査事業  ○  

１３ 大手通表町地区まちづくり促進会議  ○  

１４ まちなか賑わい創出事業 ○   

１５ まちなか賑わい創出事業  ○  

１６ 大手通表町東地区交流拠点検討事業  ○  

１７ 多世代健康まちづくり事業（健康づくりイベント事業）  ○  

１８ 長岡開府 400 年記念事業  ○  

１９ ナカドマ活用事業  ○  

２０ シティホールプラザ「アオーレ長岡」運営事業  ○  

２１ 子育ての駅ちびっこ広場駐車料金負担軽減事業  ○  

２２ 市民活動フェスタの開催  ○  

２３ まちなかキャンパス長岡事業  ○  

２４ トモシア交流支援事業  ○  

２５ 新・社会福祉センター整備事業 ○   

２６ 子育ての駅ちびっこ広場・まちなか保育園の運営  ○  

２７ ながおか市民センター運営事業  ○  

２８ 市民活動推進事業費補助金  ○  

２９ 市民協働人材発掘・育成事業  ○  

３０ 中越防災安全推進事業  ○  

３１ まちなか住マイル促進事業  ○  

３２ 高齢者向け優良賃貸住宅家賃減額補助事業  ○  

３３ 中心市街地商業・商店街活性化検討実施支援事業  ○  

３４ 商店街ライトアップ促進事業  ○  

３５ 個別商店街の活性化事業  ○  

３６ 露店市場管理運営事業（五・十の市）  ○  
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事業

番号 
事業名 完了 実施中 未着手 

３７ 長岡まつり前夜祭・昼行事の開催  ○  

３８ まちなか夏まつり  ○  

３９ 越後長岡美酒めぐり事業  ○  

４０ カーネーションプラザ支援事業 ○   

４１ 大手通商店街活性化事業  ○  

４２ 中心商店街合同イベント開催事業  ○  

４３ 商業環境施設整備事業  ○  

４４ 中心市街地商業環境等活力再生検討事業 ○   

４５ 中心市街地新規進出者支援事業  ○  

４６ 長岡まちなかマルシェ事業  ○  

４７ 共通駐車券・お買い物バス券事業  ○  

４８ 中心商店街 100 円駐車場運営事業  ○  

４９ 長岡の安心な中心街をつくる会のパトロール事業  ○  

５０ 米百俵まつりの開催  ○  

５１ まちなか歴史館めぐり事業  ○  

５２ まちなか回遊性向上事業  ○  

５３ 市街地循環バス運行等改善事業 ○   

５４ 市街地駐車場料金低廉化事業  ○  

５５ ノンステップバス等導入事業  ○  

５６ 観光レンタサイクル運営事業  ○  

５７ 基幹病院バス乗入検討調査事業   ○ 

 

・未着手の事業に関する要因分析 

①【事業番号６】市道東幹線１号線歩道改築事業 

事業箇所付近で現在、新潟県が事業主体となって実施している柿川放水路整備事業（事業

番号 11）により電線の移設が行われており、電線管理者との協議に入れていない状況。協

議が整ったのち、事業に着手する予定。 

②【事業番号 57】基幹病院バス乗入検討調査事業 

社会実験として新たなバス路線で実施する予定であったが、既存の南循環線の経路変更及

び運行内容の見直しにより対応が可能となったため。 
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（３）目標指標の達成状況 

①目標① まちに「来る人」を増やす 

目標値：平日歩行者通行量 

計画で掲げていた目標の達成状況をみると、平成29年調査の結果、目標値を上回ってい

る。その要因として、アオーレ長岡での日常的なイベント等の実施や、民間事業者による

駅ビルのリニューアル等により、ＪＲ長岡駅及びアオーレ長岡周辺での歩行者通行量が増

加したことに加え、大手通表町西地区第一種市街地再開発事業により、少なかった表町エ

リアの歩行者通行量が増加したことが考えられる。 

 

基準値 

（H25 年度） 

目標値 

（H30 年度） 

 最新値 

（H29 年度） 

95,033 人 100,000 人 
 

104,353 人 

◆平日歩行者通行量 

 

※調査箇所：大手通周辺の 16 地点

95,033 95,239

86,170 86,282

104,353

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

H25 H26 H27 H28 H29

（人）

目標値 
100,000 人 
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②目標② まちに「住む人」を増やす 

目標値：まちなか居住人口 

中心市街地の人口が横ばいの状態が続いており、目標が達成できない見込みである。 

長岡市全体の人口が減少する中で、「大手通表町西地区第一種市街地再開発事業」など、

各種事業により中心市街地への転入者が増えたものの、自然減や 30 代以下の転出が多い

ため、目標の増加数に至らなかったものと推察される。 

 

基準値 

（H25 年度） 

目標値 

（H30 年度） 

 最新値 

（H29 年度） 

5,677 人 5,900 人 
 

5,577 人 

 

◆まちなか居住人口 

 

※調査対象：第２期長岡市中心市街地活性化基本計画における中心市街地内の居住者 

 

5,677 5,490 5,409 5,613 5,577

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

H25 H26 H27 H28 H29

（人）

目標値 

5,900 人 
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③目標③ まちを「使う人」を増やす 

目標値：まちなか公共・公益施設の利用者人数 

目標を達成することが可能であると見込まれている。現段階では、目標値に至ってはい

ないが、これは、目標値の基準年である平成 24 年が、アオーレ長岡の開業年であり、開

業のインパクトが非常に大きかったことから、基準値がそもそも高かったことが要因の一

つであると推察される。 

目標指標である「まちなか公共・公益施設の利用者人数」のうち、「アオーレ長岡のイ

ベント来場者、アリーナ、ホール等利用者」がその多くを占めており、平成 24 年の開業

年には、多様なイベントの開催などがあり、アオーレ長岡だけで 100 万人を超えていた。

翌年以降、開業のインパクトが薄れて利用者が減少したが、市民利用の定着などもあり、

近年は増加傾向にある。また、平成30年度は「長岡開府400年記念事業」を推進すること

で、市民が積極的に市民活動に取り組み、更にはそれが普及していくことで「まちなか公

共・公益施設の利用者人数」が着実に増えることが見込まれることから、目標値の達成が

可能であると推測する。 

 

基準値 

（H25 年度） 

目標値 

（H30 年度） 

 最新値 

（H29 年度） 

1,500,000 人 1,600,000 人 
 

1,461,394 人 

 

◆まちなか公共・公益施設の利用者人数 

 

※調査対象：アオーレ長岡（総合窓口利用者、視察見学者を除く）、市民センター、

まちなかキャンパス長岡、ちびっこ広場、ながおか町口御門（社会

福祉センタートモシア、有料老人ホーム、学習塾、歯科医院の合計） 

1,302,089 1,429,839 1,355,467 1,473,245 1,461,394

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

H25 H26 H27 H28 H29

（人）

目標値 
1,600,000 人 
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（４）定性的評価 

①地域住民の意識変化 

オープンから半年後（平成 24 年 9 月～10 月）を機にアオーレ長岡の利用者を対象に実施

したアンケートでは、「長岡市のイメージが良くなった」と回答する人が 54.1％と多く、ま

た、「賑やかになった」と回答した人も 27.9％と多かった。さらに、平成 29 年度に実施した

アンケートでは、「長岡市のイメージが良くなった」項目について「とても思う」「少し思う」

と回答する人が 60.6％、「賑やかになった」項目について「とても思う」「少し思う」と回答

する人が 35.5％と引き続き多いことから、多くの市民がまちなかに賑わいを感じている。 

 

◆アオーレ長岡イベント来場者アンケート調査（平成 24 年度） 

 

 

◆長岡市の中心市街地に関する市民アンケート調査（平成 29 年度） 
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長岡市のイメージが良くなった

とても思う 少し思う あまり思わない 

全く思わない わからない 無回答・不明 
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②中心市街地活性化協議会の意見 

第２期計画のフォローアップに関する報告における、中心市街地活性化協議会の意見を

以下のとおり整理する。 

 

 

◎平成 26年度 

・ 長岡市中心市街地活性化協議会では、大手通表町西地区第一種市街地再開発事業の

着工や多世代健康づくり拠点の整備等、第２期中心市街地活性化基本計画に位置付

けられた主要な事業は、概ね順調に進捗していると評価する。 

・ しかし、まちなかへの来街者の増加やまちなか居住の推進については、引き続き施

策を講じる必要があるものと考える。 

 

◎平成 27年度 

・ 長岡市中心市街地活性化協議会では、「大手通表町西地区第一種市街地再開発事業」

の本体工事や「ボトルネック踏切改良事業」等、第２期中心市街地活性化基本計画

に位置付けられた主要な事業は、概ね順調に進捗していると評価する。 

・ しかし、まちなかへの来街者の増加やまちなか居住の推進については、引き続き施

策を講じる必要があるものと考える。 

 

◎平成 28年度 

・ ハード事業として「大手通表町西地区第一種市街地再開発事業」や「新・社会福祉

センター整備事業」の竣工、「ボトルネック踏切改良事業」による車道拡幅・歩道

整備の完了、ソフト事業として「中心市街地新規進出者支援事業」等の実施など、

概ね順調に進捗していると評価している。 

・ しかしながら、歩行者通行量やまちなか居住人口については、「大手通表町西地区

第一種市街地再開発事業」等の竣工により、今後一定の増加は見込まれるが、目標

達成に向け、賑わいを創出し回遊性を向上させるための仕掛けづくりを官民で引き

続き取り組む必要があるものと考えている。 

 

◎平成 29年度 

・ まちの賑わいにつながるイベントの開催など、ソフト事業を中心とした取組につい

ては、概ね順調に実施され歩行者通行量が計画策定以降初めて目標値を超えるな

ど、目に見える形で現れてきたことは高く評価する。 

・ 一方で、まちなか居住人口及びまちなか公共・公益施設の利用者人数については、

ほぼ横ばい状況であるので、達成に向けてより積極的に取り組む必要があるように

考える。 
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［６］中心市街地活性化の課題 

第１期計画において、アオーレ長岡をはじめとした都市機能の更新と再集積、さらに第２期計

画において、大手通表町西地区第一種市街地再開発事業などにより整備された都市空間が、多様

な活動を通じて多様な人々に使われるようになり、中心市街地が長岡の「顔」・「シンボル」とし

て浸透したが、一方で、以下のような課題が発生している。 

（１）課題① 密度の高い賑わいを生み出し、回遊の拡がりを創る 

前期計画で、歩行者通行量の目標値を上回ったものの、その多くはＪＲ長岡駅及びアオー

レ長岡周辺に留まっており、回遊が限定的であることから、中心市街地全体の活性化に向け、

賑わいの核と賑わいの芽をつなぎ、新たな賑わいを創っていく必要がある。 

また、官民が連携してまちなかの魅力を高めることで、賑わいの密度を高め、回遊の拡が

りを創っていく必要がある。 

（２）課題② 産業を育成する力、産業が集積する力を高める 

前期計画では、公共投資を中心とした都市機能の更新と再集積など、賑わいのもととなる

都市空間の整備を進め、整備された都市空間を市民にいかに使ってもらうかという視点から、

様々な取組を進めてきた結果、中心市街地に多様な情報が集まるようになった。 

しかしながら、中心市街地の空き店舗数及び空き店舗率は増加傾向にあり、中心市街地に

おける就業者数の減少、金融・保険業、サービス業を中心に長岡全市における法人市民税の

税収が減少しているなど、産業の活力が低下している。 

一方で、大手通坂之上町地区市街地再開発事業に対して、商工会議所や市内の大学・高専

から産業連携を推進する構想が提案されるなど、地域にある知識と技術を活かした産業振興

の機運が生まれていることから、このチャンスと多くの情報が集まる中心市街地の強みを活

かして、多様な産業が育ち、集積する拠点としての輝きを取り戻していく必要がある。 

（３）課題③ 若者が集い、活躍できる環境を創る 

長岡市全体の人口が減少する中、居住環境の整備や各種関連事業の展開により、中心市街

地には一定の転入があり、中心市街地内の人口は横ばいを維持している一方、中心市街地に

住むことを考えていない 30 代以下が 8 割近くいることから、中心市街地は未だ居住環境とし

て評価されず、中心市街地内の 30 代以下の人口は減少傾向にある。また、長岡市全体を見る

と、若年層の市内回帰は回復傾向にあるが、若者の買物行動を分析すると、中心市街地が十

分に利用されていないことが明らかになった。 

そのため、中心市街地が今後、持続的に発展していくためには、多くの学生が学ぶ市の特

性を活かすとともに、市内４大学１高専が提案する人材育成と産業振興の構想「ＮａＤｅＣ

構想」やながおか・若者・しごと機構による取組など、将来を担う若者の新たな可能性を引

き出すための動きが芽生え始めている機運を捉え、若者が中心市街地に魅力を感じ、集い、

暮らし、活躍できる環境の整備・充実を図っていくことが必要である。 

 

このように、長岡市の中心市街地が今後、持続的に発展していくためには、上記３つの課題

を解決し、世代を超え、官民が連携し、市民が一体となってまちなかの価値を創っていくこと

が重要であることから、中心市街地活性化に向けた新たな計画を策定することが必要である。
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［７］中心市街地活性化の方針（基本的方向性） 

（１）活性化の目標 

前期計画策定時に、学識経験者や専門家からなる「長岡まちなか創造会議」において、長

期的な視点に立ったまちづくりのテーマとして示された以下の目標を継続する。 

 

 

（２）新たな計画のテーマ 

公共投資により創られた都市インフラを市民が使い続けることで、市民の居場所が誕生。

今後も多様な取組を実施することで、まちを未来へ「つなぐ」ことを目指す。 

 
 

 

みんなが創るまちなかの価値 

～誰もが楽しみ安心できる場所、誰もがつながり育てるまち～ 

まちを「つくる」「つかう」から 

「つなぐ」へ 

“若者や事業者”の活動の活性化につながる

「まちなかの価値」 

“市民協働”による市民の居場所づくりが生み出す 

「まちなかの価値」 

“公共投資”に重点をおいた活性化が生み出す「まちなかの価値」 

１期計画 

つくる 

２期計画 

つかう 

３期計画 

つなぐ 

計画期間： 
平成 20 年 11 月～平成 26 年 3 月 

計画期間： 
平成 26 年 4 月～平成 31 年 3 月 

計画期間： 
平成 31 年４月～令和７年３月

み
ん
な
が
創
る 

「
ま
ち
な
か
の
価
値
」 

• アオーレ長岡の整備をはじめ、大手

通中央地区における市街地再開発

事業、大手スカイデッキの整備な

ど、都市機能の更新と再集積、さら

には、市役所機能のまちなか回帰

などによる「まちなか型公共サービ

ス」の展開を通じて、中心市街地

が、長岡広域市民の「文化・情報・

交流の場」となった。 

• アオーレ長岡をはじめ、1 期計画で

整備された空間が多様な人々に多

様な形で使われることにより、中心

市街地が市民の憩い集う「心のより

どころ」になった。 

• 大手通表町西地区における市街地

再開発事業等、生活者の視点に立

った新たな機能誘導を図ることによ

り、これまで以上に、中心市街地が

長岡の「顔」・「シンボル」として浸透

した。 

• 駅周辺を中心とした賑わいの核と中

心市街地の各地に発生しつつある賑

わいの芽をつなぎ、中心市街地全体

の活性化を目指す。 

• 若者がまちなかに魅力を感じることが

できるよう、世代間をつなぐ交流を育

むことで、活性化を目指す。 

• 産学官金をつなぐことで、産業振興を

通じた活性化を目指す。 

• これまで積み重ねてきた「まちなかの

価値」に、新たな「まちなかの価値」を

積み重ね、輝きを増したまちなかの魅

力を未来へつなぎ、持続可能な地方

都市の再生を図る。 
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①第１期計画：まちを「つくる」 

第１期計画において、アオーレ長岡の整備をはじめ、大手通中央地区の第一種市街地再開

発事業、大手スカイデッキの整備など、都市機能の更新と再集積を行った。さらには、郊外

に移転した市役所機能をまちなかに回帰させるなど、「まちなか型公共サービス」の展開を

通じ、中心市街地が長岡広域市民の「文化・情報・交流の場」となった。 

第１期計画では、公共投資を重点においた中心市街地の再生によって「まちなかの価値」

が創造された。 

 

②第２期計画：まちを「つかう」 

第２期計画において、市民活動を推進するためのソフト事業などを進め、アオーレ長岡を

はじめとする第１期計画で整備された空間が多様な人々に多様な形で使われることにより、

中心市街地は市民が憩い集う「心のよりどころ」となった。また、大手通表町西地区第一種

市街地再開発事業により、不足していた福祉サービス拠点の整備など、生活者の視点に立っ

た新たな機能誘導を図り、これまで以上に、中心市街地が長岡の「顔」・「シンボル」として

浸透した。 

第２期計画では、市民協働による市民の居場所づくりによって、新たなまちなかの価値が

加えられた。 

 

③第３期計画：まちを「つなぐ」 

新たな計画では、ＪＲ長岡駅やアオーレ長岡周辺の賑わいの核と、中心市街地各地に発生

しつつある賑わいの芽を「つなぐ」ことにより、密度の高い賑わいを拡げるとともに、産学

官金をつなぎ、産業振興によるまちなか全体の活性化を目指す。 

また、まちなかの利用者の多くが中高生と高齢者であることから、将来を担う若者がまち

なかに魅力を感じるよう、市内の４大学１高専の人・モノ・ノウハウと、まちなかの人・モ

ノとをつなぎ、世代を超えた交流を育み、若者が活躍できる新たなイノベーション創出環境

を整える。 

こうした取組により、これまで積み重ねてきた「まちなかの価値」に、新たな「まちなか

の価値」を積み重ね、輝きを増したまちなかの魅力を未来へつなぎ、持続可能な地方都市の

再生を図る。 
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（３）基本方針 

●基本方針① 多くの人々が歩き、巡り、にぎわいが拡がるまち 

前期計画において実施した「大手通表町西地区第一種市街地再開発事業」により、表町エ

リアに回遊の芽が誕生した。今後は、「大手通坂之上町地区第一種市街地再開発事業」、「ま

ちなか図書館（仮称）整備事業」など、賑わいの核となる施設の整備や、「トモシア交流支

援事業」などのソフト事業を通じて、アオーレ長岡やＪＲ長岡駅周辺に集中している回遊の

流れを、中心市街地全体に拡げていく。 

また、「アオーレ長岡活用事業」をはじめとしたイベントを継続・強化し、「歩道の有効活

用『まちカフェ』事業」などの新規事業を推進することで、賑わいの更なる創出・拡大を図

る。 

 

●基本方針② 多様なビジネスが生まれ、育ち、集積するまち 

前期計画策定以降に生じた産学官金連携の流れを踏まえ、新たに「大手通坂之上町地区第

一種市街地再開発事業」や「産学連携情報交流センター（仮称）整備事業」を進めることで、

産業を育成するための拠点の形成を図る。 

また、新たに「長岡まちなかリノベーション推進事業」を実施し、建物のリノベーション

や空きビル・空き店舗への事業所・店舗が進出するための魅力的な受け皿整備を促進し、中

心市街地に産業が集積する環境を整備する。 

さらに、「若者チャレンジショップ事業」や、「ＮａＤｅＣ構想先行実施事業」など、新たな

産業が生まれる下地を作ることで、中越地域の経済・産業の拠点としての輝きを取り戻すこ

とを目指す。 

 

●基本方針③ 将来を担う若者が集い、活躍するまち 

前期計画で実施した「大手通表町西地区第一種市街地再開発事業」により、転入者が増加

したが、一方で、30 代以下の若者の減少が目立つことから、柳原庁舎の跡地を活用した「若

者のまち居場所づくり推進事業」を実施することで、若者が生活できる場を整備する。また、

「まちなか居住区域定住促進事業」や「子育ての駅ちびっこ広場・まちなか保育園事業」な

ど、若者が暮らしやすい環境を整備することにより、30 代以下の居住人口減少に歯止めをか

け、若者が中心市街地に集う魅力を向上させる。 

前期計画で実施した「アオーレ長岡活用事業」や「ナカドマ活用事業」を継続することで、

引き続き、若者が集い、活躍できる場を提供するほか、新たに、「ＮａＤｅＣ ＢＡＳＥ活用事業」

や「若者の出会い・交流促進事業」などを実施することで、中心市街地で活躍することに対

する魅力の向上を図る。 

また、中心市街地で活動するための来街手段として「学生交流『ちょいのりバス券』実証

実験事業」を行うなど、若者が集い、活躍できる環境を整備する。 
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２．中心市街地の位置及び区域 
［１］位置 

（１）位置設定の考え方 

長岡の市街地は、江戸時代はじめの長岡城の築城とともに形成され、城下町として発展して

きた。長岡城は平城であり、その位置は現在の長岡駅から大手通り周辺にあたる。 

明治 31 年に長岡駅が長岡城本丸跡地付近に開設されて以来、周辺に商業・業務等の機能が

集積されてきた。市民にとって「まち」とは大手通りの代名詞であり、現在においても、ＪＲ

長岡駅から大手通り一帯の地区は、長岡市の中心地であるとの認識が広く市民に浸透している。 

また、ＪＲ長岡駅、鉄道及びバス路線の集結した公共交通の結節点であり、広域合併後の市

民のだれもが集まりやすい場所といえる。 

長岡市総合計画ならびに長岡市都市計画マスタープランにおいて、ＪＲ長岡駅周辺の市街地

は、川西地域の千秋が原・古正寺地区とともに、本市の活力とにぎわいを創出する広域的な拠

点「都心地区」として位置付けられている。 

これら歴史的経緯や地理的状況、市民の認識、また、上位計画における位置付けを勘案し、

ＪＲ長岡駅周辺の商業地域が形成されている区域を中心市街地に設定する。 

 

◆位置図 

 

 

  

中心市街地 
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［２］区域 

（１）区域設定の考え方 

次の観点を勘案し、ＪＲ長岡駅周辺において中心市街地を次項のとおり設定する。 

 

 

 

①ＪＲ長岡駅周辺の商業地域を含み、中心市街地の主要な商業・業務機能の集積区域を含

むこと。 

 

②「まちなか型公共サービスの展開」として整備した、アオーレ長岡、まちなかキャンパ

ス長岡などの公共施設を含み、これらの施設を有効活用した活性化が可能であること。 

 

③市街地再開発事業の事業化が進められている「大手通坂之上町地区」のほか、「若者の

まち居場所づくり推進事業」、「長岡駅東口地区公共施設整備検討事業」の予定地を含

み、これら事業の実現を通じたさらなる「まちなか型公共サービスの展開」による活性

化が可能であること。 

 

④大手通の十字路からおおむね徒歩圏（半径 500m）内で、大手通りに集積する都市機能

による生活サービスを享受しやすい位置にあり、中心市街地の基礎的な活力となる居住

の促進につなげることが可能であること。 

 

⑤ＪＲ長岡駅の東西の駅前広場を含み、公共交通結節機能を活かした活性化が可能である

こと。 
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（２）区域 

本計画における中心市街地の区域は、多様な都市機能が集積するＪＲ長岡駅周辺の商業地域

及び近隣商業地域を中心に、町界・道路界・河川界などにより設定した約 96.3ha の区域とす

る。 

◆区域図 

 

 

区域の境界 

○東側：上越新幹線、福島江用水、市道東

幹線 20 号線、市道 10 号線、市道

20 号線、市道 73 号線 

○西側：市道東幹線３号線、市道 410 号

線、市道415号線、市道469号線、

市道 486 号線、柿川 

○南側：柿川 

○北側：市道東幹線 44 号線、市道 387 号線

中心市街地活性化基本計画区域 

面積約 96.3ha 
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［３］中心市街地の要件に適合していることの説明 
 

要 件 説 明 

第１号要件 

当 該 市 街 地

に、相当数の小

売商業者が集積

し、及び都市機

能が相当程度集

積しており、そ

の存在している

市町村の中心と

しての役割を果

たしている市街

地であること 

①事業所の集積 

・ 本市の民営事業所のうち、11.2％が中心市街地にあり、10.0％の従業者

が働いている。特に、金融・保険業については、市全体の 32.0％の事

業所が集積し、従業者数の 58.8％を占めており、本市における経済・

金融の中心地といえる。 

◆事業所の動向 
 中心市街地

（A） 
長岡市全体

（B） 
対市シェア
（A/B） 

全民営 
事業所※ 

事業所数（カ所） 1,517 13,607 11.2%
従業者数（人） 13,296 132,588 10.0%

うち金融・ 
保険業 

事業所数（カ所） 71 222 32.0%
従業者数（人） 2,319 3,943 58.8%

（資料：平成 28 年経済センサス活動調査）
※平成 28 年経済センサス活動調査について、町丁目レベルの集計では、民営事業所

レベルでの集計になっているため、民営事業所単位で集計をしている。 
※町丁目にまたがる一部地域においては、面積按分している。 

②小売業の集積 

・ 中心市街地には、本市の小売業のうち、11.4％の店舗及び 7.4％の従業

者が集積し、5.5％の年間販売額を有する。 

◆小売業の動向 
 中心市街地

（A） 
長岡市全体

（B） 
対市シェア
（A/B） 

事業所数（カ所） 249 2,178 11.4%
従業者数（人） 1,101 14,880 7.4%

年間販売額（百万円） 15,211 277,151 5.5%
（資料：平成 26 年商業統計調査）

 

③商圏の形成 

・長岡市の商圏（買回品）

は、第１次商圏が長岡

市、出雲崎町の２市町、第

２次商圏が小千谷市、見附

市等の４市町村、第３次

商圏が柏崎市等５市町の

合計 11 市町村、商圏人口

は約 61 万 1 千人で、県内

第２の商圏を有してい

る。 

 

 

 

 
 

◆長岡市の商圏（買回品）
（資料：平成 28 年度中心市街地に関する県民意識・消費動向調査）
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要 件 説 明 
 

④広い通勤通学圏 

・ 長岡市には周辺市町村か

ら多くの通勤・通学者が

訪れている。特に、隣接

する見附市、小千谷市、

出雲崎町からの通勤・通

学者は 20％以上となって

いる。 

 
 
 

・ 多くの事業所を有し、公共交通の結節点である中心市街地には、市内

及び周辺地域から多くの就業者の流入がある。 

 

⑤都市機能の集積 

・ 中心市街地には、アオーレ長岡をはじめ、市役所大手通庁舎やながお

か市民センターなどの行政施設、互尊文庫（図書館）などの文化・ス

ポーツ施設、社会福祉センタートモシアなどの福祉施設、河井継之助

記念館などの観光施設のほか、金融機関、郵便局、医院など多くの公

共公益施設が立地しており、近隣には学校や保育園・幼稚園、高齢者

センターなど、多様な都市施設が数多く集積している。また、ＪＲ長

岡駅は鉄道やバスの公共交通機関の結節点である。 

◆中心市街地における主な市有施設 
分類 施設名 

市役所 長岡市役所アオーレ長岡本庁舎、大手通庁舎 

市民生活関

連施設、文

化施設、ス

ポーツ施設 

アオーレ長岡、まちなかキャンパス長岡、ちびっこ広場、なが
おか市民センター（国際交流センター地球広場、消費生活セン
ター等）、互尊文庫（図書館）、社会福祉センタートモシア、
長岡戦災資料館、河井継之助記念館、山本五十六記念館 

駐車場 

アオーレ長岡地下駐車場、大手口駐車場、表町駐車場、長岡駅

前大手通り地下駐車場、大手口自家用車整理場、東口自家用車

整理場、観光バス専用駐車場 

駐輪場 
長岡駅東口地下自転車駐車場、長岡駅東口自転車駐車場、長岡
駅大手口北自転車駐車場、長岡駅大手口地下自転車駐車場 

（資料：長岡市調べ）

以上のとおり、長岡市中心市街地は、各種事業所、一定の小売商業、公

共公益施設等が市内宅地（工業用地除く）約 5,306ha（国土利用計画よ

り）の約２％という限られた区域の中に密度高く集積し、多様な都市活動

が展開されている。 

また、中心市街地を核として商圏や通勤圏が形成されていることから

も、長岡市において経済的、社会的に中心的な役割を果たしている市街地

である。 

（資料：平成 27 年国勢調査） 
◆長岡市の通勤通学圏
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要 件 説 明 

第２号要件 

当該市街地の

土地利用及び商

業活動の状況等

からみて、機能

的な都市活動の

確保又は経済活

力の維持に支障

を生じ、又は生

ずるおそれがあ

ると認められる

市街地であるこ

と 

 

①事業所数、従業者数の減少 

・ 中心市街地の事業所数、従業者数は、平成 21 年と平成 28 年を比較す

ると、事業所数が 13.2％減、従業者数が 6.7％減であり、ともに減少

している。 

◆事業所数、従業者数の推移 
 平成 21 年 平成 28 年 増減数 増減率 

事業所数（カ所） 1,741 1,517 ▲ 224 ▲13.2％
従業者数（人） 14,229 13,296 ▲ 933 ▲6.7％

（資料：経済センサス基礎調査、経済センサス活動調査）

※町丁目にまたがる一部地域においては、面積按分している。 
 

②小売業の事業所数、従業者数、年間販売額の減少 

・ 商業統計調査によると、中心市街地の小売業の事業所数、従業者数、

年間販売額は、いずれも減少傾向にある。 

◆小売業の事業所数、従業者数、年間販売額の推移 
  中心市街地

（A) 
長岡市全体

（B） 
対市割合
（A/B） 

平成 19年 
事業所数（箇所） 444 3,147 14.1%
従業者数（人） 2,050 17,766 11.5%
年間販売額（百万円） 32,045 335,536 9.6%

平成 26年 
事業所数（箇所） 249 2,178 11.4%
従業者数（人） 1,101 14,880 7.4%
年間販売額（百万円） 15,211 277,151 5.5%

（資料：商業統計調査）

 

③中心市街地での買物行動が減少 

・ 中心市街地の買物利用割合は、最寄品、買回品ともに利用率が低下し

ており、特に買回品の利用割合の低下が著しい。 

・ 長岡市全体では高い地元利用率であり、最寄品で９割以上、買回品で

も８割以上を維持している。 

・ 中心市街地の買物客は、平成 19 年に千秋が原・古正寺地区に開業した

リバーサイド千秋ＳＣ、平成 22 年に中心市街地から撤退した大和など

の影響により、千秋が原・古正寺地区など郊外に大きく流出し、平成

24 年にアオーレ長岡が開業したことにより一時的に回復したものの、

再び低下しているのではないかと推測される。 

◆買物利用割合 

 地区 
平成 
16 年度 

平成 
19 年度 

平成 
22 年度 

平成 
25 年度 

平成 
28 年度 

平成 16 年度
からの推移

最
寄
品

中心市街地計 11.9% 10.1% 8.2% 9.6% 6.4% ▲5.5%

長岡市計 93.2% 93.9% 94.0% 93.2% 94.3% 1.1%

買
回
品

中心市街地計 18.0% 17.4% 13.4% 13.6% 9.8% ▲8.2%

長岡市計 84.2% 84.4% 85.0% 83.1% 84.2% 0.0%

（資料：中心市街地に関する県民意識・消費者動向調査）

※平成 19 年以降は長岡地域のデータ 
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要 件 説 明 
 

④空き店舗が多数存在 

・ 平成 29 年に実施した中心市街地の空き店舗調査によると、ＪＲ長岡駅

周辺を中心に空き店舗（事務所含む）は 232 カ所あった。平成 24 年の

アオーレ長岡オープン後、一時的に減少したものの、平成 27 年以降、

再び増加傾向にある。 

◆空き店舗数及び空き店舗率 

 

（資料：長岡市中心市街地空き店舗調査）

⑤歩行者・自転車通行量の減少 

・ 中心市街地の歩行者・自転車通行量は減少傾向にあり、平成５年を境

に平日の通行量が休日を上回っている。平成元年から平成 19 年にかけ

て平日、休日ともに通行量は大幅に減少していたが、平成元年から平

成 29 年の減少率は平日の 30.8％に対し、休日は 53.1％と、特に休日

の集客減が顕著である。 

◆主要 15 地点の歩行者・自転車通行量 

調査年次 平日(人) 休日(人) 
休日の平日に対す

る割合 

平成元年 146,075 168,946 115.7%

平成 5年 119,903 114,501 95.5%

平成 10 年 102,836 87,804 85.4%

平成 15 年 95,036 69,215 72.8%

平成 19 年 78,583 48,872 62.2%

平成 24 年 93,064 78,129 84.0%

平成 29 年 101,066 79,181 78.3%

増減率 ▲30.8% ▲53.1% 

（資料：長岡市中心市街地歩行者通行量調査）

 

以上のとおり、中心市街地では歩行者・自転車通行量は、アオーレ長岡

の開業を機に上向きに転じたものの、各種事業者数、小売従業者数、店舗

数、小売販売額は減少しており、空き店舗（事業所含む）も多数存在して

いる。 

これは、本市の都市活動や経済活力の中心としての役割を果たす市街地

としての機能が低下していることを示しており、機能的な都市活動の確

保、経済活力の維持に支障を及ぼす可能性がある。 
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要 件 説 明 

第３号要件 

当該市街地

における都市

機能の増進及

び経済活力の

向上と総合的

かつ一体的に

推進すること

が、当該市街

地の存在する

市町村及びそ

の周辺の地域

の発展にとっ

て有効かつ適

切であると認

められること 

当該市街地を中心市街地に設定することは、次に掲げる本市の上位計画の

方針に整合するものである。 

 

①長岡市総合計画（平成 27 年度策定） 

長岡市総合計画の土地利用構想において、ＪＲ長岡駅周辺の中心市街

地から千秋が原・古正寺地区にかけての都心地区に広域的な都市機能を

さらに集積することで、中越地域の発展を牽引する中心都市としての拠

点性の向上を図ることとしている。 

 

②長岡市都市計画マスタープラン（平成 28 年度改定） 

長岡広域都市圏の広域都心であるＪＲ長岡駅周辺の中心市街地を、都

心地域として重点整備地域に定め、商業、街なか居住、文化、福祉など

多様な都市機能の導入、展開を図るとともに、移動性・滞留性のある都

市交通や環境、福祉に配慮した快適な都市環境の形成を進める地域とし

て位置付けている。 

また、都心地域を核とする川東中央部の地域づくりの目標として、都

市活動の広域性に配慮したまちづくりを掲げ、広域的な都市活動・交流

を支える都市基盤づくりを進めることとしている。 

 

③長岡市立地適正化計画（平成 28 年度策定） 

立地適正化計画において、中心市街地を含む都心地区の方針として、

既存ストックを活用しつつ、中越地域全体の活力とにぎわいを創出する

広域かつ高度な都市機能の維持・誘導を図るとともに、日常生活に必要

な基礎的な都市機能の維持・誘導を図ることとしている。 

 

④中心市街地活性化による効率性と波及効果 

中心市街地は、道路、公園、下水道などの都市基盤が充実していると

ともに、行政、商業・業務、教育・文化など多様な都市機能が高度に集

積している。また、上越新幹線や上越線、信越本線の停車駅であるＪＲ

長岡駅からは、多くの路線バスが発着しており、中心市街地は交通結節

点としての利便性が極めて高い。 

こうした都市基盤や都市機能等の既存ストックを有効に活用して中心

市街地の活性化を図ることは、効率的な都市運営や財政負担の軽減につ

ながり、コンパクトな集約型の都市づくりの観点からも重要である。 

また、本市は中越地域において広い商圏及び通勤圏を形成している。

中でも多くの事業所、小売商業、公共公益施設等が集積し、多様な都市

活動が展開されている中心市街地は、長岡市民及び周辺市町村住民にと

っての就業の場、都市活動の場として重要な役割を担っている。 

このことからも、本市の中心市街地を活性化することは、長岡広域の

居住者に高質な都市機能を提供し、就業機会を増進するなど、その効果

を周辺に波及させ、中越地域全体の経済発展や活力向上に大きく寄与す

るものである。 
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３．中心市街地の活性化の目標 

［１］中心市街地の活性化の目標 

１章に示した中心市街地活性化の基本方針を踏まえ、活性化の目標を次のとおり設定する。 

 
 

（１）まちづくりのテーマ 

 

 

 

新たな計画では、ＪＲ長岡駅やアオーレ長岡周辺の賑わいの核と中心市街地各地に発生し

つつある賑わいの芽を「つなぐ」ことにより、密度の高い賑わいを拡げるとともに、産学官

金をつなぎ、産業振興によるまちなか全体の活性化を目指す。 

また、まちなかの利用者の多くが中高生と高齢者であることから、将来を担う若者がまち

なかに魅力を感じるよう、市内の４大学１高専の人・モノ・ノウハウと、まちなかの人・モ

ノとをつなぎ、世代を超えた交流を育み、若者が活躍できる新たなイノベーション創出環境

を整える。 

こうした取組により、これまで積み重ねてきた「まちなかの価値」に、新たな「まちなか

の価値」を積み重ね、輝きを増したまちなかの魅力を未来へつなぎ、持続可能な地方都市の

再生を図る。 

 

 

（２）中心市街地活性化の基本方針及び目標 

基本方針① 多くの人々が歩き、巡り、にぎわいが拡がるまち 

駅周辺を中心とした賑わいの核と中心市街地の各地に発生しつつある賑わいの芽を

つなぎ、中心市街地全体の活性化を目指す。 

 

 

 

目標① まちを「歩く人」を増やす 

 

 

  

まちを「つくる」「つかう」から「つなぐ」へ 
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基本方針② 多様なビジネスが生まれ、育ち、集積するまち 

産学官金をつなぐことで、産業振興を通じた活性化を目指す。 

 

 

 

目標② まちで「起業する人」を増やす 

 

 

 

 

基本方針③ 将来を担う若者が集い、活躍するまち 

若者がまちなかに魅力を感じることができるよう、世代間をつなぐ交流を育むこと

で、活性化を目指す。 

 

 

 

目標③ まちに「集う若者」を増やす 

 

 

 

 

 

［２］計画期間の考え方 

本計画の計画期間は、前計画から切れ目なく各事業を継続するため、平成 31 年４月から主要

事業である「大手通坂之上町地区第一種市街地再開発事業」等の効果が発現される令和６年度末

の令和７年３月までの６年間とする。 
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［３］目標指標の設定の考え方 

（１）定量的な指標の設定 

中心市街地活性化の３つの目標に対し、それぞれ以下の目標指標を設定する。 

 

基本的な方針 
中心市街地の 

活性化の目標 
目標指標 基準値 

目標値 

（R6） 

基本方針① 

多くの人々が歩

き、巡り、にぎわい

が拡がるまち 

目標① 

まちを「歩く人」 

を増やす 

目標指標① 

大手通交差点より西

側の歩行者・自転車

通行量（平日） 

（人/日）※１ 

24,409 26,652 

基本方針② 

多様なビジネスが

生まれ、育ち、集積

するまち 

目標② 

まちで「起業する人」 

を増やす 

目標指標② 

中心市街地内の起業

数（件/６年）※２ 

25 40 

基本方針③ 

将来を担う若者が

集い、活躍するま

ち 

目標③ 

まちに「集う若者」 

を増やす 

目標指標③ 

30 代以下のまちな

か居住人口（人）※３ 

1,656 1,724 

【参考指標】 

学生限定のバスサー

ビス利用者数（人）※４ 

78,881 80,419 

※１：大手通交差点より西側の８地点における平日（10 月）13 時間の歩行者、自転車通行量の

合計値。基準値は平成 30 年 10 月 10 日、12 日の平均値 

※２：基準値は、平成 26 年 7 月～平成 30 年 3月の月平均×60カ月 

※３：基準値は、平成 30 年 3 月末現在の数値 

※４：基準値は、平成 29 年 4 月～平成 30 年 3月の値 
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（２）目標数値の設定 

①目標指標１ 大手通交差点より西側の歩行者・自転車通行量（平日） 

現状の歩行者通行量を基準値とし、「大手通坂之上町地区第一種市街地再開発事業」、「ま

ちなか図書館（仮称）整備事業」、「産学連携情報交流センター（仮称）整備事業」による事

業効果及び大手通交差点西側で実施される「トモシア交流支援事業」等による事業効果を加

算することで、目標値を設定する。 

 

基準値 

（H30 年度） 
 

目標値 

（R6 年度） 

24,409 人/日  26,652 人/日 

 

 

◆測定地点位置図 

 

◎調査概要 

調査方法：平日の午前７時から午後８時までの通行量を測定（２日計測した平均） 

調 査 月：各年 10 月 

調査主体：長岡市 

調査対象：中心市街地区域内のうち、大手通交差点から西側の計８カ所における

自転車及び歩行者 

目標指標の測定地点 

上記以外の測定地点 
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◆目標値 

 

  

24,409

26,652 

15,000

17,000

19,000

21,000

23,000

25,000

27,000

29,000

H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

（人）

積算根拠 事業効果 

（ア）「大手通坂之上町地区第一種市街地再開発事業」によるマンシ

ョン供給 
266 人/日 

（イ）「まちなか図書館（仮称）整備事業」 920 人/日 

（ウ）「産学連携情報交流センター（仮称）整備事業」 656 人/日 

（エ）「トモシア交流支援事業」等 34 人/日 

合 計 1,876 人/日 

基準値： 24,409人/日(H30年10月10日、12日の平均) 

目標値：26,652 人/日＝基準値＋１）＋２） 

事業を講じない場合の平日の歩行者・自転車通行量増加量 

R5 年度：367 人/日 
・・・・１） 

事業（ア）（イ）（ウ）（エ）による効果 

R5 年度：1,876 人/日 
・・・・２） 
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１）平日の歩行者・自転車通行量のトレンド 

大手通交差点より東側における、平日の歩行者・自転車通行量は増加傾向にある。 

一方で、大手通交差点より西側の８地点における平日の歩行者・自転車通行量は、直近

５ヵ年でほぼ横ばいの状況であるが、トレンド推計を行うと、令和５年度には 24,776 人/

日と若干増加することが見込まれる。 

 

◆平日の歩行者・自転車通行量の推移 

 

 

◆トレンド値 

 

 

 

24,232 20,787 22,959 25,574 24,409

82,737
74,172 72,583

88,744
81,653

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

H26 H27 H28 H29 H30

（人）

大手通交差点より西側8地点 大手通交差点より東側12地点

24,409 人 24,776 人 

＋367 人 

R1    R2    R3    R4    R5 
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２）事業による効果 

主要事業として、「大手通坂之上町地区第一種市街地再開発事業」を位置付け、金融機

関や商工会議所などの機能、民間のアイデアと資金力を積極的に活用した物販や飲食等

の商業・業務機能を導入するほか、当該事業の中で行われる「まちなか図書館（仮称）整

備事業」や「産学連携情報交流センター（仮称）整備事業」なども主要事業として位置付

け、大手通坂之上町地区に多様な賑わいを生む機能の導入を図る。これにより、当該地区

に賑わいの核が整備されるとともに、前期計画において整備された「ながおか町口御門」

との連続性が生まれることで、回遊の拡がりが期待される。 

また、ソフト事業では、「トモシア交流支援事業」、「歩道の有効活用『まちカフェ』事

業」などを実施することにより、アオーレ長岡だけでなく、中心市街地の多くの場所で賑

わいが生まれることが期待される。 
 

◎（ア）～（エ）共通事項 

調査地点は、現在、回遊が留まっているＪＲ長岡駅及びアオーレ長岡周辺から離れた

場所であり、その地点で滞留している来街者が、各種事業の実施により、事業箇所へ往来

することを想定し、調査地点を通過する回数を、「２回/人」と設定する。 
 

（ア）「大手通坂之上町地区第一種市街地再開発事業」によるマンション供給 

・ 本事業により供給されるマンション（令和５年３月竣工予定）の入居者：70 戸×平

均世帯人員 1.9 人※1＝133 人 

・ 事業効果：133 人×２回＝266 人/日 

※１：中心市街地区域内の新築マンション入居世帯（直近３棟） 

（イ）「まちなか図書館（仮称）整備事業」 

・ 本事業により新たに設置する施設（令和５年３月一部竣工予定）の利用者、就業者数：

165,161 人/年（県内の類似施設の年間利用者数の面積按分により算出） 

・ １日あたりの利用見込み：165,161 人/年÷359 日≒460 人/日 

・ 事業効果：460 人×２回＝920 人/日 

（ウ）「産学連携情報交流センター（仮称）整備事業」 

・ 本事業により新たに設置する施設（令和５年３月一部竣工予定）の利用者数：117,925

人/年（平成 30年６月にオープンしたＮａＤｅＣ ＢＡＳＥ利用者数を基に、基準値からの

増加分を算出） 

・ １日あたりの利用見込み：117,925 人/年÷359 日≒328 人/日 

・ 事業効果：328 人×２回＝656 人/日 

（エ）「トモシア交流支援事業」等 

・ 「トモシア交流支援事業」等により増加するトモシアのイベント・貸館・カフェ利用

者数：6,350 人/年（平成 29 年度利用者実績 63,561 人の 1 割増加を見込む） 

・ １日あたりの利用見込み：6,350 人/年÷359 日≒17 人/日 

・ 事業効果：17 人×２回＝34 人/日 
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【令和６年３月変更時の状況】 

令和４年度フォローアップでは、目標指標①歩行者通行量の目標値に対し、最値

17,046 人/日の状況であり、基準値を下回っている。基準値を下回った主な要因は、

新型コロナウイルス感染症拡大に伴う行動制限の影響によるもの。 

これまで中止や延期を余儀なくされてきた様々なソフト事業をはじめ、各種事業を

推進することにより、目標値の達成を目指すものであり、令和５年度目標数値をその

まま令和６年度目標数値とする。 

 

 

  



68 

②目標指標２ 中心市街地内の起業数 

現状の中心市街地内の起業数を基準値とし、「ＮａＤｅＣ構想先行実施事業」により設置する

コワーキングスペースやものづくり工房利用者数を踏まえた起業数のほか、「若者チャレン

ジショップ事業」の出店件数を基にした起業数、「学生起業家育成事業」による起業数を加算

することで、目標値として設定する。 

 

基準値 

（H26～H29 年度） 
 

目標値 

（R１～R6 年度） 

25 件/5 年  40 件/6 年 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

積算根拠 事業効果 

（ア）「ＮａＤｅＣ構想先行実施事業」によるコワーキングスペースや

ものづくり工房の設置 
10 件/５年 

（イ）「若者チャレンジショップ事業」 ３件/５年 

（ウ）「学生起業家育成事業」 ２件/５年 

合 計 15 件/５年 

◎調査概要 

調査方法：長岡市、ながおか・若者・しごと機構及び起業支援センターながおか相

談者へのヒアリング 

調 査 月：平成 31 年４月～令和６年３月の５年間の累計 

調査主体：長岡市 

調査対象：中心市街地区域内での起業者 

基準値：25 件/5 年(H26.7～H30.3 の月平均×60 カ月)※ 

目標値：40 件/5 年＝基準値＋１） 

事業（ア）（イ）（ウ）による効果 

R１～R５年度：15 件/5 年 
・・・・１） 
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※基準値について 

平成 26 年 7 月に開業した起業支援センターの実績によるこれまでの中心市街地におけ

る起業件数は、年によって変動はあるが、平成 26 年 7 月～平成 30 年 3 月で平均５件/年

となり、計画期間の５年間に換算すると 25 件となる。今後、上記施策の取組を通じて増

加すると見込めることから、目標年次である令和５年までの５年間で 40 件に増加すると

想定し、目標値として設定する。 

 

◆起業支援センターの実績（平成 26 年 7月～平成 30 年 3月） 

 相談件数 

（A） 

うち新規 

（B） 

起業件数 

（C） 

うち中活

区域 

（D） 

起業件数

割合 

（C/A） 

うち中活

区域割合

（D/A） 

平成 26 年度 

（7月～） 
169  8 1 4.7% 0.6% 

平成 27 年度 299 111 30 7 10.0% 2.3% 

平成 28 年度 326 103 38 6 11.7% 1.8% 

平成 29 年度 331 109 36 5 10.9% 1.5% 

合計 1,125 323 112 19 10.0% 1.7% 

年平均 281 108 28 5   

5 年換算※ 1,500 430 150 25   

※ 45 カ月間の実績値を 60 カ月分（5 年）に換算し、算出 

 

◆目標値 

 

※グラフは累積値。H30 は推計（基準値の平均 5 件/年） 

  

0
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H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6
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40件/6年
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１）事業による効果 

主要事業として、「ＮａＤｅＣ構想先行実施事業」を位置付け、地元の教育機関と企業等が

連携し技術開発を支援する情報・交流拠点や、未来の長岡を担う若者と事業者が気軽に

交流できる人材育成・産業交流サロン、多世代の活発な交流から賑わいが生まれるまち

なかのたまり場などを先行的に整備することで、産業、ビジネスインキュベーションの

拠点、産業振興の拠点の形成に向け、新たな起業・創業の創出を図る。 

また、「大手通界隈Ｄ（城内町１丁目）地区優良建築物等整備事業」や「長岡まちなか

リノベーション推進事業」により、建物の更新、低未利用地の高度利用、空きビル、空き

店舗の再生を通じて、事業所・企業立地を促進する。 

ソフト事業では、中心市街地で起業・創業を希望する人たちを支援する取組として「若

者チャレンジショップ事業」を行うほか、学生の起業マインドを醸成する「学生起業家育

成事業」等により、産業創出、次世代を担う起業者の育成を図る。 

 

（ア）「ＮａＤｅＣ構想先行実施事業」によるコワーキングスペースやものづくり工房の

設置 

・ 「ＮａＤｅＣ構想先行実施事業」により設置するコワーキングスペースやものづくり工

房の新規利用者数：10人/月×12 カ月×５年＝600 人/５年 

・ 中心市街地で起業が実現した割合：1.7％ 

・ 事業効果：600 人/５年×1.7％＝10 件/５年 

（イ）「若者チャレンジショップ事業」 

・ 若者チャレンジショップ事業への出店件数：36件/年×５年＝180 件/５年 

（類似事業の実績から算出） 

・ 中心市街地で起業が実現した割合：1.7％ 

・ 事業効果：180 件/５年×1.7％＝３件/５年 

（ウ）「学生起業家育成事業」 

・ 学生起業家育成事業による起業意向者数：20 人/年×５年＝100 人/５年 

・ 中心市街地で起業が実現した割合：1.7％ 

・ 事業効果：100 人/５年×1.7％＝２件/５年 

 

【令和６年３月変更時の状況】 

令和４年度フォローアップでは、目標指標②起業数の目標値に対し、最新値 22 件

/4 年の状況であり、基準値を下回っている。基準値を下回った主な要因は、新型コロ

ナウイルス感染症拡大により起業を見送ったことや、効果的な起業支援ができなかっ

た影響によるもの。 

これまで中止や延期を余儀なくされてきた様々なソフト事業をはじめ、各種事業を

推進することにより、目標値の達成を目指すものであり、令和５年度目標数値をその

まま令和６年度目標数値とする。 
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③目標指標３ 30 代以下のまちなか居住人口 

現状のまちなか居住人口（30 代以下人口）を基準値とし、「大手通坂之上町地区第一種市

街地再開発事業」により供給されるマンション入居者、「若者のまち居場所づくり推進事業」、

「まちなか建物更新等支援事業」、「まちなか居住区域定住促進事業」による事業効果を加算

することで、目標値を設定する。 

 

基準値 

（H29 年度） 
 

目標値 

（R6 年度） 

1,656 人  1,724 人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

積算根拠 事業効果 

（ア）「大手通坂之上町地区第一種市街地再開発事業」によるマンシ

ョン供給 
33 人 

（イ）「若者のまち居場所づくり推進事業」により整備される居住ス

ペース 
50 人 

（ウ）「まちなか建物更新等支援事業」等によるマンション供給 28 人 

（エ）「まちなか居住区域定住促進事業」等 41 人 

合 計 152 人 

◎調査概要 

調査方法：住民基本台帳 

調 査 月：各年度３月末時点 

調査主体：長岡市 

調査対象：中心市街地区域内の 39歳以下の人口 

基準値： 1,656 人(H30.3 月末) 

目標値：1,724 人＝基準値＋１）＋２） 

事業を講じない場合の 30 代以下のまちなか居住人口減少量 

R５年度：-84 人 
・・・・１） 

事業（ア）（イ）（ウ）（エ）による効果 

R５年度：152 人 
・・・・２） 
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◆目標値 

 

 

１）30 代以下のまちなか居住人口のトレンド 

まちなか居住人口は、マンション供給の影響により平成 27年以降、40歳以上人口が伸

び、全体的には横ばいで推移しているが、30 代以下の人口は減少傾向にあり、この状況

が続けばさらなる人口減少が見込まれることから、上記施策を実施することにより、減

少に歯止めをかけ、プラスに転じることを想定する。その結果、目標年次である令和５年

には 1,724 人に増加すると想定し、これを目標値として設定する。 

 

◆まちなか居住人口（０～39 歳人口、40歳以上人口）の推移 

 

■各年度３月末現在 

 

1,978 

1,911 

1,827 

1,758 1,746 

1,656 

1,724 

1,500

1,600

1,700

1,800

1,900

2,000

H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

（人）

1,978

1,911

1,827 1,758

1,746
1,656

3,975
3,993

3,952
3,934

4,013
4,056

3,700

3,800

3,900

4,000

4,100

4,200

1,500

1,600

1,700

1,800

1,900

2,000

H24 H25 H26 H27 H28 H29

（人）（人）

中心市街地の30代以下人口 中心市街地の40代以上人口



73 

◆トレンド値 

 

 

1,978

1,911

1,827

1,758 1,746

y = -173.17765 ln(x) + 2,002.53821 

R² = 0.95040 
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1,656 人 

1,572 人 

－84 人 

R1     R2    R3     R4    R5 
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２）事業による効果 

主要事業として、「大手通坂之上町地区第一種市街地再開発事業」を位置付けるととも

に、当該市街地再開発事業の中で行われる「まちなか図書館（仮称）整備事業」や「産学

連携情報交流センター（仮称）整備事業」なども主要事業として位置付け、未来の長岡を

担う若者と事業者が気軽に交流できる人材育成・産業交流サロン、多世代の活発な交流

から賑わいが生まれるまちなかのたまり場などを整備することで、若者がまちで活躍で

きる環境を整備する。 

また、「若者のまち居場所づくり推進事業」による柳原庁舎跡地の利活用、「まちなか建

物更新等支援事業」によるマンション供給のほか、中心市街地内にある空き家や空きビ

ルなどのリノベーションを通じて、まちなかで活躍する若者が住まい、生活し、活動でき

る環境を整備し、若者を惹きつける魅力を高める。 

ソフト事業では、「ＮａＤｅＣ構想先行実施事業」、「ＮａＤｅＣ ＢＡＳＥ活用事業」により若者

が活躍できる環境を整えるとともに、多様な活動の場に向かうための交通手段を確保す

る「学生交流『ちょい乗りバス券』実証実験事業」、中心市街地における住宅の購入等を

支援する「まちなか居住区域定住促進事業」を行う。 

 

（ア）「大手通坂之上町地区第一種市街地再開発事業」によるマンション供給 

・ 「大手通坂之上町地区第一種市街地再開発事業」により供給されるマンション（令和

５年３月竣工予定）の入居者：70戸×平均世帯人員 1.9 人※１＝133 人 

・ 30 代以下人口の割合 25％※２ 

・ 事業効果：133 人×25％＝33 人 

※１：中心市街地区域内の新築マンション入居世帯（直近３棟） 

※２：中心市街地区域内の新築マンション入居時年齢（直近３棟） 

 

（イ）「若者のまち居場所づくり推進事業」により整備される居住スペース 

・ 「若者のまち居場所づくり推進事業」により整備される居住スペース：50 戸 

・ 想定入居世帯人員：１人 

・ 事業効果：50 戸×１人＝50 人 

 

（ウ）「まちなか建物更新等支援事業」等によるマンション供給 

・ 「まちなか建物更新等支援事業」等により供給されるマンションの入居者：60 戸×

平均世帯人員 1.9 人＝114 人 

・ 30 代以下人口の割合：25％ 

・ 事業効果：114 人×25％＝28 人 

 

（エ）「まちなか居住区域定住促進事業」等 

・ 「まちなか居住区域定住促進事業」等の効果により中心市街地へ入居する子育て世

帯：10 世帯 

・ 世帯人員：4.1 人（長岡市内の未就学児、小学生の兄弟数の平均 2.1＋両親） 

・ 事業効果：10 世帯×4.1 人＝41 人 
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【令和６年３月変更時の状況】 

令和４年度フォローアップでは、目標指標③30 代以下のまちなか居住人口の目標値

に対し、最新値 1,460 人の状況であり、基準値を下回っている。基準値を下回った主

な要因は、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う、外国人労働者の転出などの影響に

よるもの。 

これまで中止や延期を余儀なくされてきた様々なソフト事業をはじめ、各種事業を

推進することにより、目標値の達成を目指すものであり、令和５年度目標数値をその

まま令和６年度目標数値とする。  
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④参考指標 学生限定のバスサービス利用者数 

「まちに集う若者」については、直接、数値として計ることが難しいため、目標指標③と

併せて、若者のまちなかでの活動を表す数値として一定の相関関係にある「学生限定のバス

サービス年間利用者数」を参考の指標とし、「まちなか図書館（仮称）整備事業」及び「産学

連携情報交流センター（仮称）整備事業」による新たな施設の利用者を加算することで、目

標値として設定する。 

 

基準値 

（H29 年度） 
 

目標値 【参考】 

（R６年度） 

78,881 人/年  80,419 人/年 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※基準値について 

学生限定のバスサービス年間利用者数は、２年分のデータしかないため、傾向を明記す

ることはできないが、平成 29 年４月から平成 30年３月までのデータを基準値として、上

記施策の取組を通じて、利用者数が増加することが見込めることから、目標年次である令

和５年に 80,419 人に増加すると想定し、参考の目標値として設定する。 

 

積算根拠 事業効果 

（ア）「まちなか図書館（仮称）整備事業」 802 人/年 

（イ）「産学連携情報交流センター（仮称）整備事業」 736 人/年 

合 計 1,538 人/年 

◎調査概要 

調査方法：「ちょい乗りバス券」及びＮａＤｅＣ構想事業シャトルバス等利用者の実数 

調 査 月：各年度４月から３月までの累計 

調査主体：長岡市 

調査対象：「ちょい乗りバス券」利用者及びＮａＤｅＣ構想事業シャトルバス等を利

用する学生 

基準値： 78,881 人(H29.4～H30.3)※ 

目標値：80,419 人/年＝基準値＋１） 

事業（ア）（イ）による効果 

R５年度：1,538 人/年 
・・・・１） 
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◆学生限定のバスサービス（ちょい乗りバス券）利用者数 

平成 28 年度（H28.7～H29.3） 平成 29 年度（H29.4～H30.3） 

62,062 人 78,881 人 

◆目標値 

  

 

１）事業による効果 

 

（ア）「まちなか図書館（仮称）整備事業」 

・ 本事業により新たに設置する施設の利用者：160,494 人/年 

・ 中心市街地の来街者のうち学生の割合※：５％ 

・ 中心市街地への来街にバスを利用する割合※：10％ 

・ 事業効果：160,494 人/年×５％×10％＝802 人/年 

※「長岡市の中心市街地に関するアンケート調査（平成 30年３月実施）」の結果 

 

（イ）「産学連携情報交流センター（仮称）整備事業」 

・ 本事業により新たに設置する施設の利用者数：147,273 人/年 

（平成 30年６月にオープンしたＮａＤｅＣ ＢＡＳＥ利用者数から算出） 

・ 中心市街地の来街者のうち学生の割合※：５％ 

・ 中心市街地への来街にバスを利用する割合※：10％ 

・ 事業効果：147,273 人/年×５％×10％＝736 人/年 

※「長岡市の中心市街地に関するアンケート調査（平成 30年３月実施）」の結果 

  

78,881 

80,419 

70,000

72,000

74,000

76,000

78,000

80,000

82,000

H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

（人）
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（３）フォローアップの時期及び手法 

①目標指標１ 大手通交差点より西側の歩行者・自転車通行量（平日） 

歩行者通行量は、中心市街地において毎年 10 月に実施している歩行者通行量調査地点の

うち、大手通交差点から西側の８地点の通行量を指標とする。悪天候等による変動等を避け

るため、２日計測した平均値を算出するほか、調査日に予備日を設け、天候の標準化を図る。 

指標の数値と併せて事業効果も把握し、目標の達成状況を検証するとともに、目標達成に

向けた事業の改善等の対策を講じる。 

なお、積算根拠となる（ウ）の事業効果については、先行的に実施する「ＮａＤｅＣ構想先行

実施事業」及び「ＮａＤｅＣ ＢＡＳＥ活用事業」の効果が初年度から歩行者通行量に反映され、

産学連携情報交流センター（仮称）の完成後に引き継がれるものである。 

 

②目標指標２ 中心市街地内の起業数 

起業数は、長岡市のほか、ながおか・若者・しごと機構や起業支援センターながおかへの

相談者のうち、中心市街地で起業した件数を把握する。 

指標の数値と併せて事業効果も把握し、目標の達成状況を検証するとともに、目標達成に

向けた事業の改善等の対策を講じる。 

 

③目標指標３ 30 代以下のまちなか居住人口 

居住人口は、毎年３月 31 日現在の住民基本台帳人口のうち、中心市街地に住む 39歳以下

の人口を把握する。 

指標の数値と併せて事業効果も把握し、目標の達成状況を検証するとともに、目標達成に

向けた事業の改善等の対策を講じる。 

 

④参考指標 学生限定のバスサービス利用者数 

バスサービス利用者数は、現在ながおか・若者・しごと機構が実施している「ちょい乗り

バス券」利用者のほか、ＮａＤｅＣ構想先行実施事業によって各大学などが交通手段として

用意するバス券やシャトルバス等の利用者を調査する。 

指標の数値と併せて事業効果も把握し、目標の達成状況を検証するとともに、目標達成に

向けた事業の改善等の対策を講じる。 

なお、積算根拠となる（イ）の事業効果については、先行的に実施する「ＮａＤｅＣ構想先行

実施事業」及び「ＮａＤｅＣ ＢＡＳＥ活用事業」の効果が初年度からバスサービス利用者数に反

映され、産学連携情報交流センター（仮称）の完成後に引き継がれるものである。 
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４．土地区画整理事業、市街地再開発事業、道路、公園、駐車場等の公共の用に供する施

設の整備その他の市街地の整備改善のための事業に関する事項 

［１］ 市街地の整備改善の必要性  

（１）現状分析 

本市の中心市街地は、昭和 21 年より開始した戦災復興土地区画整理事業により街路及び

街区が整備され、幅広い幅員の幹線道路を軸に整然とした街並みが形成されている。 

平成 16 年の３月に、長岡市中心市街地構造改革会議から「長岡市中心市街地の構造改革

に関する提言」を受け、「まちなか型公共サービスの展開」を方針とし、これに基づき先

導的事業地区の位置付けがある大手通中央西地区が平成22年、大手通中央東地区が平成23

年に完成し、平成 28 年には中心市街地の西の玄関口である大手通表町西地区が完成した。 

これまでの 10 年間で、２期の中心市街地活性化基本計画に基づき、アオーレ長岡の整備

をはじめ、大手通中央地区の２つの市街地再開発事業による一部の建物の更新、大手スカ

イデッキなどの整備によるＪＲ長岡駅及びアオーレ長岡周辺のバリアフリー化が完了して

いる。 

これらにより、数多くのイベントや活発な市民活動が開催され、中心市街地の歩行者通

行量が増加したものの、その多くは大手通交差点より東側のＪＲ長岡駅及びアオーレ長岡

の周辺に集中しており、賑わいが限定的なものとなっている。 

一方で、表町交差点沿いに位置する大手通表町西地区では、市街地再開発事業により新

たな福祉拠点施設が完成したこともあり、完成以前よりも歩行者通行量が増加し、賑わい

の芽が出始めている。また、中心市街地への来街者の多くは中高生や高齢者であり、次世

代を担う若者のまちなか離れが見られる。 

（２） 市街地の整備改善の必要性 

○ 大手通交差点より東側のＪＲ長岡駅及びアオーレ長岡周辺の来街者が増加し、賑わ

いの核となったものの、その波及効果が中心市街地全体に広がっていない。また、

賑わいの芽が出始めているものの、その芽を活かす取組が少ないため、その賑わい

の芽と賑わいの核をつなぎ、まちなかの回遊性を創り出す新たな核的施設整備が必

要である。 

○ 若者が活躍できる場や事業者が活躍できる場を整えるため、「大手通坂之上町地区

第一種市街地再開発事業」については、金融や商工会議所などの機能、民間のアイ

デアと資金力を活用した物販や飲食等の商業・業務機能を導入するほか、多様な賑

わいを生む機能の導入を図ることが重要である。 

○ 多くの市民が来街するまちとして、また、安全・安心・快適にまちなかで暮らせる

環境へと魅力を高めるため、歩行環境の整備や自転車の利用環境の改善を着実に進

める必要がある。 

（３）フォローアップの考え方 

事業の進捗状況について毎年度確認を行い、状況に応じて必要な改善措置を講じる。 
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［２］具体的事業の内容 

（１） 法に定める特別の措置に関連する事業 

該当なし 

（２）①認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した特例措置に関連する事業 

該当なし 

（２）②認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した重点的な支援措置に関連する事業 

事業名、内容及び 

実施時期 
実施主体 

目標達成のための位置付け 

及び必要性 

支援措置の 

内容及び 

実施時期 

その他 

の事項 

●事業名 

まちなか図書館（仮称）整

備事業 

●内容 

大手通坂之上町地区市街地

再開発事業において、図書

館機能を含む複合施設を整

備する。 

●実施時期 

平成 30 年度～令和７年度 

長岡市 大手通坂之上町地区市街地

再開発事業のうち、図書館機

能の導入により未来の長岡を

支える人づくり・学びの拠点

を整備する事業。 

学びの場、憩いの場となる

複合施設を整備する本事業

は、まちを歩く人、まちに集

う若者の増加に寄与する。 

●支援措置 

社会資本整備

総合交付金

（都市再生整

備計画事業

（長岡市中心

市街地地区）） 

●実施時期 

平成 30 年度

～令和元年度 

 

●事業名 

産学連携情報交流センター

（仮称）整備事業 

●内容 

大手通坂之上町地区市街地

再開発事業において、地元

産業の開発・研究・情報発

信等の拠点となる施設を整

備する。 

●実施時期 

令和元年度～７年度 

長岡市 大手通坂之上町地区市街地

再開発事業のうち、４大学１

高専等と連携した産業人の育

成と産業基盤の強化の拠点を

整備する事業。 

産業振興の拠点となる複合

施設を整備する本事業は、ま

ちを歩く人、まちで起業する

人、まちに集う若者の増加に

寄与する。 

●支援措置 

社会資本整備

総合交付金

（都市再生整

備計画事業

（長岡市中心

市街地地区）） 

 

●実施時期 

令和元年度 

 

●事業名 

大手通界隈Ｄ（城内町１丁

目）地区優良建築物等整備

事業 

民間事業

者 

ＪＲ長岡駅前に位置してい

る本地区において、民間事業

者が主体となり、老朽建築物

の共同化を行う事業。 

市街地の機能更新と高度利

●支援措置 

社会資本整備

総合交付金

（優良建築物

等整備事業） 
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●内容 

市街地の機能更新と高度利

用を図るため、老朽建築物

の共同化による市街地環境

の整備・改善を行う。 

●実施時期 

令和元年度～７年度 

用を図るとともに、長岡市の

玄関口にふさわしい景観形成

に資する本事業は、まちを歩

く人、まちに集う若者の増加

に寄与する。 

●支援期間 

令和元年度～

７年度 

（３）中心市街地の活性化に資するその他の支援措置に関連する事業 

事業名、内容及び 

実施時期 
実施主体 

目標達成のための位置付け 

及び必要性 

支援措置の 

内容及び 

実施時期 

その他 

の事項 

●事業名 

大手通坂之上町地区第一種

市街地再開発事業 

●内容 

市街地再開発事業により、

公共公益、業務、商業施

設、集合住宅、駐車場等を

整備する。 

●実施時期 

平成 29 年度～令和７年度 

独立行政

法人都市

再生機

構、長岡

市 

賑わいの芽が出始めている

大手通交差点西側のエリア

で、市街地再開発事業によ

り、人づくりと産業振興を支

える地方創生の拠点施設を整

備する事業。 

新たな賑わいと回遊性を高

める人の流れを創出する本事

業は、まちを歩く人、まちで

起業する人、まちに集う若者

の増加に寄与する。 

●支援措置 

社会資本整備

総合交付金

（市街地再開

発事業等） 

●実施時期 

平成 29 年度

～令和６年度 

 

●事業名 

まちなか図書館（仮称）整

備事業 

●内容 

大手通坂之上町地区市街地

再開発事業において、図書

館機能を含む複合施設を整

備する。 

●実施時期 

平成 30 年度～令和７年度 

長岡市 大手通坂之上町地区市街地

再開発事業のうち、図書館機

能の導入により未来の長岡を

支える人づくり・学びの拠点

を整備する事業。 

学びの場、憩いの場となる

複合施設を整備する本事業

は、まちを歩く人、まちに集

う若者の増加に寄与する。 

●支援措置 

都市構造再編

集中支援事業

補助金（長岡

市中心市街地

地区） 

●実施時期 

令和２年度～

７年度 

 

●事業名 

産学連携情報交流センター

（仮称）整備事業 

●内容 

大手通坂之上町地区市街地

再開発事業において、地元

長岡市 大手通坂之上町地区市街地

再開発事業のうち、４大学１

高専等と連携した産業人の育

成と産業基盤の強化の拠点を

整備する事業。 

産業振興の拠点となる複合

施設を整備する本事業は、ま

●支援措置 

都市構造再編

集中支援事業

補助金（長岡

市中心市街地

地区） 
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産業の開発・研究・情報発

信等の拠点となる施設を整

備する。 

●実施時期 

令和元年度～７年度 

ちを歩く人、まちで起業する

人、まちに集う若者の増加に

寄与する。 

●実施時期 

令和２年度～

７年度 

●事業名 

米百俵広場（仮称）整備事

業 

●内容 

大手通坂之上町地区市街地

再開発事業において、賑わ

いの創出を図るためイベン

ト等の開催が可能な広場を

整備する。 

●実施時期 

令和５年度～８年度 

長岡市 大手通坂之上町地区市街地

再開発事業のうち、施設利用

者をはじめ、幅広い市民が自

由に滞在し、交流を図った

り、賑わい創出を図るための

イベント等の開催が可能な広

場・緑地を整備する事業。 

来場者が中心市街地に集ま

り、周辺施設、商店街の利用

増加に寄与する。 

●支援措置 

都市構造再編

集中支援事業

補助金（長岡

市中心市街地

地区） 

 

●実施時期 

令和５年度～

８年度 

 

●事業名 

駐車場案内システム改善事

業 

●内容 

来街者の利便性向上を図る

ため、既存システムの改善

を行う。 

●実施時期 

令和２年度～７年度 

長岡市 来街者の増加や新たな公共

施設整備に対応するため、駐

車場案内表示板の増設とシス

テムの改修を行う事業。 

駐車場の情報提供強化を図

り来街者の利便性を向上させ

る本事業は、まちを歩く人、

まちに集う若者の増加に寄与

する。 

●支援措置 

都市構造再編

集中支援事業

補助金（長岡

市中心市街地

地区） 

●実施時期 

令和２年度～

７年度 

 

●事業名 

店ちか駐輪場設置社会実験

事業 

●内容 

まちなか空間の利便性を向

上させるため、路上駐輪場

を試験的に設置する。 

●実施時期 

令和２年度～３年度 

 

 

 

 

長岡市 歩道上の無秩序な駐輪を抑

制し、安全・安心な歩行空間

を確保するため、路上駐輪場

を試験的に設置する事業。 

中心市街地への来街者の利

便性の向上に資する本事業

は、まちを歩く人、まちに集

う若者の増加に寄与する。 

●支援措置 

①都市構造再

編集中支援事

業補助金（長

岡市中心市街

地地区）） 

②社会資本整

備総合交付金

（まちなかウ

ォーカブル推

進事業） 

●実施時期 

①令和２年度

②令和３年度 
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●事業名 

歩行者通行量画像解析カメ

ラ整備事業 

●内容 

中心市街地内に歩行者通行

量を計測するための画像解

析カメラを整備する。 

●実施時期 

令和２年度～３年度 

長岡市 まちなかの歩行者の回遊性

を把握するため、中心市街地

内の主要街路に歩行者通行量

を計測するための画像解析カ

メラを整備する事業。 

人の流れや回遊性の拡がり

を把握する本事業は、まちを

歩く人、まちに集う若者の増

加に寄与する。 

●支援措置 

都市構造再編

集中支援事業

補助金（長岡

市中心市街地

地区） 

●実施時期 

令和２年度～

３年度 

 

●事業名 

まちなか歩行者誘導サイン

整備社会実験事業 

●内容 

再開発事業で整備するまち

なかの施設へのアクセス性

や回遊性を向上させるた

め、歩行者誘導サインを整

備する社会実験を行う。 

●実施時期 

令和３年度～令和４年度 

長岡市 再開発事業で整備するまち

なかの施設へのアクセス性や

回遊性を向上させるため、ま

ちの景観に溶け込むデザイン

や誰にもわかりやすい案内表

示、ＩＴ技術を活用した情報

提供などの社会実験を行う事

業。 

中心市街地への来街者の利

便性の向上に資する本事業

は、まちを歩く人、まちに集

う若者の増加に寄与する。 

●支援措置 

社会資本整備

総合交付金

（まちなかウ

ォーカブル推

進事業） 

●実施時期 

令和３年度～

４年度 

 

●事業名 

まちなか観光交流センター

（仮称）整備事業 

●内容 

大手通坂之上町地区市街地

再開発事業において、地区

を訪れる観光客と地域住民

の交流を生み出す拠点とな

る施設を整備する。 

●実施時期 

令和３年度～７年度 

長岡市 駅前という立地を生かし地

域の観光情報の提供や地域文

化・歴史の紹介、地元物産の

紹介や即売を行い、地区を訪

れる観光客と地域住民の交流

を生み出す拠点を整備する事

業。 

観光交流の拠点となる複合

施設を整備する本事業は、ま

ちを歩く人、まちで起業する

人、まちに集う若者の増加に

寄与する。 

●支援措置 

都市構造再編

集中支援事業

補助金（長岡

市中心市街地

地区） 

●実施時期 

令和３年度～

７年度 

 

●事業名 

歴史人物史展示整備事業 

●内容 

大手通坂之上町地区市街地

再開発事業において、長岡

の歴史や文化、先人・偉人

を伝える場を整備する。 

●実施時期 

令和３年度～７年度 

長岡市 大手通坂之上町地区市街地

再開発事業で整備する場所

は、長岡市におけるまちづく

りの精神が生まれた国漢学校

の跡地であることから、長岡

の歴史や文化、先人・偉人を

伝える場を整備する事業。 

本事業は、まちを歩く人、

まちに集う若者の増加に寄与

する。 

●支援措置 

都市構造再編

集中支援事業

補助金（長岡

市中心市街地

地区） 

●実施時期 

令和３年度～

７年度 
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●事業名 

まちなか公共サイン整備事

業 

●内容 

大手通坂之上町地区市街地

再開発事業に伴い、歩行者

に対する案内誘導サインを

整備する。 

●実施時期 

令和５年度～７年度 

長岡市 大手通坂之上町地区市街地

再開発事業による新たな公共

施設整備に伴い、歩道等に歩

行者案内誘導サインを設置す

る事業。 

来街者のアクセスを向上さ

せる本事業は、まちを歩く

人、まちに集う若者の増加に

寄与する。 

●支援措置 

都市構造再編

集中支援事業

補助金（長岡

市中心市街地

地区） 

●実施時期 

令和５年度～

７年度 

 

●事業名 

明治公園整備事業 

●内容 

戦災資料館の隣接地への移

設に合わせ、公園を再整備

する。 

●実施時期 

令和５年度～７年度 

長岡市 戦争の悲惨さと平和の尊さ

を後世に語り継ぐ長岡戦災資

料館の移設に伴い、隣接する

公園の環境を整備する事業。 

中心市街地において平和と

慰霊を伝える施設との一体感

を高める本事業は、まちを歩

く人の増加に寄与する。 

●支援措置 

都市構造再編

集中支援事業

補助金（長岡

市中心市街地

地区） 

●実施時期 

令和５年度～

７年度 

 

（４）国の支援がないその他の事業 

事業名、内容及び 

実施時期 
実施主体 

目標達成のための位置付け 

及び必要性 

支援措置の 

内容及び 

実施時期 

その他 

の事項 

●事業名 

まちなか建物更新等支援事

業 

●内容 

老朽建築物や空き地の共同

化による市街地環境の整

備・改善を行う事業者を支

援する。 

●実施時期 

平成 28 年度～令和７年度 

まちづく

りを目指

す団体、

民間事業

者、長岡

市 

民間事業者や組合などが主

体となった老朽建築物等や空

き地の共同化による市街地環

境の整備・改善を支援する事

業。 

市街地の機能更新と高度利

用を図り、安全・安心なまち

づくりを支援する本事業は、

まちを歩く人、まちに集う若

者の増加に寄与する。 

  

●事業名 

長岡駅東口エレベーター更

新事業 

●内容 

長岡市 老朽化しているＪＲ長岡駅

東口エレベーターの更新によ

り、利用者の利便性向上を図

る事業。 

中心市街地への来街者のア
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来街者の利便性向上を図る

ため、長岡駅東口のエレベ

ーターを改修する。 

●実施時期 

令和２年度～３年度 

クセス向上に資する本事業

は、まちを歩く人、まちに集

う若者の増加に寄与する。 
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５．都市福利施設を整備する事業に関する事項 

［１］ 都市福利施設の整備の必要性  

（１）現状分析 

これまでの 10 年間で、２期の中心市街地活性化基本計画に基づき、「まちなか型公共サ

ービスの展開」を掲げ、アオーレ長岡の整備、大手通中央地区における２つの再開発事業

によるまちなかキャンパス長岡やちびっこ広場の整備など、まちなかの都市福利機能の集

積・回帰に取り組み、近年はアオーレ長岡をはじめとする施設で、健康づくりの場として

の活用や食育などに関する取組が始まっている。 

また、大手通表町西地区の市街地再開発事業により、不足していた福祉サービス拠点の

整備等、生活者の視点に立った新たな機能誘導を図り、これまで以上に、中心市街地が長

岡の「顔」・「シンボル」として浸透した。 

一方で、中心市街地には、互尊文庫などの老朽化の進む公共施設が見受けられる。 

 

（２）都市福利施設の整備の必要性 

○ 互尊文庫や長岡戦災資料館など、老朽化した施設等の更新・拡充を図り、来街者の

目的に合わせた施設の整備が必要である。 

 

（３）フォローアップの考え方 

事業の進捗状況について毎年度確認を行い、状況に応じて必要な改善措置を講じる。 
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［２］ 具体的事業の内容 

（１） 法に定める特別の措置に関連する事業 

該当なし 

（２）①認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した特例措置に関連する事業 

事業名、内容及び 

実施時期 
実施主体 

目標達成のための位置付け 

及び必要性 

支援措置の 

内容及び 

実施時期 

その他 

の事項 

●事業名 

アオーレ長岡活用事業 

●内容 

市民協働、交流の拠点であ

る「アオーレ長岡」の活

用、市民が交流できるイベ

ントの企画・実施等につい

てのサポートを行う。 

●実施時期 

平成 24 年度～ 

ＮＰＯ法

人ながお

か未来創

造ネット

ワーク、

長岡市 

市民にとって使い勝手のよ

い「アオーレ長岡」を目指

し、イベントの企画・実施な

どのサポート等を行う事業。 

まちなかにおける交流イベ

ントを実施し、利用者の利便

性を向上させる本事業は、ま

ちを歩く人、まちに集う若者

の増加に寄与する。 

●支援措置 

中心市街地活

性化ソフト事

業 

●実施時期 

平成 31 年４

月～令和７年

３月 

区域内 

 

【参考】 

中心市街

地活性化

ソフト事業

は平成 26

年度～ 

●事業名 

ナカドマ活用事業 

●内容 

一年間を通じて、中心市街

地の賑わいを創出するた

め、ナカドマにおいて各種

のイベント、市民活動等を

行う。 

●実施時期 

平成 24 年度～ 

ＮＰＯ法

人ながお

か未来創

造ネット

ワーク、

長岡市 

天候の影響を受けないナカ

ドマの開放的な空間を活用

し、様々なイベント・活動を

展開することにより、賑わい

の創出を図る。  

降雪量の多い本市にあっ

て、屋根付きの開放的な空間

で一年を通じて様々な活動を

展開する本事業は、まちを歩

く人、まちに集う若者の増加

に寄与する。 

●支援措置 

中心市街地活

性化ソフト事

業 

●実施時期 

平成 31 年４

月～令和７年

３月 

区域内 

 

【参考】 

中心市街

地活性化

ソフト事業

は平成 26

年度～ 

●事業名 

まちなかキャンパス長岡事

業 

●内容 

「学び」と「交流」を通した人

づくりを進めるため、「まち

なかカフェ」、「まちなか大

学」等の講座を開催する。 

●実施時期 

平成 23 年度～ 

まちなか

キャンパス

長岡運営

協議会、

長岡市 

４大学１高専と連携を図

り、「学び」と「交流」を通

した人づくりを進めるための

講座を開催する事業。 

多くの市民がまちなかに集

まり、学び、交流する本事業

は、まちを歩く人、まちで起

業する人、まちに集う若者の

増加に寄与する。 

●支援措置 

中心市街地活

性化ソフト事

業 

●実施時期 

平成 31 年４

月～令和７年

３月 

区域内 

 

【参考】 

中心市街

地活性化

ソフト事業

は平成 26

年度～ 

●事業名 

多世代健康まちづくり事業 

●内容 

官民連携による健康づくり

一般社団

法人地域

活性化･

健康事業

官民連携による健康づくり

事業を行いながら、まちなか

での各種サービス・事業モデ

ルを展開する事業。 

●支援措置 

中心市街地活

性化ソフト事

業（事業②） 

区域内 

 

【参考】 

中心市街



88 

事業の検討・構築や社会実

験を行うことで、まちなか

での各種事業展開を図る。 

①多世代健康まちづくり拠

点事業 

②健康づくりイベント事業 

●実施時期 

平成 26 年度～令和５年度 

コンソー

シアム、

長岡市 

中心市街地を拠点に健康づ

くりを進める本事業は、多世

代の来街機会を創出し、まち

を歩く人、まちに集う若者の

増加に寄与する。 

●実施時期 

平成 31 年４

月～令和６年

３月 

（事業②） 

地活性化

ソフト事業

は平成 26

年度～ 

●事業名 

トモシア交流支援事業 

●内容 

社会福祉センタートモシアで

市民の交流の場を提供すると

ともに、ボランティア活動を

支援し広く発信する。 

●実施時期 

平成 28 年度～ 

社会福祉

法人長岡

市社会福

祉協議

会、長岡

市 

市民の交流・活動の場を提

供するとともに、福祉ボラン

ティアのマッチングをはじ

め、分野や世代を超えた活動

を広く支援し発信する事業。 

福祉・交流拠点としての機

能を果たす本事業は、まちを

歩く人、まちに集う若者の増

加に寄与する。 

●支援措置 

中心市街地活

性化ソフト事

業 

●実施時期 

平成 31 年４

月～令和７年

３月 

区域内 

 

【参考】 

中心市街

地活性化

ソフト事業

は平成 29

年度～ 

●事業名 

子育ての駅ちびっこ広場駐

車料金負担軽減事業 

●内容 

施設利用者の負担軽減を図

るため、駐車料金の一部無

料化を実施する。 

●実施時期 

平成 25 年度～ 

長岡市 駐車料金の一部を無料と

し、ちびっこ広場の利便性を

高める事業。 

子育て支援の一層の充実を

図る本事業は、子育て世帯の

来街を促進し、まちを歩く

人、まちに集う若者の増加に

寄与する。 

●支援措置 

中心市街地活

性化ソフト事

業 

●実施時期 

平成 31 年４

月～令和７年

３月 

区域内 

 

【参考】 

中心市街

地活性化

ソフト事業

は平成 26

年度～ 

●事業名 

市民活動フェスタの開催 

●内容 

市民活動のＰＲと交流を推

進するため、「市民活動フ

ェスタ」を開催する。 

●実施時期 

平成 18 年度～ 

市民活動

フェスタ

実行委員

会 

様々な活動をおこなう市民

団体が一堂に会する「市民活

動フェスタ」を開催する事

業。 

中心市街地における市民活

動のＰＲと交流を推進する本

事業は、まちを歩く人、まち

に集う若者の増加に寄与す

る。 

●支援措置 

中心市街地活

性化ソフト事

業 

●実施時期 

平成 31 年４

月～令和７年

３月 

区域内 

 

【参考】 

中心市街

地活性化

ソフト事業

は平成 26

年度～ 

●事業名 

まちなか美術展覧会事業 

●内容 

多くの市民が観覧に訪れる

美術展覧会を中心市街地で

開催する。 

●実施時期 

平成 24 年度～ 

長岡市美

術協会、

長岡市 

中心市街地において、美術

を愛する市民の創作活動の成

果発表の場である美術展覧会

を開催する事業。 

多くの市民が観覧に訪れる

本事業は、まちを歩く人、ま

ちに集う若者の増加に寄与す

る。 

●支援措置 

中心市街地活

性化ソフト事

業 

 

●実施時期 

平成 31 年４

月～令和７年

３月 

区域内 
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●事業名 

長岡産食材マルシェ事業 

●内容 

長岡産の旬な野菜などを販

売するマルシェをまちなか

で開催する。 

●実施時期 

平成 24 年度～ 

長岡産食

材ブラン

ディング

委員会、

長岡市 

まちなかで、長岡産食材の

認知度向上や消費の拡大を目

的として、食材や惣菜等の販

売を行う事業。 

昼間のにぎわいを生む本事

業は、まちを歩く人の増加に

寄与する。 

●支援措置 

中心市街地活

性化ソフト事

業 

●実施時期 

平成 31 年４

月～令和３年

３月 

区域内 

●事業名 

すこやか・ともしびまつり

事業 

●内容 

幅広い年齢層を対象に、福

祉と健康に関する情報の発

信・収集の場を提供するイ

ベントを開催する。 

●実施時期 

平成 4年度～ 

すこやか・

ともしび

まつり 

実行委員

会、長岡

市 

様々な団体の活動紹介や体

験コーナー等の実施を通し、

広く健康づくりと福祉への理

解を呼びかけるとともに、福

祉と健康に関する情報収集の

場を提供する事業。 

幅広い年齢層向けの体験イ

ベントや講演会等を中心市街

地で実施する本事業は、まち

を歩く人、まちに集う若者の

増加に寄与する。 

●支援措置 

中心市街地活

性化ソフト事

業 

●実施時期 

平成 31 年４

月～令和７年

３月 

区域内 

●事業名 

二十歳のつどい連携事業 

●内容 

多くの対象者が集う式典の

開催に併せ、対象者の希望

に沿ったお祝いイベントな

どを実施する。 

●実施時期 

平成 24 年度～ 

長岡市 二十歳のつどいの式典に併

せて、事前に対象者にアンケ

ートを実施し、対象者が喜ぶ

お祝いイベントなどを実施す

る事業。 

式典だけでなくまちなかで

楽しむ場を提供する本事業

は、まちに集う若者の増加に

寄与する。 

●支援措置 

中心市街地活

性化ソフト事

業 

●実施時期 

平成 31 年４

月～令和７年

３月 

区域内 

●事業名 

米百俵プレイス ミライエ

長岡 ミライエクリエイテ

ィブキッズプログラム実施

事業 

●内容 

市内小学生を対象にした学

びのプログラムを実施す

る。 

●実施時期 

令和５年度～ 

長岡市 【位置づけ】 

大手通坂之上町地区市街地

再開発事業で整備する公共施

設において、市内民間団体及

び高等教育機関等と連携して

人材育成に資するプログラム

を実施する事業として、「目

標①まちを『歩く人』を増や

す及び「目標③まちに『集う

若者』を増やす」に位置付け

られる。 

【必要性】 

中心市街地に施設整備と併

せて、子どもの学びの場を提

供することは、子どもだけで

なく同伴者の「まちを訪れる

きっかけ」となり、通行量の

増加が期待できる。また、利

便性が高まることで、「まち

●支援措置 

中心市街地活

性化ソフト事

業 

●実施時期 

令和５年４月

～令和７年３

月 

区域内 



90 

なかに住みたい」という感情

も生まれてくる。 

このことから、「目標指標

①歩行者・自転車通行量」及

び「目標指標③30代以下のま

ちなかの居住人口」の増加が

見込まれる。 

（２）②認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した重点的な支援措置に関連する事業 

事業名、内容及び 

実施時期 
実施主体 

目標達成のための位置付け 

及び必要性 

支援措置の 

内容及び 

実施時期 

その他 

の事項 

●事業名 

まちなか図書館（仮称）整

備事業（再掲） 

 

●内容 

大手通坂之上町地区市街地

再開発事業において、図書

館機能を含む複合施設を整

備する。 

●実施時期 

平成 30 年度～令和７年度 

長岡市 大手通坂之上町地区市街地

再開発事業のうち、図書館機

能の導入により未来の長岡を

支える人づくり・学びの拠点

を整備する事業。 

学びの場、憩いの場となる

複合施設を整備する本事業

は、まちを歩く人、まちに集

う若者の増加に寄与する。 

●支援措置 

社会資本整備

総合交付金

（都市再生整

備計画事業

（長岡市中心

市街地地区）） 

●実施時期 

平成 30 年度

～令和元年度 

 

●事業名 

産学連携情報交流センター

（仮称）整備事業（再掲） 

●内容 

大手通坂之上町地区市街地

再開発事業において、地元

産業の開発・研究・情報発

信等の拠点となる施設を整

備する。 

●実施時期 

令和元年度～７年度 

長岡市 大手通坂之上町地区市街地

再開発事業のうち、４大学１

高専等と連携した産業人の育

成と産業基盤の強化の拠点を

整備する事業。 

産業振興の拠点となる複合

施設を整備する本事業は、ま

ちを歩く人、まちで起業する

人、まちに集う若者の増加に

寄与する。 

●支援措置 

社会資本整備

総合交付金

（都市再生整

備計画事業

（長岡市中心

市街地地区）） 

●実施時期 

令和元年度 

 

●事業名 

多世代交流拠点整備検討調

査事業 

●内容 

大手通坂之上町地区に導入

する公共施設の整備効果を

高める検討調査を行う。 

●実施時期 

令和元年度～７年度 

長岡市 大手通坂之上町地区市街地

再開発事業において整備する

図書館等の事業効果を高める

ため、管理運営体制や導入機

能の検討調査を行う事業。 

まちなかにおける公共公益

機能の強化を図る本事業は、

まちを歩く人、まちで起業す

る人、まちに集う若者の増加

に寄与する。 

●支援措置 

社会資本整備

総合交付金

（都市再生整

備計画事業

（長岡市中心

市街地地区）） 

●実施時期 

令和元年度 
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●事業名 

ＮａＤｅＣ推進事業 

 

●内容 

米百俵プレイス ミライエ

長岡の NaDeC BASE にお

いて、産学官金が連携して

共同研究や起業支援を実施

する事業 

●実施時期 

令和５年度～ 

ＮａＤｅ

Ｃ構想推

進コンソ

ーシア

ム、市内

４大学１

高専、長

岡商工会

議所、長

岡市 

大手通坂之上町地区市街地再

開発事業に導入する機能として

４大学１高専から提案を受けた

ＮａＤｅＣ構想について、米百

俵プレイス ミライエ長岡の

NaDeC BASE において推進す

る事業。 

産学官金が連携して共同研

究や起業支援を実施する本事

業は、まちを歩く人、まちで

起業する人、まちに集う若者

の増加に寄与する。 

●支援措置 

デジタル田園

都市国家構想

交付金 

●実施時期 

令和５年度～

令和６年度 

 

 

（３）中心市街地の活性化に資するその他の支援措置に関連する事業 

事業名、内容及び 

実施時期 
実施主体 

目標達成のための位置付け 

及び必要性 

支援措置の 

内容及び 

実施時期 

その他 

の事項 

●事業名 

子育ての駅ちびっこ広場・

まちなか保育園の運営 

●内容 

まちなかでの子育てを支援す

るため、ちびっこ広場及びま

ちなか保育園を運営する。 

 

●実施時期 

平成 13 年度～ 

長岡市 遊び場・保育・交流・相

談・情報提供機能を有した子

育て支援施設として、ちびっ

こ広場及びまちなか保育園を

運営する事業。 

中心市街地における子育て

を支援する本事業は、まちを

歩く人、まちに集う若者の増

加に寄与する。 

●支援措置 

子ども・子育

て支援交付金 

●実施時期 

平成 27 年度

～令和６年度 

 

●事業名 

まちなか図書館（仮称）整 

備事業（再掲） 

●内容 

大手通坂之上町地区市街地

再開発事業において、図書

館機能を含む複合施設を整

備する。 

●実施時期 

平成 30 年度～令和７年度 

長岡市 大手通坂之上町地区市街地

再開発事業のうち、図書館機

能の導入により未来の長岡を

支える人づくり・学びの拠点

を整備する事業。 

学びの場、憩いの場となる

複合施設を整備する本事業

は、まちを歩く人、まちに集

う若者の増加に寄与する。 

●支援措置 

都市構造再編

集中支援事業

補助金（長岡

市中心市街地

地区） 

●実施時期 

令和２年度～

７年度 

 

●事業名 

産学連携情報交流センター

（仮称）整備事業（再掲） 

●内容 

大手通坂之上町地区市街地

再開発事業において、地元

産業の開発・研究・情報発

信等の拠点となる施設を整

長岡市 大手通坂之上町地区市街地

再開発事業のうち、４大学１

高専等と連携した産業人の育

成と産業基盤の強化の拠点を

整備する事業。 

産業振興の拠点となる複合

施設を整備する本事業は、ま

ちを歩く人、まちで起業する

人、まちに集う若者の増加に

●支援措置 

都市構造再編

集中支援事業

補助金（長岡

市中心市街地

地区） 

●実施時期 

令和２年度～
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備する。 

●実施時期 

令和元年度～７年度 

寄与する。 ７年度 

●事業名 

多世代交流拠点整備検討調

査事業（再掲） 

●内容 

大手通坂之上町地区に導入

する公共施設の整備効果を

高める検討調査を行う。 

●実施時期 

令和元年度～７年度 

長岡市 大手通坂之上町地区市街地

再開発事業において整備する

図書館等の事業効果を高める

ため、管理運営体制や導入機

能の検討調査を行う事業。 

まちなかにおける公共公益

機能の強化を図る本事業は、

まちを歩く人、まちで起業す

る人、まちに集う若者の増加

に寄与する。 

●支援措置 

都市構造再編

集中支援事業

補助金（長岡

市中心市街地

地区）） 

●実施時期 

令和２年度～

７年度 

 

●事業名 

米百俵広場（仮称）整備事

業（再掲） 

●内容 

大手通坂之上町地区市街地

再開発事業において、賑わ

いの創出を図るためイベン

ト等の開催が可能な広場を

整備する。 

●実施時期 

令和５年度～８年度 

長岡市 大手通坂之上町地区市街地

再開発事業のうち、施設利用

者をはじめ、幅広い市民が自

由に滞在し、交流を図った

り、賑わい創出を図るための

イベント等の開催が可能な広

場・緑地を整備する事業。 

来場者が中心市街地に集ま

り、周辺施設、商店街の利用

増加に寄与する。 

●支援措置 

都市構造再編

集中支援事業

補助金（長岡

市中心市街地

地区） 

 

●実施時期 

令和５年度～

８年度 

 

●事業名 

ＮａＤｅＣ構想先行実施事業 

●内容 

大手通坂之上町地区市街地

再開発事業への導入を検討

するＮａＤｅＣ構想について、

既存施設で先行的に実施し

て検証を行う。 

 

 

●実施時期 

平成 30 年度～ 

ＮａＤｅ

Ｃ構想推

進コンソ

ーシアム、

市内４大 

学１高専、 

長岡商工

会議所、

長岡市 

大手通坂之上町地区市街地再

開発事業に導入する機能として

４大学１高専から提案を受ける

ＮａＤｅＣ構想について、中心市

街地の既存施設で先行的に実施

し効果検証を行う事業。 

産学官金が連携して共同研

究や起業支援を実施する本事

業は、まちを歩く人、まちで

起業する人、まちに集う若者

の増加に寄与する。 

●支援措置 

地方創生推進

交付金 

●実施時期 

令和元年度～

４年度 

 

●事業名 

まちなか観光交流センター

（仮称）整備事業（再掲） 

●内容 

大手通坂之上町地区市街地

再開発事業において、地区

を訪れる観光客と地域住民

の交流を生み出す拠点とな

る施設を整備する。 

長岡市 駅前という立地を生かし地

域の観光情報の提供や地域文

化・歴史の紹介、地元物産の

紹介や即売を行い、地区を訪

れる観光客と地域住民の交流

を生み出す拠点を整備する事

業。 

観光交流の拠点となる複合

施設を整備する本事業は、ま

ちを歩く人、まちで起業する

●支援措置 

都市構造再編

集中支援事業

補助金（長岡

市中心市街地

地区） 

●実施時期 

令和３年度～

７年度 
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●実施時期 

令和３年度～７年度 

人、まちに集う若者の増加に

寄与する。 

●事業名 

歴史人物史展示整備事業

（再掲） 

●内容 

大手通坂之上町地区市街地

再開発事業において、長岡

の歴史や文化、先人・偉人

を伝える場を整備する。 

●実施時期 

令和３年度～７年度 

長岡市 大手通坂之上町地区市街地

再開発事業で整備する場所

は、長岡市におけるまちづく

りの精神が生まれた国漢学校

の跡地であることから、長岡

の歴史や文化、先人・偉人を

伝える場を整備する事業。 

本事業は、まちを歩く人、

まちに集う若者の増加に寄与

する。 

●支援措置 

都市構造再編

集中支援事業

補助金（長岡

市中心市街地

地区） 

●実施時期 

令和３年度～

７年度 

 

●事業名 

市民活動フェスタの開催

（再掲） 

●内容 

市民活動のＰＲと交流を推

進するため、「市民活動フ

ェスタ」を開催する。 

●実施時期 

平成 18 年度～ 

市民活動

フェスタ

実行委員

会 

様々な活動をおこなう市民

団体が一堂に会する「市民活

動フェスタ」を開催する事

業。 

中心市街地における市民活

動のＰＲと交流を推進する本

事業は、まちを歩く人、まち

に集う若者の増加に寄与す

る。 

●支援措置 

新型コロナウ

イルス感染症

対応地方創生

臨時交付金 

●実施時期 

令和２年度 

 

●事業名 

長岡戦災資料館整備移転事

業 

●内容 

互尊文庫が移転した後の建

物へ、資料館機能の移転・

拡充を行う。 

●実施時期 

令和４年度～令和７年度 

長岡市  互尊文庫が移転した後の建

物へ、貸借している民間施設

が手狭になっている戦災資料

館を移転・拡充する事業。 

 中心市街地における歴史文

化施設の拡充を図る本事業

は、まちを歩く人、まちに集

う若者の増加に寄与する。 

●支援措置 

都市構造再編

集中支援事業

補助金（長岡

市中心市街地

地区） 

●実施時期 

令和５年度～

７年度 

 

 

 

（４）国の支援がないその他の事業 

事業名、内容及び 

実施時期 
実施主体 

目標達成のための位置付け 

及び必要性 

国以外の支援

措置の内容 

及び実施時期 

その他 

の事項 

●事業名 

互尊文庫移転事業 

 

●内容 

大手通坂之上町地区市街地

再開発事業で整備される複

長岡市 大手通坂之上町地区市街地

再開発事業で整備される複合

施設に図書館機能を移転し、

併せて跡地活用を検討する事

業。 

中心市街地における文化・
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合施設へ機能移転を行う。 

●実施時期 

令和元年度～令和５年度 

学習機能の拡充を図る本事業

は、まちを歩く人、まちに集

う若者の増加に寄与する。 

●事業名 

長岡戦災資料館移転事業 

●内容 

中心市街地内の新たな施設

整備等に合わせ、資料館機

能の移転・拡充を行う。 

●実施時期 

令和元年度～令和３年度 

長岡市 中心市街地で行われる新た

な施設整備等に合わせ、賃借

している民間施設が手狭にな

っている戦災資料館を移転・

拡充する事業。 

中心市街地における歴史文

化施設の拡充を図る本事業

は、まちを歩く人、まちに集

う若者の増加に寄与する。 

  

●事業名 

長岡駅東口地区公共施設整

備検討事業 

●内容 

民間活力の導入を含めた公

共施設整備の検討を行う。 

●実施時期 

令和元年度～ 

長岡市、

民間事業

者 

長岡駅東口周辺にある公共

施設について、民間活力の導

入を含めた施設整備の検討を

行う事業。 

公共施設の更新を図るとと

もに、民間主導の住宅、商業

施設等の導入を検討する本事

業は、まちを歩く人、まちに

集う若者の増加に寄与する。 

  

●事業名 

のもーれ長岡事業 

●内容 

市民活動のきっかけとなる

異業種、異分野、多世代交

流の場を創出する。 

●実施時期 

平成 24 年度～ 

ＮＰＯ法

人市民協

働ネット

ワーク長

岡 

市民活動のきっかけづくり

として、活動を周知し、活動

に関わる人の裾野を広げる場

づくりを行う事業。 

中心市街地において異業

種、異分野、多世代交流の場

を創出する本事業は、まちを

歩く人、まちに集う若者の増

加に寄与する。 
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６．公営住宅等を整備する事業、中心市街地共同住宅供給事業その他の住宅の供給のため

の事業及び当該事業と一体として行う居住環境の向上のための事業等に関する事項 

［１］街なか居住の推進の必要性  

（１）現状分析 

本市の総人口は、少子・高齢化が進行する中、平成７年をピークに減少が続いている。

このような状況の中で、中心市街地は、毎年約 5,800 人前後で推移している。特に 39 歳以

下人口は、平成 24 年度には約 2,000 人であったのが、平成 29 年度には約 1,600 人までに

落ち込んでおり、転出者も多くなっている。これは、就職や転勤などの理由で転出してい

る人が多いことや、中心市街地への居住意向が低いことによるものだと考えられる。 

また、近年、中心市街地の周辺でマンション供給がなされていることから、中心市街地

外に転居していることも、要因となっている可能性が考えられる。 

さらに、自然減も発生しているため、第２期計画におけるまちなか居住人口の目標を達

成できなかったと考えられる。 

既存住宅の状況をみると、長岡市全体において空き家が増加しており、中心市街地にお

いても増加傾向にある。 

 

（２）まちなか居住の推進の必要性 

○ 中心市街地における居住人口の減少は、まちなかの賑わいの喪失や、地域コミュニ

ティ活動の停滞、経済活動の衰退、防犯機能の低下等につながる可能性があること

から、まちなか活性化の基礎体力ともいうべき、居住人口の維持・回復を図ること

が極めて重要である。 

○ 特に、将来の長岡市を担う若者が、まちなかで活動しやすい環境を整えるべく、若

者のまち居場所づくり推進事業により、若者を対象とした住宅の供給を着実に進め

る必要がある。 

○ 空き家が増加していることから、さまざまな主体が連携・協力しながら、既存住宅

の活用を視野に、多様な居住ニーズに応じた住まいを提供していく仕組みの構築を

進めていく必要がある。 

 

（３）フォローアップの考え方 

事業の進捗状況について毎年度確認を行い、状況に応じて必要な改善措置を講じる。 
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［２］具体的事業の内容 

（１）法に定める特別の措置に関連する事業 

該当なし 

（２）①認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した特例措置に関連する事業 

事業名、内容及び 

実施時期 
実施主体 

目標達成のための位置付け 

及び必要性 

支援措置の 

内容及び 

実施時期 

その他 

の事項 

●事業名 

若者のまち居場所づくり推

進事業② 

●内容 

旧柳原分庁舎敷地を活用し

て、若者や地元住民が集い

交流する地元町内会の祭り

や若者によるアートイベン

ト等を実施する。 

●実施時期 

令和３年度～４年度 

長岡市、

民間事業

者、長岡

市中心市

街地活性

化協議会 

【位置付け】 

若者のまち居場所づくりの

推進と機運の醸成、及び敷地

の利活用価値を高める事業と

して、「目標①まちを『歩く

人』を増やす」及び「目標③

まちに『集う若者』を増や

す」に位置付けられる。 

【必要性】 

中心市街地内に若者が滞留

し、まちなかの賑わい創出に

繋がることで、「目標指標①

歩行者・自転車通行量」及び

「目標指標③30 代以下のま

ちなかの居住人口」の増加が

見込まれる。 

●支援措置 

中心市街地活

性化ソフト事

業 

●実施時期 

令和３年８月

～令和５年３

月 

区域内 

（２）②認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した重点的な支援措置に関連する事業 

該当なし 

（３） 中心市街地の活性化に資するその他の支援措置に関連する事業 

事業名、内容及び 

実施時期 
実施主体 

目標達成のための位置付け 

及び必要性 

支援措置の 

内容及び 

実施時期 

その他 

の事項 

●事業名 

高齢者向け優良賃貸住宅家

賃減額補助事業 

●内容 

高齢者の安心な居住環境を

確保し、定住人口の増加に

つなげるため、高齢者専用

長岡市 高齢者の安心な居住環境を

確保し、さらに定住人口の増

加につなげるため、高齢者専

用マンションの入居にあたり、

収入に応じた家賃減額を行う

事業。 

まちなか居住の推進に寄与

する本事業は、まちを歩く人

●支援措置 

公的賃貸住宅

家賃対策調整

補助金 

●実施時期 

平成 16 年度 

～令和６年度 
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マンションへの入居の支援

を行う。 

●実施時期 

平成 16 年度～令和６年度 

の増加に寄与する。 

●事業名 

大手通坂之上町地区第一種

市街地再開発事業（再掲） 

●内容 

市街地再開発事業により、

公共公益、業務、商業施

設、集合住宅、駐車場等を

整備する 

●実施時期 

平成 29 年度～令和７年度 

独立行政

法人都市

再生機

構、長岡

市 

賑わいの芽が出始めている

大手通交差点西側のエリア

で、市街地再開発事業によ

り、人づくりと産業振興を支

える地方創生の拠点施設を整

備する事業。 

新たな賑わいと回遊性を高

める人の流れを創出する本事

業は、まちを歩く人、まちで

起業する人、まちに集う若者

の増加に寄与する。 

●支援措置 

社会資本整備

総合交付金

（市街地再開

発事業等） 

●実施時期 

平成 29 年度

～令和６年度 

 

●事業名 

若者のまち居場所づくり 

推進事業① 

●内容 

旧柳原分庁舎敷地を活用

し、若者が居住できる環境

を整備する。 

●実施時期 

令和元年度～５年度 

長岡市、

民間事業

者 

旧柳原分庁舎敷地を活用

し、若者が居住できる環境を

整備するとともに、地元住民

にとって有益となる生活利便

施設の整備を検討する事業。 

中心市街地において、若者

が住まう環境を整える本事業

は、まちに集う若者の増加に

寄与する。 

●支援措置 

民間資金等活 

用事業調査費 

補助事業 

●実施時期 

令和２年度 

 

 

（４）国の支援がないその他の事業 

事業名、内容及び 

実施時期 
実施主体 

目標達成のための位置付け 

及び必要性 

国以外の支援

措置の内容 

及び実施時期 

その他 

の事項 

●事業名 

まちなか居住区域定住促進

事業 

●内容 

まちなかへの転入・転居者

が住宅を購入等して居住す

る場合、固定資産税を免除

する。 

●実施時期 

平成 30 年度～ 

長岡市 まちなかへの転入・転居者

が住宅を購入等して居住する

場合に、この住宅に係る固定

資産税を３年間半額に免除す

る事業。子育て世帯は免除期

間を５年間に延長する。 

まちなか定住を促進する本

事業は、まちを歩く人、まちに

集う若者の増加に寄与する。 

  

●事業名 

まちなか建物更新等支援事

まちづく

りを目指

民間事業者や組合などが主

体となった老朽建築物等や空
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業（再掲） 

●内容 

老朽建築物や空き地の共同

化による市街地環境の整

備・改善を行う事業者を支

援する。 

●実施時期 

平成 28 年度～令和７年度 

す団体、

民間事業

者、長岡

市 

き地の共同化による市街地環

境の整備・改善を支援する事

業。 

市街地の機能更新と高度利

用を図り、安全・安心なまち

づくりを支援する本事業は、

まちを歩く人、まちに集う若

者の増加に寄与する。 

●事業名 

長岡まちなかリノベーショ

ン推進事業 

●内容 

中心市街地内の空き家、空

き店舗活用策の一つとし

て、リノベーションの支

援、普及啓発を図る。 

●実施時期 

令和元年度～４年度 

長岡市、

長岡造形

大学 

中心市街地に増えてきてい

る空き家、空き店舗活用策の

一つとして、リノベーション

手法を用いた建物利用を支援

し普及啓発を図る事業。 

中心市街地において新たな

建物利用を促す本事業は、ま

ちを歩く人、まちで起業する

人、まちに集う若者の増加に

寄与する。 

  

●事業名 

空き家対策事業 

●内容 

中心市街地内の空き家の有

効活用を促進し、居住人口

の増加を図る。 

●実施時期 

平成 21 年度～ 

長岡市 「空き家バンク」等の実施

により、空き家の有効活用を

通して、まちなか居住、住み

替え、UJI ターンによる定住

を促進し活性化を図る事業。 

まちなか居住を推進する本

事業は、まちを歩く人、まち

に集う若者の増加に寄与す

る。 
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７．中小小売商業高度化事業、特定商業施設等整備事業、民間中心市街地商業活性化事業、

その他の経済活力の向上のための事業及び措置に関する事項 

［１］経済活力の向上の必要性  

（１）現状分析 

本市は、商圏人口約 61 万１千人を擁する県下第２位の商業都市である。中心市街地は、

川西（信濃川左岸地域）の千秋が原・古正寺地区とともに、商業集積の中心地として一対

であり、本市の購買需要の多くを担っている。 

中心市街地は、モータリゼーションの進展や消費者のライフスタイルの多様化を背景

に、中心部の居住人口の減少や大型店の郊外部への出店、公共公益施設の郊外移転が進ん

だことなどが要因となり、消費者の郊外への流出が進んだ。特に、大規模小売店舗につい

ては「長崎屋長岡駅前店（平成７年閉店）」、「イチムラ（平成９年閉店）」、「ザ・プ

ライス丸大（平成 12 年閉店）」、「ダイエー長岡店（平成 17 年閉店）」、「丸専（平成

19年閉店）」、「大和長岡店（平成22年閉店）」などが中心市街地から撤退した。これら

大型店閉店のほか、老舗の個店の閉店も相次ぐなど、商業機能の空洞化と活力低下が進ん

でいった。 

一方、ＪＲ長岡駅ビルの大型店「ＣｏＣｏＬｏ」が増床（平成 19 年 11 月）、旧ダイエ

ー長岡店のビルが「Ｅ・ＰＬＡＺＡ」としてオープン（平成 19 年 12 月）など、大型店の

拡張・再生の動きがみられたものの、最寄品及び買回品の利用率は低下している。 

このような状況の中で、「まちなか型公共サービス」の導入・展開に取り組み、アオー

レ長岡やまちなかキャンパス長岡、ちびっこ広場などの公共公益施設が大手通りに新たに

整備され、中心市街地の公共公益施設利用者は年間 228 万人を超えた。特に、アオーレ長

岡は、市民のみならず全国各地から視察者が訪れるなど、中心市街地の集客力・求心力と

なり、空き店舗の減少につながった。しかしながら、その集客力はＪＲ長岡駅及びアオー

レ長岡の周辺にとどまっており、中心市街地における空き店舗が再び増加している。 

 

（２）商業の活性化の必要性 

○ 市民の購買需要に応え、まちなか居住の基礎的生活サービスを提供する観点から

も、まちなか商業の維持・活性化が不可欠であり、商業活性化に取り組むことが重

要である。 

○ アオーレ長岡等と連携した集客イベントの実施などにより、まちなかの回遊性を高

めるとともに、空き店舗等の活用を視野に入れた魅力的な個店や商店街づくりに取

り組む必要がある。 

○ 将来の長岡市を担う若者がまちなかへ訪れる機会とビジネスチャンスの創出など、

商店街全体の新陳代謝と魅力向上を図る必要がある。 

 

（３）フォローアップの考え方 

事業の進捗状況について毎年度確認を行い、状況に応じて必要な改善措置を講じる。 
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［２］具体的事業等の内容 

（１）法に定める特別の措置に関連する事業 

事業名、内容及び 

実施時期 
実施主体 

目標達成のための位置付け 

及び必要性 

支援措置の 

内容及び 

実施時期 

その他 

の事項 

●事業名 

第一種大規模小売店舗立地

法特例区域の設定 

●内容 

第一種大規模小売店舗立地

法特例区域の設定を新潟県

に要請し、新潟県が検討の

上、特例区域を設定する。 

●実施時期 

令和元年度～６年度 

長岡市 

 

大規模小売店舗の立地が可

能な空き店舗、遊休地が発生

するなど、迅速な店舗誘致が

求められる場合、新潟県に対

して、法定手続きを速やかに

進められる「第一種大規模小

売店舗立地法特例区域」の設

定を要請する。 

速やかに新たな大規模小売

店舗の出店を促す本事業は、

まちを歩く人、まちに集う若

者の増加に寄与する。 

●支援措置 

大規模小売店

舗立地法の特

例（第一種大

規模小売店舗

立地法特例区

域） 

●実施時期 

令和元年度 

～６年度 

 

●事業名 

歩道の有効活用「まちカフ

ェ」事業 

●内容 

道路占用の特例を受け、広

幅員の歩道を活用したオー

プンカフェを実施する。 

●実施時期 

令和元年度～６年度 

長岡市、

長岡市中

心市街地

活性化協

議会、長

岡市商店

街連合会 

 

広幅員の歩道上に露店、商

品置場、看板、旗ざおなどを

設置し、オープンカフェを実

施する事業。 

店舗のにぎわいを通りへと

広げる本事業は、まちを歩く

人の増加に寄与する。 

●支援措置 

道路占用の特

例 

●実施時期 

令和元年度 

～６年度 

 

 

 

（２）①認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した特例措置に関連する事業 

事業名、内容及び 

実施時期 
実施主体 

目標達成のための位置付け 

及び必要性 

支援措置の 

内容及び 

実施時期 

その他 

の事項 

●事業名 

バスケによるまちづくり事

業 

●内容 

プロバスケットボールチー

ムの新潟アルビレックスＢ

Ｂと連携したまちづくりを

行う。 

●実施時期 

平成 28 年度～ 

㈱新潟プ

ロバスケ

ットボー

ル、ＮＰ

Ｏ法人な

がおか未

来創造ネ

ットワー

ク、長岡

市 

アオーレ長岡をホームアリ

ーナとする新潟アルビレック

スＢＢを応援するとともに、

観戦者のまちなか利用を促進

する事業。 

バスケットボール観戦者を

増やし、中心市街地の利用者

を増やす本事業は、まちを歩

く人、まちに集う若者の増加

に寄与する。 

●支援措置 

中心市街地活

性化ソフト事

業 

●実施時期 

平成 31 年４

月～令和７年

３月 

区域内 
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●事業名 

まちなか賑わい創出事業 

●内容 

まちなかの情報を広く周

知するため、大手通交差

点の大型ビジョン等を活

用した情報発信を行う。 

●実施時期 

平成 23 年度～ 

ＮＰＯ法

人ネット

ワーク・

フェニッ

クス 

 

官民連携によるまちづくり

への意識高揚を図り、中心市

街地における市民活動等の活

発化を図るため、情報発信活

動を行う事業。 

まちなかの賑わいを創出す

る本事業は、まちを歩く人、

まちに集う若者の増加に寄与

する。 

●支援措置 

中心市街地活

性化ソフト事

業 

●実施時期 

平成 31 年４

月～令和７年

３月 

区域内 

 

【参考】 

中心市街

地活性化

ソフト事業

は平成 28

年度～ 

●事業名 

中心市街地活力再生事業 

●内容 

多様な関係者の参画によ

り、中心市街地の活力再生

を目指す。 

●実施時期 

平成 19 年度～ 

長岡市中

心市街地

活性化協

議会、長

岡市 

多様な関係者のまちづくり

への参画を促し、まちなかに

おける新たな賑わいづくりや

活性化に対する意識啓発を図

る事業。 

中心市街地の活力再生を図

る本事業は、まちを歩く人、

まちに集う若者の増加に寄与

する。 

●支援措置 

中心市街地活

性化ソフト事

業 

●実施時期 

平成 31 年４

月～令和７年

３月 

区域内 

 

●事業名 

中心市街地活性化調査・検

証事業 

●内容 

中心市街地の活性化状況を

調査・検証し、新たな政策

展開につなげる。 

●実施時期 

平成 20 年度～ 

長岡市 中心市街地で実施される

様々な事業の効果を検証し、

活性化につながる新たな政策

につなげる事業。 

中心市街地の新たな活性化

策につながる本事業は、まち

を歩く人、まちで起業する

人、まちに集う若者の増加に

寄与する。 

●支援措置 

中心市街地活

性化ソフト事

業 

●実施時期 

平成 31 年４

月～令和７年

３月 

区域内 

●事業名 

若手商業者活動支援事業 

●内容 

魅力ある中心市街地の商

業、商店街を形成するた

め、若手経営者などを対象

に、活性化方策の検討等を

行う。 

●実施時期 

平成 25 年度～ 

中心市街

地商業・

商店街活

性化運営

委員会 

若手経営者や商店街未加入

者などを対象に、商業関係の

活性化方策を検討することに

より、元気で魅力ある中心市

街地の商業・商店街を形成す

る事業。 

中心商店街の魅力の向上を

図る本事業は、まちを歩く

人、まちに集う若者の増加に

寄与する。 

●支援措置 

中心市街地活

性化ソフト事

業 

●実施時期 

平成 31 年４

月～令和７年

３月 

区域内 

 

【参考】 

中心市街

地活性化

ソフト事業

は平成 26

年度～ 

●事業名 

商店街ライトアップ促進事業 

●内容 

まちなかの賑わいを創出す

るため、ライトアップ等を

各商店街 中心商店街のアーケードに

おいて、冬期間のイベントに

合わせたライトアップ等を行

うことにより、まちなかの賑

わいを演出する事業。 

明るく賑わいのある商店街

●支援措置 

中心市街地活

性化ソフト事

業 

 

区域内 

 

【参考】 

中心市街

地活性化

ソフト事業
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行う商店街に対して支援す

る。 

●実施時期 

平成７年度～ 

づくりを進める本事業は、ま

ちを歩く人、まちに集う若者

の増加に寄与する。 

●実施時期 

平成 31 年４

月～令和７年

３月 

は平成 26

年度～ 

●事業名 

個別商店街の活性化事業 

●内容 

中心市街地の活性化を図る

ため、各商店街が販売促進

や活性化事業を実施する。 

●実施時期 

平成２年～ 

各商店街 各商店街が販売促進や商店

街活性化に取り組む事業。 

それぞれの商店街が継続的

に活性化に取り組む本事業

は、まちを歩く人、まちに集

う若者の増加に寄与する。 

●支援措置 

中心市街地活

性化ソフト事

業 

●実施時期 

平成 31 年４

月～令和７年

３月 

区域内 

 

【参考】 

中心市街

地活性化

ソフト事業

は平成 26

年度～ 

●事業名 

露店市場管理運営事業

（五・十の市） 

●内容 

中心市街地の商業の活性化

を図るため、毎月定期的に

露店市場を開設する。 

●実施時期 

昭和 24 年度～ 

長岡露店

市場出店

者共同組

合、長岡

市 

新鮮でおいしい地元農産物

が買える場所として市民に定

着している五・十の市を毎月

定期的に開設し、中心市街地

の商業の活性化を図る事業。 

来街者の増加と商業の活性

化につながる本事業は、まち

を歩く人の増加に寄与する。 

●支援措置 

中心市街地活

性化ソフト事

業 

●実施時期 

平成 31 年４

月～令和７年

３月 

区域内 

 

【参考】 

中心市街

地活性化

ソフト事業

は平成 26

年度～ 

●事業名 

長岡まつり平和祭・昼行事

の開催 

●内容 

長岡まつり期間中、中心市

街地の賑わいを創出するた

め、平和祭等を開催する。 

●実施時期 

昭和 26 年度～ 

長岡市、

長岡商工

会議所、

長岡観光

コンベン

ション協

会、長岡

市大手通

商店街振

興組合 

全国有数の大花火大会を誇

る長岡まつりの平和祭と昼行

事を大手通り周辺の歩行者天

国を会場に開催する事業。 

平和祭のみこし渡御や大民

踊流し、昼行事のふれあい広

場やわんぱくおまつり広場に

多くの人が訪れる本事業は、

まちを歩く人、まちに集う若

者の増加に寄与する。 

●支援措置 

中心市街地活

性化ソフト事

業 

●実施時期 

平成 31 年４

月～令和７年

３月 

区域内 

 

【参考】 

中心市街

地活性化

ソフト事業

は平成 26

年度～ 

●事業名 

まちなか商店街賑わい創出

事業 

●内容 

中心商店街の賑わい創出の

ため、歩行者天国などのイ

ベントを開催する。 

●実施時期 

平成 30 年度～ 

長岡市商

店街振興

組合連合

会 

中心市街地の賑わい創出に

向けた集客策として、歩行者

天国やビアガーデン、お化け

屋敷などのイベントを実施す

る事業。 

賑わいの創出と商店街の活

性化につながる本事業は、ま

ちを歩く人、まちに集う若者

の増加に寄与する。 

●支援措置 

中心市街地活

性化ソフト事

業 

●実施時期 

平成 31 年４

月～令和７年

３月 

区域内 

●事業名 

越後長岡美酒めぐり事業 

「越後長

岡」観光

中心市街地等の飲食店と連

携し、長岡の特産である「地

●支援措置 

中心市街地活

区域内 
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●内容 

中心市街地の回遊性を高め

るため、中心市街地飲食店

と連携した「地酒めぐり｣

を実施する。 

●実施時期 

平成 25 年度～令和３年度 

振興委員

会 

酒｣を活用した回遊イベント

を実施する事業。 

中心市街地における回遊性の

向上、広域からの観光客の集客

と賑わいの創出を図る本事業

は、まちを歩く人、まちに集う

若者の増加に寄与する。 

性化ソフト事

業 

●実施時期 

平成 31 年４

月～令和４年

３月 

【参考】 

中心市街

地活性化

ソフト事業

は平成 26

年度～ 

●事業名 

五十六まつり事業 

●内容 

中心市街地のにぎわい創出

等を図るため、郷土の偉人

「山本五十六」にちなんだ

イベントを実施する。 

●実施時期 

平成 22 年度～ 

大手通商

店街振興

組合 

大手通りの歩行者天国に併

せて、郷土の偉人「山本五十

六」にちなんだイベントを実

施する事業。 

中心市街地の賑わい創出を

図る本事業は、まちを歩く

人、まちに集う若者の増加に

寄与する。 

●支援措置 

中心市街地活

性化ソフト事

業 

●実施時期 

平成 31 年４

月～令和７年

３月 

区域内 

 

【参考】 

中心市街

地活性化

ソフト事業

は平成 26

年度～ 

●事業名 

多文化共生推進事業 

●内容 

外国人市民との交流イベン

トや日本語講座等を実施す

る。 

●実施時期 

平成 13 年度～ 

長岡市、

地球市民

の会イベ

ント実行

委員会 

まちなかで外国人市民との

交流や異文化理解を深めるイ

ベント、日本語講座などを実

施する事業。 

賑わいの創出と国際交流を

促進する本事業は、まちを歩

く人、まちに集う若者の増加

に寄与する。 

●支援措置 

中心市街地活

性化ソフト事

業 

●実施時期 

平成 31 年４

月～令和７年

３月 

区域内 

●事業名 

長岡しごと体験ランド事業 

●内容 

主に小学生を対象に職業体

験イベントを実施する。 

●実施時期 

平成 28 年度～ 

ながおか 

・若者・

しごと機

構 

企業、大学、専門学校と協

力し、主に小学生を対象とし

た職業体験イベントをまちな

かで実施する事業。 

多くの親子連れが訪れる本

事業は、まちを歩く人、まち

に集う若者の増加に寄与す

る。 

●支援措置 

中心市街地活

性化ソフト事

業 

●実施時期 

平成 31 年４

月～令和７年

３月 

区域内 

●事業名 

若者の出会い・交流促進事

業 

●内容 

学生と社会人の交流や婚活

イベントなどを実施する。 

●実施時期 

平成 27 年度～ 

ながおか 

・若者・

しごと機

構 

若者の出会いの場を創出す

るため、学生と社会人の交流

や婚活イベントなどをまちな

かで実施する事業。 

若者がまちなかに訪れるき

っかけになるとともに、新た

な交流を生む本事業は、まち

を歩く人、まちに集う若者の

増加に寄与する。 

●支援措置 

中心市街地活

性化ソフト事

業 

●実施時期 

平成 31 年４

月～令和７年

３月 

区域内 

●事業名 

学生交流「ちょい乗りバス

ながおか 

・若者・

中心市街地から離れた場所

に立地する市内の大学、専門

●支援措置 

中心市街地活

区域内 
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券」実証実験事業 

●内容 

郊外の大学、専門学校と中

心市街地をつなぐバスの運

賃を割引する。 

●実施時期 

平成 28 年度～ 

しごと機

構 

学校等と中心市街地を結ぶバ

スを、学生限定割引運賃で乗

車できるようにし、交流を促

進する事業。 

若者の中心市街地への来街

を促す本事業は、まちを歩く

人、まちに集う若者の増加に

寄与する。 

性化ソフト事

業 

●実施時期 

平成 31 年４

月～令和７年

３月 

●事業名 

若者チャレンジショップ事

業 

●内容 

起業を目指す若者を支援す

るため、体験出店、セミナ

ー、個別相談を実施する。 

●実施時期 

平成 30 年度～令和元年度 

ながおか 

・若者・

しごと機

構 

起業を目指す若者を支援す

るため、長岡商工会議所、起

業支援センターながおか clip

と連携し、中心市街地での体

験出店、セミナー、個別相談

を実施する事業。 

若者が中心市街地での体験

出店等を通して起業を目指す

本事業は、まちを歩く人、ま

ちで起業する人、まちに集う

若者の増加に寄与する。 

●支援措置 

中心市街地活

性化ソフト事

業 

●実施時期 

平成 31 年４

月～令和元年

10 月 

区域内 

●事業名 

米百俵まつりの開催 

●内容 

中心市街地の賑わいを創出

するため、「米百俵まつり」

を開催する。 

●実施時期 

平成 14 年度～ 

米百俵ま

つり実行

委員会、

長岡市 

中心市街地の賑わいを創出

するため、大手通り等を歩行

者天国にして「米百俵まつ

り」を開催する事業。 

広域からの観光客の誘客と

賑わいの創出、交流人口の増

加につながる本事業は、まち

を歩く人、まちに集う若者の

増加に寄与する。 

●支援措置 

中心市街地活

性化ソフト事

業 

●実施時期 

令和３年４月

～７年３月 

区域内 

 

 

（２）②認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した重点的な支援措置に関連する事業 

事業名、内容及び 

実施時期 
実施主体 

目標達成のための位置付け 

及び必要性 

支援措置の 

内容及び 

実施時期 

その他 

の事項 

●事業名 

学生起業家育成事業 

●内容 

ＮａＤｅＣ ＢＡＳＥをメ

イン会場に、学生の起業

創業のサポートを行う。 

●実施時期 

平成 30 年度～ 

長岡市、

長岡商工

会議所、

起業支援

センター

ながおか

ｃｌｉ

ｐ、市内

金融機関 

NaDeC BASE をメイン会

場に、産学金官の関係団体と

力を合わせ、学生等の起業創

業のサポートを行う事業。 

学生の起業を支援するとと

もに中心市街地への来街を促

す本事業は、まちを歩く人、

まちで起業する人、まちに集

う若者の増加に寄与する。 

●支援措置 

デジタル田園

都市国家構想

交付金 

●実施時期 

令和５年度～

令和６年度 
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（３）中心市街地の活性化に資するその他の支援措置に関連する事業 

事業名、内容及び 

実施時期 
実施主体 

目標達成のための位置付け 

及び必要性 

支援措置の 

内容及び 

実施時期 

その他 

の事項 

●事業名 

第二種大規模小売店舗立地

法特例区域の設定 

●内容 

第二種大規模小売店舗立地

法特例区域の設定を新潟県

に要請し、新潟県が検討の

上、特例区域を設定する。 

●実施時期 

令和元年度～６年度 

長岡市 

 

大規模小売店舗の立地が可

能な空き店舗、遊休地が発生

するなど、迅速な店舗誘致が

求められる場合、新潟県に対

して、法定手続きを速やかに

進められる「第二種大規模小

売店舗立地法特例区域」の設

定を要請する。 

速やかに新たな大規模小売

店舗の出店を促す本事業は、

まちを歩く人、まちに集う若

者の増加に寄与する。 

●支援措置 

大規模小売店

舗立地法の特

例（第二種大

規模小売店舗

立地法特例区

域） 

●実施時期 

令和元年度 

～６年度 

 

●事業名 

米百俵まつりの開催(再掲) 

●内容 

中心市街地の賑わいを創出

するため、「米百俵まつり」を

開催する。 

●実施時期 

平成 14 年度～ 

米百俵ま

つり実行

委員会、

長岡市 

中心市街地の賑わいを創出

するため、大手通り等を歩行

者天国にして「米百俵まつ

り」を開催する事業。 

広域からの観光客の誘客と

賑わいの創出、交流人口の増

加につながる本事業は、まち

を歩く人、まちに集う若者の

増加に寄与する。 

●支援措置 

地方創生推進

交付金 

●実施時期 

平成 28 年度

～令和２年度 

 

●事業名 

若者提案プロジェクト実現

事業 

●内容 

若者のアイデアの実現や交

流促進を図るため、若者会

議やアイデアコンテストを

開催する。 

●実施時期 

平成 27 年度～ 

ながおか 

・若者・

しごと機

構 

若者会議、アイデアコンテ

ストの開催や提案されたアイ

デア、プロジェクトの実現を

支援する事業。 

若者のアイデアの実現や交

流促進を図る本事業は、まち

で起業する人、まちに集う若

者の増加に寄与する。 

●支援措置 

地方創生応援

税制 

●実施時期 

平成 28 年度

～令和元年度 

 

●事業名 

まちなかゲストハウス整備

事業 

●内容 

インバウンドや観光需要等

を取り込むため、商店街に

安価な宿泊施設（ゲストハ

ウス）を整備する。 

●実施時期 

長岡市商

店街振興

組合連合

会、神保

興産 

 

商店街の空きフロアを活用

して安価な宿泊施設（ゲスト

ハウス）を整備し、インバウ

ンドや観光需要等を取り込ん

で、商店街への回遊を促す事

業。 

観光客や学生などを中心市

街地へ呼び込む本事業は、ま

ちを歩く人、まちに集う若者

の増加に寄与する。 

●支援措置 

商店街活性

化・観光消費

創出事業 

●実施時期 

令和元年度 
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令和元年度 

●事業名 

学生起業家育成事業 

（再掲） 

●内容 

ＮａＤｅＣ ＢＡＳＥをメイン会

場に、学生の起業創業のサ

ポートを行う。 

●実施時期 

平成 30 年度～ 

長岡市、

長岡商工

会議所、

起業支援

センター

ながおか

ｃｌｉｐ、市

内金融機

関 

ＮａＤｅＣ ＢＡＳＥをメイン会

場に、産学金官の関係団体と

力を合わせ、学生等の起業創

業のサポートを行う事業。 

学生の起業を支援するとと

もに中心市街地への来街を促

す本事業は、まちを歩く人、

まちで起業する人、まちに集

う若者の増加に寄与する。 

●支援措置 

地方創生推進

交付金 

●実施時期 

令和元年度～

４年度 

 

●事業名 

歩道の有効活用「まちカフ

ェ」事業（再掲） 

●内容 

道路占用の特例を受け、広

幅員の歩道を活用したオー

プンカフェを実施する。 

●実施時期 

令和元年度～５年度 

長岡市、

長岡市中

心市街地

活性化協

議会、長

岡市商店

街連合会 

 

広幅員の歩道上に露店、商

品置場、看板、旗ざおなどを

設置し、オープンカフェを実

施する事業。 

店舗のにぎわいを通りへと

広げる本事業は、まちを歩く

人の増加に寄与する。 

●支援措置 

新型コロナウ

イルス感染症

対応地方創生

臨時交付金 

●実施時期 

令和２年度 

 

●事業名 

若手商業者活動支援事業

（再掲） 

●内容 

魅力ある中心市街地の商

業、商店街を形成するた

め、若手経営者などを対象

に、活性化方策の検討等を

行う。 

●実施時期 

平成 25 年度～ 

中心市街

地商業・

商店街活

性化運営

委員会 

若手経営者や商店街未加入

者などを対象に、商業関係の

活性化方策を検討することに

より、元気で魅力ある中心市

街地の商業・商店街を形成す

る事業。 

中心商店街の魅力の向上を

図る本事業は、まちを歩く

人、まちに集う若者の増加に

寄与する。 

●支援措置 

新型コロナウ

イルス感染症

対応地方創生

臨時交付金 

●実施時期 

令和３年度～

６年度 

 

●事業名 

長岡まつり平和祭・昼行事

の開催（再掲） 

●内容 

長岡まつり期間中、中心市

街地の賑わいを創出するた

め、平和祭等を開催する。 

●実施時期 

昭和 26 年度～ 

長岡市、

長岡商工

会議所、

長岡観光

コンベン

ション協

会、長岡

市大手通

商店街振

興組合 

全国有数の大花火大会を誇

る長岡まつりの平和祭と昼行

事を大手通り周辺の歩行者天

国を会場に開催する事業。 

平和祭のみこし渡御や大民

踊流し、昼行事のふれあい広

場やわんぱくおまつり広場に

多くの人が訪れる本事業は、

まちを歩く人、まちに集う若

者の増加に寄与する。 

●支援措置 

新型コロナウ

イルス感染症

対応地方創生

臨時交付金 

●実施時期 

令和２年度～

４年度 

 

●事業名 

まちなか商店街賑わい創出

事業（再掲） 

長岡市商

店街振興

組合連合

中心市街地の賑わい創出に

向けた集客策として、歩行者

天国やビアガーデン、お化け

●支援措置 

新型コロナウ

イルス感染症
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●内容 

中心商店街の賑わい創出の

ため、歩行者天国などのイ

ベントを開催する。 

●実施時期 

平成 30 年度～ 

会 屋敷などのイベントを実施す

る事業。 

賑わいの創出と商店街の活

性化につながる本事業は、ま

ちを歩く人、まちに集う若者

の増加に寄与する。 

対応地方創生

臨時交付金 

●実施時期 

令和３年度～

６年度 

●事業名 

米百俵まつりの開催(再掲) 

●内容 

中心市街地の賑わいを創出

するため、「米百俵まつ

り」を開催する。 

●実施時期 

平成 14 年度～ 

米百俵ま

つり実行

委員会、

長岡市 

 

中心市街地の賑わいを創出

するため、大手通り等を歩行

者天国にして「米百俵まつ

り」を開催する事業。 

広域からの観光客の誘客と

賑わいの創出、交流人口の増

加につながる本事業は、まち

を歩く人、まちに集う若者の

増加に寄与する。 

●支援措置 

新型コロナウ

イルス感染症

対応地方創生

臨時交付金 

●実施時期 

令和４年度 

 

 

 

（４）国の支援がないその他の事業 

事業名、内容及び 

実施時期 
実施主体 

目標達成のための位置付け 

及び必要性 

国以外の支援
措置の内容 
及び実施時期 

その他 

の事項 

●事業名 

「長岡芸術工事中」の開催 

●内容 

長岡造形大学の学生の作品

展示を中心としたアートイ

ベントを開催する。 

●実施時期 

平成 26 年度～ 

ヤングア

ート長岡

実行委員

会（長岡

造形大学 

、長岡悠

久ライオ

ンズクラ

ブ、なが

おか・若

者・しご

と機構、

長岡市） 

中心市街地の商店や飲食店

を舞台に、長岡造形大学生の

作品展示を中心としたアート

イベントを開催する事業。 

学生の活躍の場と賑わいの

創出を図る本事業は、まちを

歩く人、まちに集う若者の増

加に寄与する。 

  

●事業名 

商業環境施設整備事業 

●内容 

商店街機能の維持・強化お

よび魅力向上を図るため、

アーケード整備や街路灯等

の施設整備を支援する。 

●実施時期 

各商店街

等 

アーケード整備や街路灯等

の施設整備を図ることによ

り、商店街機能の維持・強化

および魅力向上に資する。 

中心商店街の魅力向上を図

る本事業は、まちを歩く人、

まちに集う若者の増加に寄与

する。 

●支援措置 

新潟県商店街

機能強化等促

進事業 

●実施時期 

平成 26 年度

～ 
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平成元年度～ 

●事業名 

長岡まちなかリノベーショ

ン推進事業（再掲） 

●内容 

中心市街地内の空き店舗活

用の一つとして、リノベー

ションの支援、普及啓発を

図る。 

●実施時期 

令和元年度～４年度 

長岡市、

長岡造形

大学 

中心市街地に増えてきてい

る空き店舗活用策の一つとし

て、リノベーション手法を用

いた建物利用を支援し普及啓

発を図る事業。 

中心市街地において新たな

建物利用を促す本事業は、ま

ちを歩く人、まちで起業する

人、まちに集う若者の増加に

寄与する。 

  

●事業名 

共通駐車券・お買い物バス

券事業 

●内容 

来街者の利便性向上を図る

ため、購入者に共通駐車券

やバス回数券を配布する。 

●実施時期 

平成７年度～ 

長岡市商

店街連合

会 

中心市街地内の商店街や大

型店において買い物をした人

に、共通駐車券やバス回数券

の配布サービスを行う事業。 

中心市街地への買い物客の

利便性向上を図り、商店街の

活性化を図る本事業は、まち

を歩く人、まちに集う若者の

増加に寄与する。 

  

●事業名 

中心商店街 100 円駐車場運

営事業 

●内容 

来街者の利便性を高めるた

め、臨時駐車場の料金を 30

分 150 円から 100 円に値下

げする。 

●実施時期 

平成 18 年度～令和２年度 

長岡市商

店街振興

組合連合

会 

商店街が土日祝日に設置し

ている臨時駐車場の料金を値

下げすることにより、自家用

車による買い物客等の利便性

の向上を図る事業。 

中心市街地への来街を促進

し、近隣の民間駐車場への波

及による効果の拡大も期待さ

れる本事業は、まちを歩く

人、まちに集う若者の増加に

寄与する。 

  

●事業名 

まちなか歴史館めぐり事業 

●内容 

回遊性向上のため、まちな

かに整備された歴史館等の

周遊を促進する。 

●実施時期 

平成 22 年度～令和元年度 

「越後長

岡」観光

振興委員

会 

まちなかに整備された歴史

館等の周遊を促進するため、

スタンプラリーなどを実施す

る事業。 

中心市街地の回遊性を高

め、賑わいの創出を図る本事

業は、まちを歩く人、まちに

集う若者の増加に寄与する。 

  

●事業名 

ＮａＤｅＣ ＢＡＳＥ活用事業 

●内容 

ながおか 

・若者・

しごと機

中心市街地において、若者

が気軽に集い、活動し、交流

が生まれる機会を提供する事
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若者が集い、活動・交流が

生まれる機会を提供する。 

●実施時期 

平成 30 年度～ 

構 業。 

中心市街地への若者の来街

を促す本事業は、まちを歩く

人、まちに集う若者の増加に

寄与する。 
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８．４から７までに掲げる事業及び措置と一体的に推進する事業に関する事項 

［１］ 公共交通機関の利便性の増進、特定事業及び措置の推進の必要性  

（１）現状分析 

本市の中心市街地は、上越新幹線・信越本線などの停車駅であるＪＲ長岡駅を中心に形

成されており、市内全域に放射状に広がっているバス路線など、公共交通の結節点として

高い利便性を兼ね備えた重要な役割を果たしている区域である。 

この 10 年間では、２期の中心市街地活性化基本計画に基づき、ＪＲ長岡駅の東西を結ぶ

自由通路の延伸や大手スカイデッキの整備等に取り組み、バリアフリー化を完了し、ＪＲ

長岡駅を起終点とする市街地循環バスの運行とその拡大に取り組んできた。 

しかしながら、依然として市民の移動手段は自家用車の利用が高く、中心市街地に来街

する 7 割強が車を利用している状況にあり、中心市街地内に主要渋滞箇所が６箇所存在し

ている。また、公共交通機関のＪＲ長岡駅の乗車人員は横ばいに推移するものの、市内主

要バス路線の利用者数は減少傾向にある。 

 

（２）公共交通機関の利便性の増進及び特定事業の推進の必要性 

○ 公共交通機関は、高校生や高齢者など自動車を運転できない市民にとって日常生活

に不可欠な移動手段であるとともに、温室効果ガス排出量の削減や健康増進などの

観点においても有効な手段である。 

○ 来街交通手段として自動車利用のニーズが非常に高いことから、当面は、自動車を

含めた誰にでもやさしく便利な交通環境の創出を目指しつつも、将来的な公共交通

への利用転換を見据えた取組が必要である。 

○ 通勤、通学、買い物、観光、各種イベントへの参加など、それぞれの目的に応じた

移動手段を選択できるように、自動車、鉄道やバス路線のほか、自転車も含めた中

心市街地への総合的なアクセス性の向上を図ることが必要である。 

 

（３）フォローアップの考え方 

事業の進捗状況について毎年度確認を行い、状況に応じて必要な改善措置を講じる。 
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［２］具体的事業等の内容 

（１）法に定める特別の措置に関連する事業 

該当なし 

（２）①認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した特例措置に関連する事業 

事業名、内容及び 

実施時期 

実施主体 目標達成のための位置付け 

及び必要性 

支援措置の 

内容及び 

実施時期 

その他 

の事項 

●事業名 

学生交流「ちょい乗りバス

券」実証実験事業（再掲） 

●内容 

郊外の大学、専門学校と中

心市街地をつなぐバスの運

賃を割引する。 

●実施時期 

平成 28 年度～ 

ながおか 

・若者・

しごと機

構 

中心市街地から離れた場所

に立地する市内の大学、専門

学校等と中心市街地を結ぶバ

スを、学生限定割引運賃で乗

車できるようにし、交流を促

進する事業。 

若者の中心市街地への来街

を促す本事業は、まちを歩く

人、まちに集う若者の増加に

寄与する。 

●支援措置 

中心市街地活

性化ソフト事

業 

●実施時期 

平成 31 年４

月～令和７年

３月 

区域内 

（２）②認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した重点的な支援措置に関連する事業 

該当なし 

（３）中心市街地の活性化に資するその他の支援措置に関連する事業 

事業名、内容及び 

実施時期 
実施主体 

目標達成のための位置付け 

及び必要性 

支援措置の 

内容及び 

実施時期 

その他 

の事項 

●事業名 

駐車場案内システム改善事

業（再掲） 

●内容 

来街者の利便性向上を図る

ため、既存システムの改善

を行う。 

●実施時期 

令和２年度～７年度 

長岡市 来街者の増加や新たな公共

施設整備に対応するため、駐

車場案内表示板の増設とシス

テムの改修を行う事業。 

駐車場の情報提供強化を図

り来街者の利便性を向上させ

る本事業は、まちを歩く人、

まちに集う若者の増加に寄与

する。 

●支援措置 

都市構造再編 

集中支援事業 

補助金（長岡

市中心市街地

地区） 

●実施時期 

令和２年度～

７年度 

 

●事業名 

店ちか駐輪場設置社会実験

事業（再掲） 

長岡市 歩道上の無秩序な駐輪を抑

制し、安全・安心な歩行空間

を確保するため、路上駐輪場

●支援措置 

①都市構造再

編集中支援事
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●内容 

まちなか空間の利便性を向

上させるため、路上駐輪場

を試験的に設置する。 

●実施時期 

令和２年度～３年度 

を試験的に設置する事業。 

中心市街地への来街者の利

便性の向上に資する本事業

は、まちを歩く人、まちに集

う若者の増加に寄与する。 

業補助金（長

岡市中心市街

地地区）） 

②社会資本整

備総合交付金

（まちなかウ

ォーカブル推

進事業） 

●実施時期 

①令和２年度

②令和３年度 

（４）国の支援がないその他の事業 

事業名、内容及び 

実施時期 
実施主体 

目標達成のための位置付け 

及び必要性 

国以外の支援

措置の内容及

び実施時期 

その他 

の事項 

●事業名 

まちなかレンタサイクル事

業 

●内容 

まちなかの手軽な移動手段

として、レンタサイクルを

実施する。 

●実施時期 

平成 26 年度～ 

長岡市中

心市街地

活性化協

議会 

長岡を訪れた観光客等を対

象に、中心市街地内の手軽な

移動手段として自転車を貸し

出す事業。 

観光の活性化、回遊性の創

出を図る本事業は、まちを歩

く人、まちに集う若者の増加

に寄与する。 

  

●事業名 

ノンステップバス等導入事

業 

●内容 

誰もが利用しやすい交通環

境のため、低床バス購入費

の一部を補助する。 

●実施時期 

平成 9年度～ 

越後交通

(株)、長

岡市 

高齢者や障がい者など、誰

もが利用しやすい交通環境を

確保するため、バス事業者に

対し低床バス購入費の一部を

補助する事業。 

来街者の利便性向上を図る

本事業は、まちを歩く人、ま

ちに集う若者の増加に寄与す

る。 
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◆４から８までに掲げる事業及び措置の実施箇所 

●大手通坂之上町地区第一種市街地再開

発事業 

●まちなか図書館（仮称）整備事業 

●産学連携情報交流センター（仮称） 

整備事業 

●多世代交流拠点整備検討調査事業 

●まちなか観光交流センター（仮称） 

整備事業 

●歴史人物史展示整備事業 

●米百俵広場（仮称）整備事業 

●長岡駅東口エレベーター

更新事業 

●まちなか賑わい創出事業 

●多世代健康まちづくり事業 

●高齢者向け優良賃貸住宅家賃減額補

助事業 

●空き家対策事業 

●越後長岡美酒めぐり事業 

●米百俵まつりの開催 

●長岡まつり平和祭・昼行事の開催 

●五十六まつり事業 

●まちなか商店街賑わい創出事業 

●個別商店街の活性化事業 

●バスケによるまちづくり事業 

●多文化共生推進事業 

●若者の出会い・交流促進事業 

●「長岡芸術工事中」の開催 

●若者提案プロジェクト実現事業 

●ノンステップバス等導入事業 

●大規模小売店舗立地法特例区域の設

定（一種、二種） 

●トモシア交流支援事業 

●長岡戦災資料館移転事業 

●露天市場管理運営事業 

（五・十の市） 

●まちなか歴史館めぐり事業 

 対象施設： 

●アオーレ長岡活用事業 

●ナカドマ活用事業 

●市民活動フェスタの開催 

●のもーれ長岡事業 

●長岡産食材マルシェ事業 

●すこやかともしびまつり事業 

●二十歳のつどい連携事業 

●長岡しごと体験ランド事業 

●まちなか美術展覧会事業 

●共通駐車券・お買物バス券事業 
●中心商店街 100 円駐車場運営事業 
●商店街ライトアップ促進事業 
●若手商業者活動支援事業 
●商業環境施設整備事業 
●中心市街地活力再生事業 
●中心市街地活性化調査・検証事業 

●学生交流「ちょい乗りバス券」 
実証実験事業 

●まちなか居住区域定住促進事業 
●長岡まちなかリノベーション推進事業 

ハード核事業 

ソフト核事業 

全 74 事業 新規事業（26 事業）、継続事業（48 事業） 

●歩道の有効活用 

「まちカフェ」事業 

●若者のまち居場所づくり推進事業 ① 

●ＮａＤｅＣ構想先行実施事業 

●ＮａＤｅＣ ＢＡＳＥ活用事業 

●若者チャレンジショップ事業 

●学生起業家育成事業 

●米百俵プレイス ミライエ長岡

ミライエクリエイティブキッズ

プログラム実施事業 

●ＮａＤｅＣ推進事業 

●長岡駅東口地区 

公共施設整備検討事業 

●子育ての駅ちびっこ広場駐車料金負担軽減事業 

●子育ての駅ちびっこ広場・まちなか保育園の運営 

●まちなかキャンパス長岡事業 

ｱｵｰﾚ長岡 

●まちなかレンタサイクル事業 

●まちなか建物更新等支援事業 
●駐車場案内システム改善事業 
●店ちか駐輪場設置社会実験事業 
●まちなか公共サイン整備事業 
●歩行者通行量画像解析カメラ整備 
事業 

●まちなか歩行者誘導サイン整備社
会実験事業 

●互尊文庫移転事業 

●大手通界隈Ｄ（城内町１丁目）地区 

優良建築物等整備事業 

●まちなかゲストハウス

整備事業 

●若者のまち居場所づくり推進事業 ② 

●明治公園整備事業 

●長岡戦災資料館整備移転事業 
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９．４から８までに掲げる事業及び措置の総合的かつ一体的推進に関する事項 

[１] 市町村の推進体制の整備等 

 

＜長岡市の推進体制図＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）市庁内体制 

① 中心市街地活性化を担当する統括組織（平成 31 年４月１日現在） 

本市では、中心市街地の整備、市街地再開発、中心市街地活性化の計画策定や施策推進の

ため、平成 25 年４月１日付けで部級組織「中心市街地整備室」を新設した。 

部級組織 中心市街地整備室 

所管事項 
中心市街地の整備、中心市街地活性化に関する計画

策定及び推進、市街地再開発事業 

人員体制 室長１名、担当課長３名ほか 13 名 
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②庁内の連絡調整等 

・まちなか政策検討会議 

中心市街地活性化に向けた部局横断的な検討組織として、関係部長以上の職員で構成

する「まちなか政策検討会議」を設置し、必要に応じて基本的な方針を決定する。 

職 名（平成 30年４月１日現在） 

副市長、地域政策監、政策監、技監、地方創生推進部長、総務部長、財務部長、 

市民協働推進部長、商工部長、観光・交流部長、都市整備部長、中心市街地整備室長 

 

・まちなか政策庁内連絡会議 

まちなか政策検討会議の下部組織として、中心市街地活性化に資する事業を所管する

関係課の課長級職員で構成する「まちなか政策庁内連絡会議」を設置し、必要に応じて、

個別事業の全体調整・運営等を行う。 

職 名（平成 30年４月１日現在） 主な所管事項 

地方創生推進部政策企画課長 

地方創生推進部ながおか・若者・しごと機構推進課長 

市民協働推進部アオーレ交流課長 

商工部産業イノベーション課長 

商工部産業支援課長 

観光交流部観光企画課長 

都市整備部都市計画課長 

都市整備部住宅施設課長 

都市整備部交通政策課長 

中心市街地整備室まちなか政策担当課長 

総合計画、総合戦略 

若者に対する政策全般 

アオーレ長岡の活用 

産業政策、起業・創業支援 

商業振興政策 

観光振興政策 

コンパクトシティ、立地適正化 

住宅政策、まちなか居住 

交通政策、公共交通 

中心市街地政策全般 

 

③市議会における中心市街地活性化に関する審議の内容 

平成 30年 12 月議会 [本 会 議]米百俵プレイス（仮称）の活用について 

再開発事業について 

[建設委員会]米百俵プレイス（仮称）リノベーション棟について  など 

平成 30 年９月議会 [建設委員会]長岡駅周辺の歩行者空間について 

大規模小売店舗の撤退による影響について 

まちなか居住促進について など 

平成 30 年６月議会 [本 会 議]第３期計画における中心市街地の未来像について 

[建設委員会]中心市街地の駐車場案内システムについて 

大手通坂之上町地区の再開発事業について など 

平成 30 年３月議会 [建設委員会]中心市街地の交通政策について 

学生のまちなか居住の推進について 

中心市街地活力再生事業について など 
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［２］中心市街地活性化協議会に関する事項 

（１）協議会の概要 

中心市街地活性化協議会については、中心市街地の活性化に関する法律第 15 条第１項第１

号に定める都市機能の増進を総合的に推進するための調整を図る者である特定非営利活動法

人まちなか考房（平成19年 11月 15日付けで長岡市中心市街地整備推進機構に指定）及び同

項第２号に定める経済活力の向上を総合的に推進するための調整を図る者である長岡商工会

議所を中心として、平成 19 年 11 月 20 日に設置され、第１期基本計画の推進役を担ってきた。 

第２期基本計画の推進にあたっては、アオーレ長岡を中心に市民協働による活力あるまち

づくりの推進を目指し、その活動の場を中心市街地へと広げるため、長岡市中心市街地整備

推進機構に特定非営利活動法人ながおか未来創造ネットワークを平成 26 年７月１日付けで

指定した。 

（２）長岡市中心市街地活性化協議会構成員及び代表委員並びに監事、オブザーバー 

平成 31 年４月現在 

区 分 構 成 員 代表委員 

経済活力の向上 長岡商工会議所 会頭 

都市機能の増進 特定非営利活動法人ながおか未来創造ネットワーク 代表理事 

市町村 長岡市 副市長 

商店街 
長岡市商店街連合会 理事長 

長岡市大手通商店街振興組合 理事長 

再開発組合等 長岡市大手通坂之上町地区権利者協議会 会長 

大型店 ㈱トッキー 支社長 

公共交通機関 

越後交通㈱ 代表取締役社長 

東日本旅客鉄道㈱新潟支社長岡駅 駅長 

長岡市ハイヤー協会 会長 

地域経済 

㈱北越銀行 取締役頭取 

㈱大光銀行 取締役頭取 

㈱第四銀行 長岡ブロック営業本部長 

岡三にいがた証券㈱ 代表取締役社長 

有識者 

長岡技術科学大学 学長 

長岡造形大学 学長 

長岡大学 学長 

長岡崇徳大学 学長 

長岡工業高等専門学校 校長 

その他 

参加要請者 

長岡市社会福祉協議会 会長 

(一社)長岡観光コンベンション協会 会長 

(一社)長岡青年会議所 理事長 

長岡市飲食業組合連合会 会長 

長岡市ホテル旅館組合 組合長 

特定非営利活動法人ネットワーク・フェニックス 代表理事 
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区 分 構 成 員 代表委員 

特定非営利活動法人まちなか考房 代表理事 

特定非営利活動法人多世代交流になニーナ 代表理事 

中心市街地商業・商店街活性化運営委員会 委員長 

(一社)地域活性化・健康事業コンソーシアム 理事長 

 

監事 
長岡信用金庫 代表理事 

特定非営利活動法人市民協働ネットワーク長岡 代表理事 

   

オブザーバー 

新潟県長岡地域振興局企画振興部 部長 

新潟県産業労働観光部商業・地場産業振興課 課長 

日本政策投資銀行新潟支店 支店長 

長岡警察署 署長 

長岡市消防本部 消防長 
 

（３）協議会開催状況 

①第１回協議会 平成 19 年 11 月 20 日 

議題 ・規約の承認について 

・役員の選任について 

・平成 19年度事業計画及び収支予算について 

・まちづくり３法改正の概要について 

・中心市街地の現況と旧中心市街地活性化基本計画の検証について 

・改正法に基づく基本計画の策定について 
 

②第２回協議会 平成 20 年１月 30 日 

議題 ・長岡市中心市街地活性化基本計画の策定状況について 

・中心市街地活性化に向けた取組の基本的な考え方 
 

③第３回協議会 平成 20 年４月 23 日 

議題 ・長岡市中心市街地活性化基本計画（素案）について 

・タウンマネージメント部会について 
 

④第４回協議会 平成 20 年６月 26 日 

議題 ・長岡市中心市街地活性化基本計画（案）について 

・平成 20年度活性化イベント企画（案）について 
 

⑤第５回協議会 平成 20 年８月 21 日 

議題 ・長岡市中心市街地活性化基本計画に対する「意見書」について 

・長岡駅周辺整備事業について 

・シティホール整備事業について 
 

⑥第６回協議会  平成 20 年 10 月９日 

議題 ・（１期）長岡市中心市街地活性化基本計画の認定申請について 
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・シティホール整備事業、駅前周辺地区整備事業、パークアンドバスライド事業等について 

・中心市街地活性化協議会の取組について 
 

⑦第７回協議会 平成 20 年 12 月 13 日 

議題 ・中心市街地活性化基本計画の認定報告について 

・中心市街地活性化に向けた中心市街地活性化協議会の取組について 
 

⑧第８回協議会 平成 21 年３月 16 日 

議題 ・平成 20年 11 月認定の中心市街地活性化基本計画の変更について 

・平成 20年度中心市街地活性化事業について 
 

⑨第９回協議会 平成 21 年５月 28 日 

議題 ・平成 21年度中心市街地活力再生事業について 
 

⑩第 10 回協議会 平成 21 年 10 月 22 日 

議題 ・中心市街地活性化協議会主体のソフト事業について 

・中心市街地活性化基本計画の進捗状況について 
 

⑪第 11 回協議会 平成 22 年５月 17 日 

議題 ・長岡市中心市街地活性化基本計画の変更について 

・関係団体の取組について 
 

⑫第 12 回協議会 平成 22 年 12 月 17 日 

議題 ・認定中心市街地活性化基本計画の変更について 

・中心市街地の各種事業の進捗状況について 

・中心市街地活性化基本計画の事業について 
 

⑬第 13 回協議会 平成 23 年６月 22 日 

議題 ・中心市街地の各種事業の進捗状況について 

・関係団体の取組について 
 

⑭第 14 回協議会 平成 24 年４月 27 日 

議題 ・中心市街地の各種事業の進捗状況について 
 

⑮第 15 回協議会 平成 25 年５月 10 日 

議題 ・代表委員の交代について 

・平成 24年度事業報告・収支決算（案）の承認について 

・平成 25年度事業計画・収支予算（案）の承認について 

・長岡市中心市街地活性化基本計画（第２期計画）の策定について 
 

⑯第 16 回協議会 平成 26 年１月 22 日 

議題 ・長岡市中心市街地活性化基本計画（第２期案）の概要説明 

・長岡市中心市街地活性化基本計画（第２期案）に対する意見書(案)について 
 

⑰第 17 回協議会 平成 26 年６月５日 

議題 ・長岡市中心市街地活性化基本計画＜第２期計画＞の認定について（報告） 

・長岡市中心市街地整備推進機構の変更について 

・平成 25年度事業報告並びに収支決算書(案)について 
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・協議会の組織と規約について 
 

⑱第 18 回協議会 平成 26 年７月 23 日 

議題 ・役員の選任について 

・平成 26年度事業計画(案)並びに収支予算(案)について 
 

⑲第 19 回協議会  平成 27 年５月 14日 

議題 ・平成 26年度事業報告・収支決算(案)について 

・平成 27年度事業計画・収支予算(案)について 
 

⑳平成 28年２月 12 日付け 書面決議 

・長岡市中心市街地活性化基本計画＜第２期計画＞の変更について 
 

㉑第 20 回協議会  平成 28 年５月 11日 

議題 ・平成 27年度事業報告・収支決算(案)について 

・平成 28年度事業計画・収支予算(案)について 
 

㉒平成 29年２月９日付け 書面決議 

・長岡市中心市街地活性化基本計画＜第２期計画＞の変更について 
 

㉓第 21 回協議会  平成 29 年５月 11日 

議題 ・平成 28年度事業報告・収支決算(案)について 

・平成 29年度事業計画・収支予算(案)について 
 

㉔平成 29年 10 月 11 日付け 書面決議 

・長岡市中心市街地活性化基本計画＜第２期計画＞の変更について 
 

㉕平成 30年２月７日付け 書面決議 

・長岡市中心市街地活性化基本計画＜第２期計画＞の変更について 
 

㉖第 22 回協議会  平成 30 年５月７日 

議題 ・長岡市中心市街地活性化協議会規約の一部改正(案)について 

・平成 29年度事業報告・収支決算(案)について 

・平成 30年度事業計画・収支予算(案)について 

・長岡市中心市街地活性化基本計画＜第３期計画＞の策定について 
 

㉗第 23 回協議会  平成 30 年 12 月 26 日 

議題 ・長岡市中心市街地活性化基本計画(案)について 

・長岡市中心市街地活性化基本計画(案)に対する当協議会としての意見書について 
 

㉘第 24 回協議会  平成 31 年４月 23日 

議題 ・平成 30年度事業報告・収支決算（案）について 

・平成 31年度事業計画・収支予算（案）について 
 

㉙令和元年５月７日付け 書面決議 

・長岡市中心市街地活性化基本計画＜第３期計画＞の変更について 
 

㉚令和元年 10月 29 日付け 書面決議 

・長岡市中心市街地活性化基本計画＜第３期計画＞の変更について 
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㉛第 25 回協議会 令和２年５月 28 日付け書面決議 

・令和元年度事業報告・収支決算(案)について 

・令和２年度事業計画・収支予算(案)について  
 

㉜令和２年６月 26 日付け書面決議 

・長岡市中心市街地活性化基本計画＜第３期計画＞の変更について 
 

㉝令和３年１月 29 日付け書面決議 

・長岡市中心市街地活性化基本計画＜第３期計画＞の変更について 
 

㉞第 26 回協議会 令和３年５月 10 日 

議題 ・令和２年度事業報告・収支決算（案）について 

・令和３年度事業計画・収支予算（案）について 
 

㉟令和３年６月４日付け書面決議 

・長岡市中心市街地活性化基本計画＜第３期計画＞の変更について 
 

㊱令和４年１月７日付け書面決議 

・長岡市中心市街地活性化基本計画＜第３期計画＞の変更について 
 

㊲第 27 回協議会 令和４年２月４日付け書面決議 

・代表委員の交代について 
 

㊳第 28 回協議会 令和４年５月 17 日 

議題 ・令和３年度事業報告・収支決算（案）について 

・令和４年度事業計画・収支予算（案）について 
 

㊴令和４年６月３日付け書面決議 

・長岡市中心市街地活性化基本計画＜第３期計画＞の変更について 

 

㊵令和５年１月 20 日付け書面決議 

・長岡市中心市街地活性化基本計画＜第３期計画＞の変更について 

 

  ㊶令和５年６月 30日付け書面決議 

・長岡市中心市街地活性化基本計画＜第３期計画＞の変更について 

 

㊷令和６年１月 10 日付け書面決議 

・長岡市中心市街地活性化基本計画＜第３期計画＞の変更（計画期間の延長）につ

いて 
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（４）協議会からの意見 

長岡市中心市街地活性化基本計画（案）に対する意見書 

平成 30 年 12 月 26日 

長岡市中心市街地活性化協議会 

会長 丸山 智 

 

長岡市中心市街地活性化協議会は、３期目となる「長岡市中心市街地活性化基本計画（案）」（以

下「基本計画案」という。）について、第１期中心市街地活性化基本計画（平成20年11月認定）、第

２期中心市街地活性化基本計画（平成26年３月認定）に基づく活性化の取組状況及び目標達成状況等

を適正に評価し、また、課題を明らかにしたうえで、さらなる中心市街地活性化に向けた取組を一体

的に推進する計画として、妥当であると判断します。 

なお、当協議会の意見を下記に申し添えますので、中心市街地活性化に向けての事業実施にあたり、

配慮くださいますようお願いします。 

 

記 

１ 中心市街地における新たな価値の創出と、未来にわたり持続可能なまちの確立 

「アオーレ長岡」に代表される「まちなか型公共サービス」の展開と、市民協働のまちづくりに

よって、中心市街地の価値が高まっている中、基本計画案にある産業の振興と若者の活動による新

たな価値の創出に努めていただきたい。また、市民協働、産学官民連携をより一層強化することに

よって、未来にわたり持続可能なまちの確立を望む。 

２ 民間主導による中心市街地活性化への支援について 

中心市街地の活性化は、行政と当協議会、そして実際に活動する市民や民間企業の活躍が必要不

可欠である。基本計画案にある事業を着実に推進するため、市民や民間企業、当協議会が提案する

まちなかの賑わい創出のための創意工夫、独自性のある取組などに対し、柔軟な対応と積極的な支

援をお願いしたい。 

３ 市民への広報広聴について 

中心市街地の活性化を図るためには、長岡市全域の市民の理解が必要である。 

当協議会としても、各界各層のさまざまな市民を巻き込んだ活性化施策に取り組むとともに、情

報化社会に対応した積極的な広報等に取り組んでいくものである。行政としても、市民への基本計

画案の目指すべき姿の周知徹底と理解を得るための説明を継続して実施していただきたい。 

４ その他 

民間、公共を問わず、基本計画策定後に企画検討される事業についても、随時、協議会との連

絡、調整の中で、新たなメニューとして積極的に取り入れていただきたい。 
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（５）協議会の規約 

長岡市中心市街地活性化協議会規約 

（設 置） 

第１条 長岡商工会議所及び長岡市中心市街地整備推進機構は、中心市街地の活性化に関する法律

（平成１０年法律第９２号。以下「法」という。）第１５条第１項の規定に基づき、共同で中心市

街地活性化協議会を設置する。 

（名 称） 

第２条 前条に規定する中心市街地活性化協議会は、長岡市中心市街地活性化協議会（以下「協議会」

という。）と称する。 

（目 的） 

第３条 協議会は、法第９条第１項の規定により長岡市が作成する基本計画（以下「基本計画」とい

う。）並びに法第９条第１０項に規定する認定基本計画（以下「認定基本計画」という。）及びそ

の実施に必要な事項、法第４８条第１項に規定する特定民間中心市街地活性化事業計画の実施に必

要な事項、その他中心市街地の活性化の総合的かつ一体的な推進に関し必要な事項について協議す

ることを目的とする。 

（活 動） 

第４条 協議会は、第３条の目的を達成するため、次の活動を行う。 

（１）長岡市が作成する基本計画、認定基本計画及びその実施に関し必要な事項についての意見提出 

（２）長岡市中心市街地の活性化に関する事業の総合調整 

（３）長岡市中心市街地の活性化に関する関係者相互の意見及び情報交換 

（４）長岡市中心市街地の活性化に寄与する調査研究の実施 

（５）中心市街地活性化のための勉強会、研修及び情報交換 

（６）協議会活動の情報発信（会報の発行、ホームページ開設等） 

（７）その他協議会の趣旨に沿った活動の企画及び実施 

（構成員） 

第５条 協議会は、次の者をもって構成する。 

（１）長岡商工会議所 

（２）長岡市中心市街地整備推進機構 

（３）法第１５条第４項及び第８項に規定する者 

（４）前各号に掲げるもののほか、協議会において特に必要があると認める者 

２ 法第１５条第４項に該当する者であって、協議会の構成員でない者は、自己を協議会の構成員と

して加えるよう協議会の事務局を通じて申し出ることができる。この場合においては、協議会は法

及び協議会の目的、活動から逸脱する等の正当な理由がある場合を除き、当該申し出を拒むことが

できない。 

３ 前項の申し出により、協議会の構成員となった者は、法第１５条第４項に規定する者でなくなっ

たとき、又は協議会がなくなったと認めたときは、協議会の資格を失う。 

（代表委員） 

第６条 協議会の構成員による代表委員（以下「代表委員」という）は、その構成員の指名する者を

もって充てる。 

２ 代表委員の任期は２年とする。ただし再任は妨げない。 

３ 代表委員の任期中に変更が生じた場合、当該構成員の指名する後任者が引き継ぐものとする。 

（役 員） 

第７条 協議会に次の役員を置く。 

（１）会 長  １名 
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（２）副会長  ２名 

（３）理 事  １０名以内 

（４）監 事  ２名 

２ 会長は、法第１５条第１項に規定する者から指名された代表委員の中で選出し、代表委員会にお

いて選任する。 

３ 副会長及び理事・監事は会長が指名する者をもって充てる。 

（職 務） 

第８条 会長は協議会を代表し、会務を総理する。 

２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は、会長が欠けたときその職務を代理する。 

３ 理事は、重要事項を協議し、これを処理する。 

４ 監事は、協議会の会計を監査し、その監査の結果を代表委員会に報告する。 

（顧問、アドバイザー、オブザーバー）  

第９条 協議会には、協議会における活動を円滑に進めるため、まちづくりについて専門的知見を有

する顧問及びアドバイザー、オブザーバーを配置することができる。 

２ 顧問・アドバイザー・オブザーバーは役員会の推薦で会長が委嘱する。 

（会 議） 

第１０条 会議は次のとおりとする。 

（１）代表委員会 

（２）役員会 

（代表委員会） 

第１１条 代表委員会は、協議会の活動を円滑に推進するため適宜開催する。 

２ 代表委員会は、代表委員をもって構成する。 

３ 代表委員が代表委員会の会議に出席できないときは、当該代表委員が指定する者を出席させるこ

とができる。この場合において、第６項の規定は当該指定をされた者について適用する。 

４ 会長は必要に応じて、会議に関係者等の出席を求めることができる。 

５ 代表委員会は会長が招集し、会長が議長となる。 

６ 代表委員会は、代表委員の半数以上の出席で成立し、出席者の過半数の賛同を得て議決する。可

否同数のときは、議長の決するところになる。 

７ 次に掲げる事項は、代表委員会の議決を経なければならない。 

（１）事業計画及び収支予算の決定及び変更 

（２）事業報告及び収支決算の承認 

（３）規約の改正 

（４）役員の選出 

（５）その他、会長が必要と認める事項 

８ 前項に掲げる事項以外の事項は、第１３条に規定する役員会において決定する。 

（協議結果の尊重） 

第１２条 協議会の構成員は、代表委員会における協議結果を尊重しなければならない。 

（役員会） 

第１３条 役員会は、代表委員会の活動を円滑に推進するため適宜開催する。 

２ 役員会の構成メンバーは、会長、副会長、理事、監事とする。 

３ 役員が役員会に出席できないときは、他の者に出席を委任することができる。 

４ 会長は必要に応じて、会議に関係者等の出席を求めることができる。 

５ 役員会の議長は、会長が務める。ただし、会長が役員会に出席できないときは、副会長が議長を

務める。 

６ 役員会は、役員の半数以上の出席で成立し、出席者の過半数の賛同を得て議決する。可否同数の
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ときは、議長の決するところになる。 

７ 次に掲げる事項は、役員会の議決を経なければならない。 

（１）代表委員会に付議すべき事項 

（２）代表委員会において委任された事項 

（３）専門部会の設置等代表委員会の運営に関する事項 

（４）その他、会長が必要と認めた事項 

（部 会） 

第１４条 役員会は必要に応じ、専門部会（以下、「部会」という。）をおき、業務の運営に関して

調査、研究、検討を行う。 

２ 部会には、部会長及び副部会長をおくこととし、正副部会長は役員会において選任する。 

３ 部会長及び副部会長は部会活動を統括し遂行する。 

４ 各部会は調査、研究、検討などの活動結果を理事会に報告する。 

５ 会長は必要に応じて、部会に関係者等の出席を求めることができる。 

（公 表） 

第１５条 協議会の公表は、長岡商工会議所並びに長岡市中心市街地整備推進機構の広報誌への掲載

の他、協議会ホームページに掲載することによりこれを行う。 

（事務局） 

第１６条 協議会の事務を円滑に処理するため、協議会に事務局を置く。 

２ 事務局の運営に必要な事項は、長岡商工会議所及び長岡市中心市街地整備推進機構が共同で処理

する。 

（会計年度） 

第１７条 協議会の会計年度は、毎年４月１日から翌年３月３１日までとする。 

（解 散） 

第１８条 代表委員会の議決に基づいて解散する場合は、代表委員の３分の２以上の同意を得なけれ

ばならない。 

２ 協議会が解散した場合においては、協議会の収支は、解散の日をもって打ち切り、長岡商工会議

所および長岡市中心市街地整備推進機構がこれを清算する。 

（補 則） 

第１９条 この規約に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、会長が代表委員会に諮って定

める。 

 

附 則 

１ この規約は、平成１９年１１月２０日から施行する。 

   附 則（平成２６年６月５日改正） 

１ 改正後の規約は、平成２６年６月５日から施行する。 

   附 則（平成３０年５月７日改正） 

１ 改正後の規約は、平成３０年５月７日から施行する。 
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 [３] 基本計画に基づく事業及び措置の一体的推進等 

（１）客観的現状分析、ニーズ分析に基づく事業・措置の集中的実施 

第3期計画においては、中心市街地活性化に向け、市民ニーズ、第2期計画の成果及び新た

な課題を踏まえた基本方針、目標を達成するために、以下のような事業を位置付けている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

課題① 

密度の高い賑わいを生み出

し、回遊の拡がりを創る 

・歩行者通行量は、ＪＲ長岡駅

及びアオーレ長岡周辺に留ま

っており、回遊が限定的 

課題② 

産業を育成する力、産業が集

積する力を高める 

・中心市街地の空き店舗数及び

空き店舗率は増加傾向 

・中心市街地における就業者数

の減少、金融・保険、サービ

ス業を中心に長岡全市におけ

る法人市民税の税収が減少 

・市内の４大学１高専から産業

連携を推進する構想が提案さ

れるなど、地域にある知識と

技術を活かした産業振興の機

運が生まれている 

課題③ 

若者が集い、活躍できる環境

を創る 

・中心市街地内の人口は横ばい

であり、特に 30 代以下の人口

は減少傾向 

・ながおか・若者・しごと機構

による取組や NaDeC 構想な

ど、将来を担う若者の可能性

を引き出すための動きが芽生

え始めている 

基本方針① 

多くの人々が歩き、

巡り、にぎわいが 

拡がるまち 

基本方針② 

多様なビジネスが 

生まれ、育ち、集積

するまち 

基本方針③ 

将来を担う若者が 

集い、活躍するまち 

目標① 

まちを「歩く人」を増やす 

【主な事業】 
①大手通坂之上町地区第一種市街地再開

発事業 

②まちなか図書館（仮称）整備事業 

③産学連携情報交流センター（仮称）整

備事業 

④駐車場案内システム改善事業 

⑤歩道の有効活用「まちカフェ」事業 

⑥ＮａＤｅＣ構想先行実施事業 

⑦ＮａＤｅＣ ＢＡＳＥ活用事業 

⑧トモシア交流支援事業 

目標② 

まちで「起業する人」を増やす 

【主な事業】 
①大手通坂之上町地区第一種市街地再開

発事業 

②まちなか図書館（仮称）整備事業 

③産学連携情報交流センター（仮称）整

備事業 

④ＮａＤｅＣ構想先行実施事業 

⑤ＮａＤｅＣ ＢＡＳＥ活用事業 

⑥若者チャレンジショップ事業 

⑦学生起業家創出モデル事業 

⑧長岡まちなかリノベーション推進事業 

目標③ 

まちに「集う若者」を増やす 

【主な事業】 
①大手通坂之上町地区第一種市街地再開

発事業 

②まちなか図書館（仮称）整備事業 

③産学連携情報交流センター（仮称）整

備事業 

④若者のまち居場所づくり推進事業 

⑤まちなか居住区域定住促進事業 

⑥学生交流「ちょい乗りバス券」実証実

験事業 

⑦ＮａＤｅＣ構想先行実施事業 

⑧ＮａＤｅＣ ＢＡＳＥ活用事業 

⑨ヤングアート長岡の開催 
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（２）様々な主体の巻き込み及び各種事業との連携・調整 

①パブリックコメントの実施 

本計画の素案について、広く市民等の意見を聴取するため、平成 30 年 11 月 5 日から

11 月 26 日までの 22 日間、アオーレ長岡、中心市街地整備室及び市のホームページを通

じてパブリックコメントを実施した。 

その結果、６人の方から25件の意見や提案をいただき、市の考えをホームページ上で

公表するとともに、本計画策定の参考とした。 

 

 

②市民ワークショップの開催 

大手通坂之上町地区の市街地再開発事業で、人づくり・産業振興の拠点として整備す

る新しい施設でどんなことがしたいかなど、市民からアイデアを募るワークショップを

開催した。 

参加者は学生や企業関係者など、延べ88人。交流オフィスや図書館、カフェなどが入

る予定の新拠点への期待や意見が活発に交わされた。出されたアイデアは、今後市が実

施する基本設計に取り入れる。 

 

第 1 回（平成 30年 6月 23 日（土））：参加者 31 人 

第 2 回（平成 30年 7月 26 日（木））：参加者 30 人 

第 3 回（平成 30年 9月 9 日（日））：参加者 27 人 

 

 

③市民向け啓発セミナーの開催 

平成29年度は、空きビル・空き店舗を改修し、新しい使い方・価値を生み出すリノベ

ーションをまちなかに広げ、エリアの価値を上げていく「エリアリノベーション」をテ

ーマに開催し、市民や地元の大学生など 84 人が参加した 
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10．中心市街地における都市機能の集積の促進を図るための措置に関する事項 

[１] 都市機能の集積の促進の考え方 

■長岡市総合計画（平成 28 年３月）における土地利用構想 

長岡市総合計画では、「土地利用構想」の基本方針の一つ「コンパクトで、広域的な拠

点性を高める土地利用」として以下の考え方を示している。 

・ ＪＲ長岡駅周辺の中心市街地から千秋が原・古正寺地区の都心地区と地域の中心部

等を、相互に円滑で便利な幹線道路及び公共交通で結ぶとともに、市街地は適正な規

模にとどめ、既存の市街地を有効に活用するなど、将来にわたって持続可能なまちづ

くりを進めていきます。 

さらに、中越地域全体の発展をけん引する都市として、交通の便が良く、多くの市

民にとって集まりやすい都心地区においては、広域かつ高次な都市機能を集積させる

とともに、高速交通体系が整った優位性を活かし、市民の豊かな暮らしを支える中心

都市として拠点性を高めていきます。 

また、利用形態からみた土地利用の方針では、「その他の宅地」の方針として以下の考

え方を示している。 

・ コンパクトなまちづくりの

視点から、居住や市民生活を

支える商業や医療、福祉、教

育等の都市機能が、一定の区

域に集積し、誰もが公共交通

でアクセスできるなど、都市

全体で利便性の高いまちを推

進する必要があります。 

このため、都心地区だけで

なく、各地域の中心部や歴史

的に集落の拠点として役割を

担ってきた拠点などに、ゆる

やかに都市機能の集積を図り

ます。 

また、中越地域全体の発展

をけん引する都市として、特

に都心地区においては、商

業、医療、教育・文化、行政

などの広域かつ高次な都市機

能を集積させるとともに、高

速交通体系が整った優位性を

活かし、市民の豊かな暮らし

を支える中心都市としての拠

点性を高めていきます。  

土地利用構想図
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■長岡市都市計画マスタープラン（平成 29 年３月改訂版）における都市づくりの考え方 

平成22年11月に策定し、平成29年３月に改訂された「長岡市都市計画マスタープラン」

の中では、以下の都市づくりの考え方が示されている。 

○ 都市の活力を生み出し、地域生活を支える「都心地区」及び「地域拠点」を形成し、

相互を円滑で便利な幹線道路及び公共交通網で結ぶ 

・「都心地区」では、中越地域全体のまちの活力とにぎわいを創出する中心核として、商

業・業務、教育・文化、行政、医療・福祉などの高度な都市機能の集積を図ります。 

・「地域拠点」では、住民の暮らしを支えると同時に、地域活力を創出する場として、身の

回りの買い物など、日常生活の利便性や公共サービスの水準を適切に維持します。さらに、

各地域の歴史や文化、産業などの個性を活かした魅力的な地域づくりを進めます。 

・自動車交通と公共交通が適切に役割分担した都市交通網を構築し、「都心地区」と「地域

拠点」、あるいは「地域拠点」相互をしっかりと結びます。 
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○ 市街地を適正な規模にとどめ、既成市街地を有効に活用し、人口密度を維持する 

・「コンパクトなまちづくり」の視点に立った土地利用を図るため、市街地を適正な規模に

とどめ、既成市街地を有効に活用します。 

・「都心地区、地域拠点及びその周辺や公共交通の利便性の高い区域」※へ居住を誘導します。 

（※都市再生特別措置法の居住誘導区域） 

・既成市街地では、まちの魅力を向上し、都市機能のさらなる集積を図るため、質の高い市

街地環境の形成を進めます。 

・本市のさらなる発展に寄与し、都市機能の集積につながる開発については、適正な規模で

の新たな市街地整備を検討します。検討にあたっては、都心地区を核としたまとまりのあ

る市街地形成を基本とします。 

都心地区 

・商業・業務、教育・文化、行政、医療・福祉な

ど、高度な都市的サービスを提供 

（長岡地域） 都 心 地 区 

地域拠点 

・住宅、商店、福祉施設など、

日常生活に必要な基礎的サー

ビスを提供 

地 域 拠 点 （各地域） 
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○ 環境への負荷を軽減するとともに、市民が安全に安心して暮らせる生活空間を創る 

・本市の多様な地形が生み出す美しく豊かな自然環境は、次世代に引き継ぐ貴重な資源とし

て、維持・保全を図ります。 

・環境への負荷を軽減し、持続可能な都市づくりを進めていくため、二酸化炭素をできるだ

け排出しない「低炭素社会」や、資源を無駄使いせず再利用や再資源化を進める「循環型

社会」の構築に向けた都市づくりに取り組みます。 

・市民の安全・安心な暮らしの確保に向けて、水害と２度の震災の教訓を活かしながら、日

本一災害に強い都市づくりを推進します。 

 

■長岡市立地適正化計画（平成 29年 3 月）における都市機能誘導の方針 

平成 29年 3 月に策定した「長岡市立地適正化計画」の中では、以下の都市機能誘導の方針が

示されている。 

 

○ 都心地区では、既存ストックを

活用しつつ、中越地域全体の活

力とにぎわいを創出する広域か

つ高度な都市機能の維持・誘導

を図ります。 

○ 地域拠点では、各地域の中心と

して地域を支える都市機能の維

持・誘導を図ります。 

○ このほか、都心地区・地域拠点

では、日常生活に必要な基礎的

な都市機能の維持・誘導を図り

ます。 

※ 中心市街地では、商業だけでは

なく、行政をはじめ、交通、医

療・福祉、文化・交流、学習・教

育など多様な機能を提供する「ま

ちなか型公共サービス」を展開し

ています。引き続き、立地適正化

計画の誘導施策である大手通表町

東地区での市街地再開発事業やま

ちなか建物更新等支援事業をはじ

め、既存ストックを活用したリノ

ベーション支援等に取り組むこと

としています。 

このことにより、中越地域全体を牽引する都心地区として広域かつ高度な都市機能の集

積を進めていきます。 



131 

[２] 都市計画手法の活用 

（１）新潟県における都市計画手法の活用 

新潟県は、大型店の適正立地のあり方と中心市街地の賑わい回復の方策について検討す

るため、平成 18 年４月に「新潟県中心市街地活性化検討委員会」を設置した。同委員会

「大規模集客施設の適正立地等検討小委員会」における検討を経て、平成 19 年６月に県

知事あてに提出された報告書の中で、床面積の合計が１万㎡を超える集客施設であって、

小売業を行うための店舗面積の合計が３千㎡を超えるもの（以下「特定施設」という。）

について、原則として商業地域及び近隣商業地域に限定することが適当と提言された。 

この報告を受け、平成 19 年 12 月県議会において「新潟県にぎわいのあるまちづくりの

推進に関する条例」が可決された。条例の施行日は平成 20 年 10 月１日である。同条例に

基づき、新たに特定施設を設置しようとする者は、あらかじめ県に届出を行い、県知事の

意見を聴くことが義務付けられる。県知事は意見を述べるに当たり、関係市町村長の意見

を聴くとともに、「新潟県にぎわいのあるまちづくり審議会」に諮ることとされている。 

 

（２） 本市における都市計画手法の活用 

本市は、平成元年に「地区計画」制度を導入し、これ以降新たに市街化区域に編入する

地区には地区計画を定めて、適正な土地利用が行われるよう積極的に規制・誘導している。

これにより、地区計画の指定区域においては、都市計画マスタープランで商業業務系の土

地利用を目的とする地区など一部の地区を除き、延床面積 3,000 ㎡超の大規模商業施設の

立地が用途地域または地区計画によって制限されている。 

その後、コンパクトなまちづくりの実現と中心市街地の活性化を図るため、長岡市内の

準工業地域（現在 791.7ha）全域において、大規模集客施設（床面積１万㎡超の店舗、映

画館、観覧場、展示場等）の立地を制限する特別用途地区（「大規模集客施設制限地区」）

を定めるとともに、「長岡市大規模集客施設制限地区内における建築物の制限等に関する

条例」を制定し、平成 20 年 11 月４日付けで都市計画決定を告示、条例を施行した（最終

変更：平成 26年 3 月 28 日）。 

大規模集客施設を含めた商業系の土地利用の方針については、長岡市都市計画マスター

プラン（平成 29年 3 月改訂）において、以下のような方針を定めている。 

○買い物の利便性に応じた３つの商業集積（近隣型、地域型、広域型）を計画的

に配置 

○大規模集客施設は都心地区への立地を誘導 

○複数棟からなる商業施設の立地について適切に対処 

○地域商店街の活性化を都市整備の面からも積極的に支援 

なお、平成 27 年の風営法及び建築基準法の改正に伴い、大規模集客施設に追記された

「ナイトクラブ」においても、条例によりその立地が制限されている。 
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区
分 

主な役割 規模の目安（上限） 
配置方針 

施設の形態 
（例） 

建物規模 
注 1） 

集積の規模 
注 2） 

近
隣
型 

・生鮮食料品など、最寄

品を提供。 

・日常生活の買い物需要

を担う。 

・各地域の核となる商業

集積。 

３千㎡ 

以下 

～１万㎡ 

程度 

・日常的な買い物需要や高齢化の進行を

踏まえ、身近な範囲への配置を促進す

る。 

・各地域の商業機能の維持・増進につな

がるものについては、可能な限り配置

されるよう配慮する。 

・主に地域間を結ぶ幹線道路沿道等への

配置を促進する。 
・商店街 

・食品スーパー 

地
域
型 

・最寄品のほか、一部の

買回品も提供。 

・近隣型商業集積よりも

規模が大きく、広範囲

からの買い物需要を担

う。 
１万㎡ 

以下 

１万～ 

2.5 万㎡ 

程度 

・近隣型商業集積よりも広範囲からの買

い物需要に応えることから、交通利便

性の高い場所への配置を基本とする。 

⇒国道８号、国道 17 号、長岡東西道路、

左岸バイパス等の４車線以上の幹線道

路沿道及び結節部 

⇒これら道路と接続する長岡 IC 周辺 

・周辺の消費需要や既存商業集積の状

況、地域ニーズによっては、地域型商

業集積の新たな展開について必要に応

じて検討する。 

・総合スーパーマーケッ

ト（量販店） 

・ホームセンター 

広
域
型 

・中越地域全体の広域商

圏を担う。 

・都市の求心力の向上と

まちの賑わいを創出す

る。 上限 

なし 

上限 

なし 

・公共交通の利便性が高く、市内外の住

民にとって集まりやすい「都心地区」

への配置を基本とする。 

・ショッピングセンター 

・デパート 

・専門店 

 

 

 

 

■各商業集積の規模の目安と配置方針 

注 1）建物規模の上限の目安：店舗１棟当たりの床面積 
注 2）集積の規模の目安：店舗が複数棟集まった際の床面積の総量 
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[３] 都市機能の適正立地、既存ストックの有効活用等 

（１）中心市街地における大規模建築物等の既存ストックの現況 

本市の中心市街地では、近年、大型商業施設の撤退が相次いだが、その空き店舗を行政施

設として利用するなど、既存ストックの有効活用を図っている。中心市街地において撤退し

た大規模建築物等の概要は以下のとおりである。 

 

■中心市街地における主な大規模建築物等の既存ストック概要 

旧施設名 
【開店年】 

敷地面積 延床面積 
経過年数（令和
元年 8 月現在） 

現状の建物利用 今後の予定 

ザ・プライス
丸大 
【昭和27年】 

1,855 ㎡ 8,205 ㎡ 閉店後 19 年 
（平成12年８月
閉店） 

長岡市が「ながおか市民セ
ンター」として活用（平成
13 年開館） 

 

ダイエー長岡
店 
【昭和60年】 

7,496 ㎡ 37,419
㎡ 

閉店後 14 年 
（平成17年８月
閉店） 

平成 19 年７月、ビルの３
階にビル所有企業の本社が
中心市街地外から移転。同
年 12 月、大型書店など 14
のテナントからなる「E･
PLAZA」が開店。平成 24 年
７月には、３、４階に家具
店が出店した。 

 

大和長岡店 
【昭和33年】 

1,317 ㎡ 7,944 ㎡ 閉店後９年４月 
（平成22年４月
閉店） 

平成 22 年７月から平成 30
年３月まで、１階部分を
「カーネーションプラザ」
として開店。 
平成 30 年６月からは、大
手通坂之上町地区市街地再
開発事業に導入する機能の
先行実施を行う「NaDeC 
BASE」として市が活用。 

大手通坂之上町
地区市街地再開
発事業に伴い、
令和２年に解体
予定 

イトーヨーカ
ドー丸大 
【昭和63年】 

3,536 ㎡ 21,470
㎡ 

閉店後  ６月 
（平成31年２月
閉店） 

利用なし  

（資料：長岡市） 
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（２）本市における行政機関・都市福利施設の立地状況 

本市における主な施設の立地状況は以下のとおりである。 

①市もしくは関連団体が設置している主な公共公益施設の概要 

施設名 所在地 分類 

シティホールプラザ アオーレ長岡（長岡市役所本庁舎） 大手通１ 中心市街地 

大手通庁舎 大手通２ 中心市街地 

ながおか市民センター 大手通２ 中心市街地 

社会福祉センター トモシア 表町２ 中心市街地 

さいわいプラザ（中央公民館、科学博物館、 

牧野家史料館、健康センター） 
幸町１ 中心市街地外 

環境衛生センター 寿３ 中心市街地外 

支所 10 地域 中心市街地外 

まちなかキャンパス長岡 大手通２ 中心市街地 

長岡震災アーカイブセンターきおくみらい 大手通２ 中心市街地 

長岡戦災資料館 城内町２ 中心市街地 

長岡市立劇場 幸町２ 中心市街地外 

長岡リリックホール 千秋３ 中心市街地外 

ハイブ長岡 千秋３ 中心市街地外 

市民体育館 学校町１ 中心市街地外 

中央図書館 学校町１ 中心市街地外 

互尊文庫 坂之上町３ 中心市街地 

河井継之助記念館 長町１ 中心市街地 

長岡市ゲストハウス坂井邸 旭町２ 中心市街地 

まちなか観光プラザ 大手通１ 中心市街地 

まちなか考房 坂之上町２ 中心市街地 

山本五十六記念館 呉服町１ 中心市街地 

如是蔵博物館 福住１ 中心市街地 

（資料：長岡市） 

②教育・文化施設 

施 設 名 施設数 施 設 内 訳 

保育園 77 市立 42、私立 35 

幼稚園 7 市立２、国立１、私立４ 

認定こども園 15 私立 15（うち中心市街地 1） 

地域型保育施設 11 私立 11（うち中心市街地 1） 

小学校 56 市立 55、国立１ 

中学校 29 市立 27、国立１、私立１ 

高等学校 12 県立９、私立３ 

高等教育機関（大学、高専） ５ 市立１、国立２、私立２ 

特別支援学校 ４ 市立２、県立２ 

専修学校・各種学校 15 専修学校 15（うち中心市街地 4） 

図書館 ９ 市立９（うち中心市街地 1） 

博物館・美術館・資料館 15 市立 13、県立２（うち中心市街地 1） 

（資料：長岡市） 

③主な医療施設 

施 設 名 施設数 備 考 

綜合病院 3  

病院 8  

内科・外科医院 80 （うち中心市街地 5） 

（資料：長岡市） 
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（３）本市における大規模小売店舗の立地状況 

表．市内における店舗面積 3,000 ㎡以上の大規模小売店舗      ※平成 30 年 7 月末日現在 

店舗名 核店舗等 業態 所在地 店舗面積 開店日 

中心市街地内 

 

１ ＣｏＣｏＬｏ長岡 ＣｏＣｏＬｏ長岡 寄合百貨店 城内町１ 11,415 ㎡ S55.7.1 

2 コープビル ホテルニューオータニ長岡 専門店 台町２ 3,909 ㎡ S62.1.10 

3 長岡駅前城内ビル イトーヨーカドー丸大長岡店 スーパー 城内町２ 13,000 ㎡ S63.11.25 

4 越後交通ビル(E・PLAZA) 宮脇書店ほか その他 台町２ 13,093 ㎡ H19.12.1 

中心市街地外 

 

5 長岡西開発第一商業ビル サンキ スーパー 喜多町 3,945 ㎡ S55.11.7 

6 北長岡ショッピングセンタービル コメリ、原信ほか スーパー 豊１ 5,082 ㎡ S61.10.31 

7 新長岡ショッピングセンター イオン長岡店 ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 小沢町 21,700 ㎡ H1.10.27 

8 宮内ショッピングセンター 原信、コメリほか スーパー 宮内町 6,644 ㎡ H5.6.24 

９ 長岡アークプラザ南 スーパーセンタームサシほか その他 古正寺町 12,313 ㎡ H5.7.28 

10 長岡アークプラザ北 ヒマラヤスポーツほか その他 古正寺町 6,97３㎡ H5.10.15 

11 長岡セントラルマーケット１号棟 ひらせいホームセンター ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 青葉台１ 5,530 ㎡ H8.7.29 

12 長岡セントラルマーケット２号棟 ひらせいホームセンター ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 青葉台１ 5,106 ㎡ H8.7.29 

13 長岡セントラルマーケット３号棟 ひらせいホームセンター ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 青葉台１ 3,023 ㎡ H8.7.29 

14 アークプラザ新長岡パワーセンター西 ニトリ 専門店 南七日町 8,214 ㎡ H9.4.11 

15 夢大陸長岡店 夢大陸長岡店 その他 喜多町 3,037 ㎡ H9.8.31 

16 リップス トイザらス、ドン・キホーテほか 専門店 川崎町 5,349 ㎡ H11.7.31 

17 栃尾ショッピングモール マルイほか スーパー 巻淵 4,823 ㎡ H11.10.18 

18 ひらせいホームセンター和島店 ひらせいホームセンター 専門店 両高 3,228 ㎡ H12.3.29 

19 長岡駅東トーアショッピングセンター 原信、コダマほか スーパー 今朝白２ 3,329 ㎡ H12.10.6 

20 アークガレリア長岡 カワチ薬品、西松屋ほか その他 喜多町 4,840 ㎡ H14.6.20 

21 アピナ長岡店 アピナ長岡店 専門店 堺町 3,927 ㎡ H15.6.26 

22 原信マーケットシティ新保 原信、ダイソーほか スーパー 新保町 4,064 ㎡ H15.9.1 

23 ウオロク長岡店 ウオロク、ジョイフィット スーパー 日赤町２ 6,714 ㎡ H15.10.10 

24 原信川崎ショッピングセンター 原信 スーパー 堀金１ 3,331 ㎡ H17.8.25 

25 リバーサイド千秋 アピタ長岡店 ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 千秋 2 27,221 ㎡ H19.4.6 

26 長岡マーケットモール ジョーシンほか 専門店 古正寺町 5,268 ㎡ H19.10.20 

27 シネマする街 千秋通り ゼビオスポーツほか その他 千秋 2 3,831 ㎡ Ｈ19.11.30 

28 ニトリ長岡川崎店 ニトリ 専門店 川崎町 5,230 ㎡ H21.4.1 

29 アクロスプラザ長岡 A 街区 原信ほか スーパー 沖田１ 7,054 ㎡ H22.3.4 

30 ケーズデンキ長岡川崎店 ケーズデンキ 専門店 川崎町 3,8３6 ㎡ H22.6.20 

31 長岡古正寺ショッピングセンター スーパーセンタームサシほか その他 古正寺町 5,759 ㎡ H22.7.25 

32 長岡寺島ショッピングセンターＡ街区 コメリ、原信 スーパー 寺島町 7,295 ㎡ H24.10.28 

33 長岡寺島ショッピングセンターB 街区 コメリ スーパー 寺島町 8,823 ㎡ H24.10.28 

34 (仮称)ケーズデンキ長岡堺東店 ケーズデンキ 専門店 堺東町 5,079 ㎡ H27.12.25 

35 (仮称)喜多町ショッピングセンター ダイレックス、西松屋ほか 専門店 喜多町 3,615 ㎡ H28.2.20 

36 リップス旭岡 25 街区 原信 スーパー 上条町 5,975 ㎡ H28.11.2 

37 リップス旭岡 26 街区 ジーユーほか 専門店 上条町 3,643 ㎡ H28.11.2 

38 花園ショッピングセンター 原信、TSUTAYA ほか スーパー 花園南１ 6,360 ㎡ H28.11.17 

39 (仮称)アクロスプラザ長岡七日町Ａ 原信、HUMPTY DUMPTY ほか スーパー 七日町 5,602 ㎡ H28.11.26 

40 リップス愛宕 ジョーシン、ラムー 専門店 東栄１ 5,368 ㎡ H29.3.16 

41 (仮称)アクロスプラザ長岡七日町Ｂ マツヤ、上州屋ほか 専門店 福山町 3,452 ㎡ H29.6.21 

42 (仮称)テックランドＮｅｗ長岡店 ヤマダ電機 専門店 古正寺１ 4,890 ㎡ H30.9.19 

43 (仮称)東京インテリア家具長岡店 東京インテリア家具 専門店 千秋２ 8,090 ㎡ H31.1 予定 

合計 ４３店  288,980 ㎡ 

（資料：長岡市） 
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[４] 都市機能の集積のための事業等 

  都市機能の集積にあたっては、以下に示す事業を推進する。 

 

４.市街地の整備改善のための事業 大手通坂之上町地区第一種市街地再開発事業 

まちなか図書館（仮称）整備事業 

産学連携情報交流センター（仮称）整備事業 

まちなか公共サイン整備事業 

大手通界隈Ｄ（城内町１丁目）地区優良建築物等整備

事業 

駐車場案内システム改善事業 

店ちか駐輪場設置社会実験事業 

長岡駅東口エレベーター更新事業 

５.都市福利施設を整備する事業 まちなか図書館（仮称）整備事業（再掲） 

産学連携情報交流センター（仮称）整備事業（再掲） 

アオーレ長岡活用事業 

まちなかキャンパス長岡事業 

多世代健康まちづくり事業 

子育ての駅ちびっこ広場・まちなか保育園の運営 

トモシア交流支援事業 

ＮａＤｅＣ構想先行実施事業 

長岡駅東口地区公共施設整備検討事業 

６.居住環境の向上のための事業 若者のまち居場所づくり推進事業 

高齢者向け優良賃貸住宅家賃減額補助事業 

まちなか居住区域定住促進事業 

７.商業の活性化のための事業 大規模小売店舗立地法特例区域の設定 

バスケによるまちづくり事業 

歩道の有効活用「まちカフェ」事業 

学生交流「ちょい乗りバス券」実証実験事業 

若者チャレンジショップ事業 

ＮａＤｅＣ ＢＡＳＥ活用事業 

８.４から７までの事業と一体的に

推進する事業 

ノンステップバス等導入事業 

観光レンタサイクル事業 
 



137 

11．その他中心市街地の活性化に資する事項 

[１] 基本計画に掲げる事業等の推進上の留意事項 

○個別事業等に関連した実践的・試行的活動の内容・結果等 

①まちなか型公共サービスの展開 

これまで、市民センターでの実証実験の成果を活かしながら、「長岡市中心市街地の

構造改革に関する提言」を踏まえ、「まちなか型公共サービス」を展開し、市役所機能

の分散配置と併せたまちなかの都市機能の更新と再集積に取り組んできた。 

これらの施設において、市民活動やイベント、学習の場、文化事業などが幅広く展開

され、その結果、中心市街地への来街者が多世代にわたり増加するとともに、「ハレの

場」、「顔」としての機能が定着してきた。 

こうしたことから、長岡の中心市街地に人々が集まる理由・目的・価値観は、従来の

中心商業地が提供する物やサービスとは異なり、アオーレ長岡やまちなかキャンパス長

岡、社会福祉センタートモシアなど、公共施設を中心に展開される様々な情報を含めた

サービスやイベント＝「まちなか型公共サービス」に転換したといえる。これは、まさ

に中心市街地の質的な転換を意味しており、商業の衰退を原因とする中心市街地の疲弊

に苦しむ地方都市の処方箋として、新たなモデルを提示したものといえる。 

②合併地域との連携 

アオーレ長岡では、休日を中心に様々なイベントが開催され、「アオーレに来れば何

かやっている」という意識が定着し、中心市街地に来街する新たなきっかけが生まれた。 

こうした中で、中心市街地において、合併地域の特色あるイベントを実施することで、

地域において本イベントの来場者数が増加するなど、改めて中心市街地の情報発信力の

効果を確認することができた。 

その結果、中心市街地が、合併地域を含む長岡広域市民の「ハレ」の場として、また、

“新しい長岡の「顔」”として定着している。 

③市民協働 

市役所機能のまちなか回帰に関する一連の整備は、中心市街地を「自分の（居）場所」

として捉える先導的な役割を果たしてきたといえる。特段のお金を使わなくても自由に

過ごすことのできる空間が中心市街地にあることで、多くの市民に利用されることとな

り、中心市街地の再生につながっているものと考えられる。 

また、市民と行政がともにまちを作り上げるというコンセプトのもと、アオーレ長岡

において開催された数多くのイベントのうち約 8 割は、市民が主体となって実施したも

のであり、アオーレ長岡が市民活動、市民協働の拠点として定着してきていることが窺

える。 
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[２] 都市計画等との調和 

○都市計画、市町村マスタープラン、その他法令に基づく種々の計画との整合性について 

①長岡市総合計画 

平成 28 年３月に策定した「長岡市総合計画」（平成 28～令和７年度）において、中越地域

全体の発展をけん引する都市として、特に都心地区においては、商業、医療、教育・文化、

行政などの広域かつ高次な都市機能を集積させることを明記している。都心地区の中でも特

に長岡の「顔」である中心市街地は、市民協働による賑わいがさらに促進され、民間企業に

よる都市機能の更新とまちなかへの投資が誘導されるよう、活性化に向けた取組を進めてい

く旨が記載されている。 

②長岡市都市計画マスタープラン 

本計画の計画区域である中心市街地及び都心地区の位置付けを都市計画マスタープランでも

明確に記載するとともに、本計画に位置付けている市街地整備事業等についても記載している。

また、テーマ別の基本方針として、中心市街地の価値の創造を掲げており、この中で、中心

市街地は、中越地域の中心としての拠点性を高め、長岡の顔として市全体の活力を牽引する

とともに、多世代が集まり多様な機能が集積する、日常と非日常（「ハレ」の舞台）が交わ

り楽しめる場づくりを推進することが記載されている。 

このように都市計画マスタープランでも中心市街地の活性化について積極的に推進してい

くことが記載されていることから、中心市街地活性化基本計画と都市計画マスタープランは

適合しているといえる。 

③長岡市立地適正化計画 

平成 29 年 3 月に策定した「長岡市立地適正化計画」において、都市機能誘導区域である中

心市街地に誘導する機能として、広域型商業施設を始め、病院や診療所、社会福祉や子育て

支援施設、図書館や文化会館、体育館などが記載されている。 

このように広域かつ高次な都市機能の集積を促進させることで、中心市街地の活性化に寄

与することが期待されることから、中心市街地活性化基本計画と立地適正化計画は適合して

いるといえる。 

④長岡市地域公共交通網形成計画 

平成 29 年 3 月に策定した「長岡市地域公共交通網形成計画」において、長岡駅と周辺地域

を結ぶ基幹路線や高速バス、鉄道等を基本とした公共交通網を形成していくことが記載され

ている。また、まちなか居住区域内のバス系統数の維持を図ることも明記している。 
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[３] その他の事項 

（１）環境・エネルギー等への配慮 

アオーレ長岡は、環境の保全に配慮したさまざまな取組を行っており、国土交通省の「省

CO２推進モデル事業」に自治体として初めて認定された。施設には、太陽光パネルや天然ガス

での発電状況、雨水の利用状況、省 CO２削減量などの情報をリアルタイムに“見える化”する

機器を設置。環境に対する市民意識の向上を喚起する仕掛けも導入している。 

中心市街地における各種事業の実施にあたっても環境面に配慮した取組を進めていく。 

＜アオーレ長岡における取組＞ 

・ アリーナ屋根を「屋上緑化」し、地球温暖化の防止と環境意識の向上を目指す。 

・ 太陽光度に合わせナカドマの屋根のパネル部を開けることで発電効率を上げ、併せてナカ

ドマに通風する、ナカドマ屋根に「太陽光発電・換気システム」を導入。 

・ 雨水を集め、ろ過して繰り返し使う「中水循環型融雪システム」を導入し、トイレの洗浄

水や冬季の屋根融雪水、夏季における施設冷却のための散水用として利用する。 

・ 国内最大の天然ガス産出地という本市の特性を生かし、燃焼時の二酸化炭素や窒素酸化物

の排出量が少ない、環境特性に優れた地場産の天然ガスをエネルギー源とする「天然ガス

コージェネレーションシステム（※）」を導入。 

 

 

（２）国の地域活性化施策との連携 

長岡版総合戦略である「長岡リジュベネーション～長岡若返り戦略」において、人口減少社

会に対応するため、「若者」を地方創生の主役に据え、「若者自身が参加、企画、実現し、魅

力を生み出すまちづくり」、「長岡で頑張っている産業の事業展開を応援するとともに、新た

な起業や産業の誘致を促進することによる「働く場」の確保」などを目指すことが記載されて

おり、そのために、例えば 4 大学 1 高専が連携して、中心市街地を産業ビジネス拠点としてい

くなど、今後、多様な取組を進めていく。 

また、中心市街地を含む広域的な観光施策については、地方創生推進交付金を活用し、季節

観光から通年観光、日帰り・単発イベント観光から滞在型観光に転換することで、観光を一大

産業として成長させ、観光による外需から新たな産業の振興及び雇用の確保につなげ、人口減

少に歯止めをかける。 

 

 

（３）都道府県との連携 

県では、条例により、大規模集客施設の適正立地等の施策を実施し、機能的で利便性が高く、

地域の核として人々が集う魅力ある中心市街地の形成を図り、中心市街地との円滑なアクセス

が可能な自動車に過度に依存しない生活の実現を目指す「にぎわいのあるまちづくり」を推進

するために、「新潟県にぎわいのあるまちづくりの推進に関する条例」を制定している。 

今後も、当該条例を活用し、新潟県と連携を図りながら、中心市街地の活性化を図っていく。 

また、大規模小売店舗立地法の特例措置についても同様に、新潟県と十分な連携を図り、指

導、助言をいただきながら検討を進めていく。 

※発電時に発生する排熱を電力と合わせて冷暖

房や給湯などに利用する仕組み。省エネルギ

ー性や環境保全性に優れる。 
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12．認定基準に適合していることの説明 

基 準 項 目 説 明 

第１号基準 

基本方針に適

合するもので

あること 

意義及び目標に関する事項 「１．中心市街地の活性化に関する基本的な方針」及

び「３．中心市街地の活性化の目標」に記載 

認定の手続 認定申請は本市が行う。協議会の意見は、「９．[２]

中心市街地活性化協議会に関する事項」に記載 

中心市街地の位置及び区域

に関する基本的な事項 

「２．中心市街地の位置及び区域」に記載 

４から８までの事業及び措

置の総合的かつ一体的推進

に関する基本的な事項 

「９．４から８までに掲げる事業及び措置の総合的か

つ一体的推進に関する事項」に記載 

中心市街地における都市機

能の集積の促進を図るため

の措置に関する基本的な事

項 

「１０．中心市街地における都市機能の集積の促進を

図るための措置に関する事項」に記載 

その他中心市街地の活性化

に関する重要な事項 

「１１．その他中心市街地の活性化に資する事項」に

記載 

第２号基準 

基本計画の実

施が中心市街

地の活性化の

実現に相当程

度寄与するも

のであると認

められること 

目標を達成するために必要

な４から８までの事業等が

記載されていること 

「４．土地区画整理事業、市街地再開発事業、道路、

公園、駐車場等の公共の用に供する施設の整備その他

の市街地の整備改善のための事業に関する事項」から

「８．４から７までに掲げる事業及び措置と一体的に

推進する事業に関する事項」までに記載 

基本計画の実施が設定目標

の達成に相当程度寄与する

ものであることが合理的に

説明されていること 

「３．中心市街地の活性化の目標」に記載 

第３号基準 

基本計画が円

滑かつ確実に

実施されると

見込まれるも

のであること 

事業の主体が特定されてい

るか、又は、特定される見

込みが高いこと 

「４．土地区画整理事業、市街地再開発事業、道路、

公園、駐車場等の公共の用に供する施設の整備その他

の市街地の整備改善のための事業に関する事項」から

「８．４から７までに掲げる事業及び措置と一体的に

推進する事業に関する事項」までに記載 

事業の実施スケジュールが

明確であること 

「４．土地区画整理事業、市街地再開発事業、道路、

公園、駐車場等の公共の用に供する施設の整備その他

の市街地の整備改善のための事業に関する事項」から

「８．４から７までに掲げる事業及び措置と一体的に

推進する事業に関する事項」までに記載 
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